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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１５日（木）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　５時３９分　閉会

１．場所

大会議室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 本保加津枝 委　　員 弘　　豊

委　　員 山崎雅数  委　　員 森西　 正  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし　

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

生活環境部長　杉本正彦 同部次長　井口久和

同部参事兼産業振興課長　鈴木康之　　同部参事兼環境業務課長　野村眞二

同部参事兼環境政策課長　土井正治　　自治振興課長　門川好博　

市民活動支援課長兼コミュニティプラザ館長　橋本英樹

市民課長　船寺順治　環境センター長　早川　茂　農業委員会事務局長　林　彰彦　

産業振興課商工労政係長　末永美由紀

保健福祉部長　福永冨美子　同部次長兼国保年金課長　堤　守

保健福祉課長　前野さゆみ　生活支援課長　東澗順二　高齢介護課長　石原幸一郎　

高齢介護課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子　　障害福祉課長　吉田量治

１．出席した議会事務局職員
事務局長　寺本敏彦 同局書記　寺前和恵


１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第６号　平成２３年度摂津市パートタイマー等退職金共済特別会計歳入歳出決算

認定の件

認定第３号　平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第８号　平成２３年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第７号　平成２３年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○森内一蔵委員長　ただいまから民生常

任委員会を開会いたします。

　本日の委員会記録署名委員は、弘委員

を指名いたします。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。

　質問を続けます。

　森西委員。

○森西正委員　先日に引き続いて、２回

目からということになりますけれども、

よろしくお願いいたします。

　事務報告書の８８ページ、　所管別市

民の声処理状況についてです。ご答弁い

ただきました中でですね、処理結果の中

で、満たした、近く満たせる、満たせな

い等ありますけれどもね、ここで、満た

せないということの部分はですね、これ

は自治振興課が判断をして満たせないと

いう書かれ方をしているのか、ほかの部・

課に振って、その答えが満たせないとい

う形で書かれているのかですね、その点

お聞きしたいと思います。

　満たしたというのであれば、市民から

しますと、満足されているわけですから

いいと思うんですけれども、この満たせ

ないということで書かれている部分です

ね、市民からしますと満足をされてない

わけですから、その点、どういう処理を

されているのかお聞きしたいと思います。

　防犯灯事業ですけれども、平成２５年

度に向けてということでありますけれど

も、そうしますと、今まで決算の中でも

光熱費が１，８２２万１，９８４円です

かね、ということでありますけれども、

ＬＥＤにしたら、その光熱費はどうなる

のか。リースという、質問でも以前から

お答えをいただいていますけれども、そ

のような考えですね、リースのときには

どうなるのか。ＬＥＤにかえた場合には、

管理運営はどうするのか、若しくは電球

が切れたときに、どうしていくのかです

ね、その点、現段階で考えられる部分を

お答えいただけたらと思います。

　地区振興委員事業に関係して、自治会

ということですけれども、新たな開発を

されるところに関しては、その加入促進

をされているということであります。自

治会加入は、任意加入というのは、もう

当然それは皆さんもご存じだと思います

けれども、新たな開発ということじゃな

くて、既に開発をされていて、自治会に

入られてない方に対してどうしていくの

か、市の対応は、今までどうされてたの

かですね、また、今後どうしていこうと

考えておられるのか、お聞きしたいと思

います。

　続いて、コミュニティプラザ管理運営

事業ですけれども、利用される方がふえ

ておるということでありますけれども、

その稼働率を見て、今、安威川以南のコ

ミュニティ施設という話が出ております

けれども、安威川以南のコミュニティ施

設をつくったときに、そちらが利用が少

なければ、そちらが支障が来してくると

いうことにもなると思いますので、担当

から見て、なかなか難しいと思いますけ

れども、どう考えるのかですね、今の稼

働率から見て、どう考えるのかお答えを

いただけたらと思います。

　市民活動支援事業ですけれども、この

点に関しては、今後活発になるように要

望にしたいと思います。どうぞ活発に市

民が活動されるように、よろしくお願い

したいと思います。

　住基事務事業に関しても、答弁は結構

です。よくわかりました。

　印鑑登録事務事業に関しましても、今

後も経費削減に努められて、この事業だ

けでなく、ほかの事業も含めて、経費削
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減に努めていただきたいと思います。

　社会福祉協議会補助事業ですけれども、

これは毎年度精算で定額補助になってい

ないということですけれども、定額補助

になっていないところとですね、シルバー

人材センター等は、これ定額補助になっ

ていると思うんですけれども、保健セン

ターは委託ですよね。この点の定額補助

と、定額補助になっていない施設と、委

託をしている委託金として出されている

施設ですね、その点はどのように分けて

おられるのか、何か違いをつくっておる

のか、これは部長でお答えいただけたら

と思います。

　地域福祉活動支援センター事業ですけ

れども、この点に関しても節約をされた

ということでありますから、今後も経費

削減に努めていただいて、よろしくお願

いしたいと思います。

　老人入所施設措置事業ですが、これも

よくわかりましたので、もう答弁は結構

です。

　市立せっつ桜苑運営事業ですけれども、

今年度が実施設計、来年度が譲渡先を見

つけていくということでありますけれど

も、譲渡方法をですね、どのように考え

ているのかですね、プロポーザルとか入

札とか、いろいろな形があると思うんで

すけれども、どのように考えておられる

のかお聞きしたいと思います。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業です

けれども、この点は、民生委員の方に協

力を得て、情報をいただくということで

ありますけれども、これ民生委員の方が

全ての方に、ひとり暮らしの高齢者の方

に、現状としては声をかけられている状

態なのか、そうでないのか、今、緊急通

報装置ですね、前日も質問でありました

けれども、この緊急通報装置の点検です

ね、実際に作動するのかどうかという点

検というのは、されておるのかどうかで

すね。

　そして、今、ひとり暮らしの名簿を、

各自治会に市から提供をされておられま

す。この点のひとり暮らしの名簿という

のは、本人の同意を得た方の名簿という

ことになっておりますけれども、自治会

によってばらつきがありますけれども、

市から提供をされるひとり暮らしの名簿

よりも、自治会の名簿のほうが、ひとり

暮らしの把握を、実態に沿った把握をさ

れておるわけですよね。市から自治会に

提供されるひとり暮らしの名簿が、実際

には件数が少ないと。数が少ないという

ことになっているわけですけれども、そ

の点ですね、実態と違った形で、そうい

う提供をされるという部分、今後どのよ

うに解消していくのか、もし、災害があっ

たときにですね、同意を得て、日常の緊

急に対しては、名簿というのは出せない

ということになっておりますけれども、

例えば、災害が起こったときに、そのよ

うなときには、同意を得られてない方の

名簿というのは出されるのかですね、地

域に出されるのか、自治会に出されるの

か、その点をお聞きしたいと思います。

　老人クラブ活動事業ですけれども、魅

力ある老人クラブというご答弁をいただ

きましたけれども、そうしたら、今後で

すね、平成３２年には４，１００人とい

うこの老人クラブの加入人数をというこ

とで、今よりも多い目標を立てられてお

られるわけですよね。そうしましたら、

今、減っている状況で、魅力あるという

ものを出していくということであります

けれども、現実には下がっているわけで

あります。この魅力あるものというのを、

やっぱり具体的にしていかないといけな

いと思いますけれども、自治会加入も減っ

てきていますし、こども会の加入も減っ
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てきております。その点ですね、どのよ

うに、具体的に考えておられるのか、方

策があるのかお聞きしたいと思います。

　社会福祉事業団補助事業でありますけ

れども、生活支援センターの就労に結び

ついたら委託金がアップして、市の持ち

出しというのは低くなるというご答弁で

ありますけれども、現状としては障害者

の就労という意味からしますとね、ダイ

キンサンライズがございますけれども、

定員が１００名ですかね、ということで、

全ての障害の方から見ますとですね、全

体の人口から見ますと、その定員という

のはほんのごくわずかなわけですよね。

　今、企業の障害者雇用ということもあ

りますけれども、不景気の中、障害者の

雇用拡大ということには、現状ではなか

なかと至ってないという状況でありまし

て、障害者の就労を今後どのように考え

ていくのか、担当からお聞きしたいと思

います。

　休日小児急病診療所運営事業でありま

すけれども、この点は、高槻の夜間休日

の診療所ということの答弁でありました

けれども、それはよくはわかっておりま

す。医師会との関係もありますけれども

ね、私も子どもが日曜日・祝日の夜中に

熱が４０度近く出たときにですね、そう

したらどこの病院に連れていくんだとい

うことで、やっぱり右往左往したことが

ございます。やはり、親からしますと、

日曜日・祝日の昼間でありますと、どこ

か病院を探して連れていくことは可能だ

と思うんですけれども、夜間に子どもが

高熱を出したときとか救急のときにです

ね、連れていくところが、なかなかない

というのが現状だと思うんですけれども、

そういうことを考えますと、やはり摂津

市でもそういう部分というのはつくって

いくべきだと思うんですけれども、市民

の安心・安全ということを考えますと。

その点、どうなのかお考えをお聞きした

いと思います。

　乳幼児健康診査事業でありますけれど

も、４か月児、１歳６か月児、３歳６か

月児ということで、健診を受けられてい

ない比率というのが、だんだん低くなっ

ていっている状況でありまして、健診を

受けられていない子どもは、そのままな

のかですね、健診を受けられてなくて、

後にケアをされているのかですね、お聞

きをしたいと思います。

　斎場管理事業ですけれども、これはよ

くわかりました。結構です。

　葬祭事業ですけれども、市営葬儀から

規格葬儀にということに変わりまして、

今年度、規格葬儀に変わっておりますけ

れども、市営葬儀から規格葬儀に変わっ

てですね、変わった中で市民から苦情と

いうものがないのかですね、その点お聞

きしたいと思います。

　葬儀会館管理運営事業ですけれども、

メモリアルホールの運営というのは、こ

のままで良いのか、今後何らかの対応を

考えをしていかなければならないのか、

お聞きしたいと思います。

　墓地管理事業ですが、よくわかりまし

た、結構です。

　ごみ減量対策事業ですけれども、再生

資源の集団回収協力金、この点はこども

会とか自治会が集団回収して、それに対

して協力金を得るというのはよく理解を

します。業者に対して金額を出されると

いうことは、かつては古紙や段ボールの

金額がかなり低いときがあり、２００１

年ぐらいですかな、相場でいいますと１

キロが１円、２円や、若しくはマイナス

というときがあったと思うんですけれど

も、今で１キロが５円から７円、８円、

多いときには、１０円を超えてたりとか
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いう金額が出ております。

　変動の相場でありますから、実際に業

者が廃品回収をするというしんどいとき

には、そういう部分というのは出される

というのは、こども会とか自治会が困り

ますから、それは出すのは妥当だろうと

思うんですけれども、相場が上がったと

きに、業者が利益が出るのに、その部分

を出していくというのは、いかがなもの

かなとは思うんですけれども、その点の

見解をお聞きしたいと思います。

　ごみ処理施設維持管理事業ですけれど

も、ピットの中に、草の中にコンクリー

トが入ってたということでありまして、

これからはピットに職員１名を必ず配置

して、投入まで監視をされるということ

でありますけれども、その点はやはり厳

重にこれから監視をしていただきたいと

思いますし、ここだけではなくて、ほか

にも投入をされるようなところ、市民が

来られて、直接、投入されるというとこ

ろがあるのであれば、その点はやはり十

分に監視体制をつくっていただいて、全

てのところにビデオカメラをつけていか

れるとかいうことも、ぜひとも考えてい

ただきたいと思いますので、これは要望

とさせていただきます。

　市民農園設置事業でありますけれども、

今までさまざまな対策をとられておると

は思います。答弁からもそういうことは

聞いておりますけれども、やはりもっと

身近に農を感じていただく、土に触れ合っ

ていただくということをつくっていかな

ければならないと思うんです。

　今、都市部に住んでおられるほとんど

の方というのは、自分で田んぼを耕さず

に米をつくらずに、畑を耕さずに野菜を

つくらないという生活をされております。

多くの人が、お金で購入して食べるとい

う形になっておりましてね、もし万が一、

これ話は大きいですけれども、食料閉鎖

とか、そういうことになってくると、皆、

米をつくったことがない、野菜をつくっ

たことがない、そういう者ばっかりにな

りますからね、それからどうやってつく

るねんということになっても、かなり時

間かかるわけですよね。今の家庭事情と

いいますか、土地事情からいいますと、

田んぼを耕したり、野菜をつくったりす

るのはなかなか難しいですから、身近に

少しでも土にさわる、野菜をつくる、そ

ういうことをやっぱり考えていかなけれ

ばならないと思います。

　特に、若い世代はそういうことを今ま

でしてこなかった世代でありますから、

お米もつくったことないし、野菜もつくっ

たことないですし、土も余りさわったこ

とのない世代でありますから、そういう

世代の方に、野菜を少しでもつくる、そ

ういうことを考えていくような施策、方

策をとるべきだと思うんですけれども、

その点、お考えをお聞きしたいと思いま

す。

　商品券発行事業でありますけれども、

効果としては、１．５倍ほどの売り上げ

といいますか、効果があったとはお聞き

しました。商業者間のコミュニケーショ

ンが図れるようになったということであ

りますけれども、担当課としては、発行

されて、今、流通していますけれども、

今後も考えていくのか、その点を　お聞

きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　門川課長。

○門川自治振興課長　それでは、自治振

興課にかかわります３点についてご答弁

させていただきます。

　１点目は、事務報告書の所管別市民の

声処理状況の中で、処理結果の満たせな

いという件数ですが、これは全課です。
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意見等をいただいて、自治振興課で回答

するケース、それと他課で回答するケー

スがございます。他課で回答するケース

で満たせてないというのは、場合によっ

ては予算が伴うケースもございますので、

次年度でそういったことが満たせてるケー

スもございます。

　自治振興課については、満たせないの

が６件です。これにつきましては、法律

上、どうしてもできないケース等がござ

います。これは、私どもの分については

把握しております。

　２点目は、ＬＥＤの関係でございます

が、委員、今ご指摘の２５年度の件につ

きましては、予算関係になりますので、

こちらは差し控えさせていただきたいと

思います。ただ、電気代につきましては、

年間１，８００万円ほど使っております

が、ＬＥＤにすることによって、約４０

％の電気代の削減になろうかと思ってお

ります。

　あと、維持管理につきましても、ＬＥ

Ｄは１０年から１５年、メンテナンス等

要らないように、メーカー等から聞いて

るわけなんですけれども、そうしますと、

今、自治会で維持管理していただいてい

ます維持管理費というのは、当然やっぱ

り考えていかないといけないというのは、

原課としては思っております。

　３点目は、自治会加入に対して、一度

入られて、やめられた方ですが、これに

つきましては、いろんな理由があるかと

思います。これはあくまでも、今おっしゃっ

ていただいた任意加入ということもあり

ますので、自治会長等から私どもに相談

があれば、こういったケースはこうした

らどうですかとかいう助言等はさせてい

ただきますけれども、あくまでも加入と

いうのは、自治会長がご苦労いただいて、

できる限り今までも努力していただいて、

１名の方でも多くという形で、市として

はそこに踏み込むということは基本的に

しておりません。

　ただ、相談を受けたときに対しては、

アドバイス的な形をとっています。それ

と、総会等に、自治会の加入の勧め等を

お渡ししています。これは、どちらかと

いうと新規開拓という形になるかと思い

ます。

○森内一蔵委員長　橋本課長。

○橋本市民活動支援課長　それでは、コ

ミュニティプラザの稼働状況につきまし

てお答えいたします。

　昨年、平成２３年１２月に、利用者の

アンケート調査を実施しております。そ

の利用状況につきまして、年代別、地域

別、利用目的等々をアンケート調査して

おりまして、結果はホームページ等で公

開しております。引き続き、利用者アン

ケート調査、同じような項目で実施して

まいりまして、客観的なデータをもとに、

安威川以南構想の中で反映していければ

と思います。

　あわせまして、窓口等でよく聞かれる

こともあります。音楽練習できる部屋は

ないのかとか、そういった直接の声とい

うのは、構想の中で我々の意見として言っ

ていく形になろうかと考えております。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、今後

も商品券の発行を考えているのかという

ご質問にご答弁申し上げます。

　平成２５年度での商業支援施策につき

ましては、今回発売しております第四弾

の実績を踏まえ、どういう支援策が適正

なのか、また商業者の自立と活性を考慮

に入れながら、セッピィ商品券の発行も

一つの選択肢として、財政事情も踏まえ、

考えてまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　吉田課長。
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○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉課に関してのご答弁をさせていただき

たいと思います。

　障害者の就労に関しましては、摂津市

障害者職業能力開発センター、せっつく

すのきで１年間の訓練の後、ほとんどの

方が就職、一般就労に結びついている実

績がございます。また、障害者職業・生

活支援センターでは、国の事業で茨木市

と摂津市の管内での障害者の方の雇用の

相談に乗る事業なんですけれども、摂津

市にあるということで、非常に摂津市の

方が、利用しやすいと。就職等の支援や、

就職後のフォローアップの支援とかもし

ているということで、それらの運営の補

助に関しましては、今後も継続して続け

ていきたいと思っております。

　さらに、福祉サービスで市内にあるふ

れあいの里の多機能型事業所、ひびきは

ばたき園で就労移行支援事業、２年間就

職に向けての訓練をすることで、就職に

結びつけていく福祉サービスでございま

すが、２年間近くたっておりますので、

実際に就職に結びついた方が出てきてお

ります。そういう福祉サービスの中から

でも、就職、一般就労を目指して結びつ

いているという現状がございますので、

そういう福祉サービスの関係の就労関係

に関しましても、今後支援を続けていけ

たらなと考えております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、高齢介

護課に関します質問にご答弁申し上げま

す。２点、私から答弁させていただきま

す。

　まず、桜苑の件ですけれども、まだ具

体的な内容は決まっておりませんが、現

在、多くの社会福祉法人等がございます

ので、できればプロポーザル方式での公

募を行っていきたいと考えております。

　２点目の、老人クラブについてでござ

いますけれども、現在も清掃奉仕活動で

あるとか、教養講座等でいろいろと活動

を行っていただいております。それらの

取り組みというのをしっかり周知、また

充実させていくことと、前回も答弁申し

上げましたが、体力測定とか、介護予防

等を充実させて、そういう活動による健

康づくりを進めていって、地域のつなが

りといいますか、そういうものを広めて

いって、会員の増につなげてまいりたい

と考えております。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、私か

ら、再生資源の集団回収の協力金につい

てのご質問にお答えさせていただきます。

　委員からもご質問ありましたとおり、

集団回収における古紙の相場というんで

すか、価格というのは、回収に非常に影

響を受けやすいものとなっております。

ただ、集団回収を行っていくことによっ

て、古紙類等の再資源化がされて、ごみ

の減量というのが図られていくという点

では、我々が目指しています循環型社会

の形成に合致しているというもので、こ

の部分については、今後も安定した形で

の事業展開を図ることが重要と考えてお

りますので、その中で、業者に交付して

いる協力金につきましては、今後の市場

価格、動向等も見ながら判断していきた

いと考えています。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　保健福祉課に係り

ます２点の質問にご答弁いたします。

　休日小児急病診療所の夜間の開所につ

いてのご質問ですが、日・祝日の夜間の

発熱など、委員のご心配されているよう

に、子育て中の方々誰もが経験があり、

心配は大きいと認識しております。他の

医療圏域におきましても、小児科の夜間、

－7－



休・祝日の診療医師の確保はとても難し

い状況にございます。現在、広域化で取

り組んでいく方向にあります。当圏域に

おきましても、三島保健医療協議会にお

いて、小児救急医療の問題について検討

いただいております。

　保健福祉課としましては、年間の日程

表やホームページ等で小児科の救急電話

相談、♯８０００番のご案内等は行って

いるところでございます。

　２点目の、乳幼児健診の未実施者の方

への対応てですが、再案内をするととも

に、保健所、幼稚園、主任児童委員との

連携を図りながら、保健師も訪問するな

どをして、全数把握に努めて、必要な方

には支援を行っているところでございま

す。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　それでは、高齢

介護課に係りますご質問にお答えいたし

ます。

　まず、ひとり暮らし高齢者安全対策事

業と関連して、民生委員の訪問活動等に

ついてですが、ひとり暮らし登録をされ

ている方に対しましては、今年度から民

生児童委員協議会で、月に１回の対象者

への訪問の取り組みを始められたと聞い

ております。昼間は、就労等でお会いで

きない方も中にはいらっしゃるかと思い

ますが、日ごろから顔見知りにというこ

とで、そのような活動を始められたとい

うことです。

　次に、緊急通報装置の点検等について

ですが、年に１回、電池の入れかえを行っ

ておりますので、そのときに装置の点検

も同時にされているということを聞いて

おります。

　３点目、ひとり暮らし高齢者名簿につ

いてですが、自治会、町会ではそれぞれ

ご意見があります中、平成２２年度のひ

とり暮らし高齢者実態把握事業に基づい

て作成した名簿について、提供にご協力

いただいており、大変そのことにはあり

がたいと考えております。

　委員のご指摘のように、既に市の名簿

以上に十分実態にあった形で、より細か

い状況についての名簿をお持ちの自治会

もありますが、市の名簿については、自

治会未加入の方も入っているといった点

と、また、そのような取り組みを、未だ

されていないといった自治会がおありと

いうことも聞いておりますので、そのよ

うなところには、市への名簿の提供につ

いて、今後もご協力いただけるように展

開をしてまいりたいと考えております。

　そのような名簿の不整合について、今

後どのように解消していくのかというこ

とですが、ひとり暮らしの高齢者だけで

はなく、要援護者の名簿についても、今

後、整備を進めていく予定ですので、自

治会でお持ちの名簿の実態なんかも含め

た形で、充実した名簿の作成ということ

に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

　災害時においては、同意を得られてい

ない方の名簿についても提供するのかと

いうことですが、災害時は、命が優先と

いうことで考えておりますので、同意の

有無ということではなく、名簿を提供さ

せていただいて、自治会・町会を初め民

生・児童委員の方、あるいは地域の方々

にご協力をいただきたいと考えておりま

す。

○森内一蔵委員長　船寺課長。

○船寺市民課長　規格葬儀に関しまして、

市民の感想でありますとか、声というこ

とでございますが、お問い合わせ等につ

きましては、制度開始当初に若干寄せら

れましたけれども、その全てが制度の内

容についてのご質問でございました。苦
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情等についてはありませんでした。また、

規格葬儀利用者に対するアンケートにつ

きましても、現時点で１０件ほど回収で

きておりますが、その全てが規格葬儀に

対して、おおむね好意的なご意見でござ

いました。

　担当課といたしましては、順調なスター

トであったとは考えておりますが、まだ

始まったばっかりでございますので、利

用者の声をお聞きしながら、サービスの

向上なり、また制度そのものの周知に努

めてまいりたいと考えております。

　２点目の、メモリアルホールの今後の

考え方ということでございますが、今年

度、規格葬儀の実施にあわせまして、メ

モリアルホールの運営方法や料金等の見

直しを行ってまいりました。このことに

つきましては、今回で終了することでは

なく、引き続き、葬祭事情の変化や市内

の民間の葬儀会館の現状等も見きわめな

がら、運営方法等の改善なり工夫を継続

してしていかなければならないと担当課

では考えております。

○森内一蔵委員長　林局長。

○林農業委員会事務局長　若い世代の農

業体験につきまして、農業委員会、教育

委員会、それから農協と連携いたしまし

て、市内の小学校５年生を対象に、学校

近くの水田の一部を農家からお借りしま

して、手植えによる田植え、それから秋

には手での稲刈りをさせていただいてお

ります。この中で、農業者の方、それか

ら生徒の交流ですね、収穫したお米を学

校に運んでいただきますので、そのとき

に収穫祭ということで交流も図っており

ます。

　それから、鳥飼なすの植えつけについ

ては、小学校３年生を対象に、各小学校、

農振の会員がついていただきまして、鳥

飼なすの育成にも携わっていただいてお

ります。その結果は、先日開催しました

農業祭のところで、体験学習の展示コー

ナーという形で発表させていただいてお

ります。

○森内一蔵委員長　福永部長。

○福永保健福祉部長　定額補助と定額で

ない補助との差についてでございますが、

予算段階におきましては、指定管理で数

年にわたって債務負担をお図り願った施

設については定額となっておりますが、

指定管理になっていない社会福祉協議会

につきましては、定額となっていないと

いう状況がございます。

　ただ、決算段階におきまして、委員ご

指摘のように、社会福祉協議会の補助金

のように精算をする場合や、シルバー人

材センターのように精算をしない場合と

いうのがございます。この違いの基準に

つきましては、明確な基準はございませ

んが、過去の補助金の算出方法、国や府

の基準によりますものや、補助金の執行

状況を勘案して、現在の状況となってお

ります。

○森内一蔵委員長　以上で終わりですね。

　森西委員。

○森西正委員　自治振興課の件ですけれ

ども、市民の声処理状況の処理結果につ

いてですけれども、満たせないという部

分、そこが一番の問題だと思うんです。

それを、どう市民に納得していただける

かというところが大事だと思いますので

ね。ケース・バイ・ケースがありますか

ら、一概に、これは良い、悪いというこ

とが、なかなかやっぱり出にくいとは思

いますけれども、これからも満たせない

という部分ですね、やっぱり満たせなく

ても、市民に納得をしてもらえるという

ことですね、これは努力をしていただき

たいと思いますし、これは自治振興課だ

けじゃなくて、もう全ての部、課に関す
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ることだと思いますので、全ての職員に

もこの点は市民が満足、納得しなくても、

説明をしていただいて、丁寧にしていた

だいて、極力納得していただくように、

よろしくお願いしたいと思います。

　防犯灯の件ですけれども、これはこれ

からのことですから、運営なり、細かい

ことがこれから出てくると思いますので、

その点はぜひ詰めていただいて、自治連

合会とも詰めていただいて、よろしくお

願いしたいと思います。

　自治会の件ですけれども、市が踏み込

むことはできていないということで、な

かなかこれからもその部分に関しては、

踏み込んでいくということのご答弁では

ないんですけれども、やはり、このまま

ずっとほったらかしといいますか、今の

現状でいきますと、いわゆる加入率とい

うのは下がる一方だと思うんです。何ら

かのやっぱり対応をしないと、市として

は協働のまちづくりということで、やは

り基本は、これは自治会だと思うんです

けれどもね。その点をどうにか考えてい

かなければならないと思いますけれども、

その点ですね、なかなか答弁は難しいか

もわかりませんが、今後どう考えていく

のか。加入率をふやすために、どういう

対応をとっていくのか、市としてはどう

考えていくのかですね、副市長からご答

弁いただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

　コミュニティプラザ管理運営事業です

けれども、これから利用者アンケートも

とられて、その中でまた判断をされると

いうことでありますから、利用者の声を

よく聞いていただいて、進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

　社会福祉協議会補助事業に伴っての各

補助金ですね、定額補助、定額補助でな

いという部分ですけれども、違いは過去

の基準からそうなっておるということで

ありますから、今後ですね、そういう部

分というのは、これからも良いのか悪い

のか、今までのやり方というのが良いの

か悪いのかというのは、一度精査をいた

だいて、考えていただいて、なかなか各

団体が運営上厳しいというところもやっ

ぱり聞いております。資本がないといい

ますか、お金がないということも聞いて

おりますし、反対にたくさん補助金をも

らっておるから、たくさんお金をためら

れないんだという部分も伺っております。

何か修繕をしようとか、大規模な改修と

か、そういうことを考えていくと不安で

あると、危惧するという部分の声も聞い

ておりますので、その点は今後、今のや

り方が良いのかどうかというのを考えて

いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。

　せっつ桜苑の件ですけれども、プロポー

ザルということでありますけれども、こ

の点はぜひとも進めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業に

ついてですけれども、民生委員の方が月

に１回訪問をされておるということで、

緊急通報装置も年に１回、電池の交換と

点検もされるということであります。ひ

とり暮らしの名簿は、災害時は提供をさ

れるということでありますけれども、今

どうなんでしょうね、全て申請があって、

例えば今の医療キットもそうですし、乳

酸菌の飲料もそうですし、緊急通報装置

も、申請があってからそれに対応すると

いうことであります。

　本人は要らないんだと。人それぞれ考

えがあって、自分は元気だからそういう

ものは要らないんだとか、第三者から見

たら、この人は要るんじゃないかなと思っ

－10－



てても、本人は要らないんだというね、

そういう考えを持っておられる方が多く

おられますのでね、そういう考えを持っ

ておられる方を、やはり何かあったとき

に困るのは周りの人なわけですよね。い

ろいろ右往左往しながら、緊急の連絡先

がどうであるかとか、動かれるのは隣近

所の方なわけですから、ぜひとも極力多

くの方が入られて、まずは名簿の中に入っ

ていただくと。名簿に同意をいただくと

いうことで、そして、きちっと乳酸菌飲

料、緊急通報装置ですね、そういうもの

を申請いただくという流れを、ぜひとも

つくっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。

　老人クラブの件ですね。これも自治会

と一緒でありますから、どういうように

今後していくのかという部分があると思

います。今の流れでいいますと、やっぱ

り加入がだんだん、だんだん少なくなっ

てきて、娯楽がたくさんあったりとかで

すね、ほかに目を向けるものが新たに出

てきているのかもわかりませんし、社会

が希薄になって、そういう団体の中に入っ

て活動するということを嫌うという、そ

ういうことにもなっておるのかもわかり

ませんけれども、その点ですね、先ほど

自治会加入の話もありましたけれども、

あわせて副市長からご答弁いただけたら

と思います。

　社会福祉事業団補助事業ということで、

これ就労ですね、先ほども言いましたけ

れども、障害の方、全体から見ますとね、

就労ができておられるというか、雇用を

されておられるという方は、やっぱりご

くわずかだと思いますので、やはり自立

をできるような社会をつくっていかなけ

ればならないと思うんですけれども、今

お話をいただいて、ご回答をいただいた

部分というのは、全体の話じゃなくて、

個々の、全体から見ましたら、ごくわず

かな方のお話でありますから、多くの方

が就労できて、雇用されて、自立をでき

るというですね、やはり社会を考えてい

かなければならないと思いますのでね、

その点からいいますと、まだまだだと思

いますのでね、ぜひともそういう部分を

考えていただきたいと思いますので、こ

れも要望とさせていただきます。

　休日小児急病診療所運営事業の件です

けれども、なかなか夜間の医師の確保は

難しいということであります。これも全

国的な、全体の問題でありますから、日

本全体の話ですから、なかなか難しいと

は思いますけれども、何とかその点は、

難しいのはわかりますけれども、さまざ

まな機関と協力をしていただいて、医師

の確保を図っていただいて、ぜひとも夜

間、身近な場所で、日曜日・祝日、休日

にですね、小児科診療ができるような体

制をつくっていただきますように、要望

とさせていただきますので、よろしくお

願いをいたします。

　乳幼児健康診査事業でありますけれど

も、乳幼児健診の未実施者の把握に努め

られるということでありますけれども、

問題なのは、こういうところに健診に来

られなかったり、把握をできてなかった

りというのが、そういう方が、虐待とか

さまざまな問題という部分というのが生

じておりますのでね、全体で見ますと、

本当のごくわずかの方です。でも、ごく

わずかの方の子どもが、そういう状態に

なったりということになっておりますの

で、ますます努力をしていただいて、一

人でもそういう子どもが出てこないよう

に努力していただきたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。　

　葬祭事業と葬儀会館管理運営事業です

けれども、規格葬儀になりまして、まだ
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そんなにたっておりませんので、また、

調査をされて、これから市民からいろい

ろな声が出てくるかもわかりませんので、

またそれはぜひとも反映をしていただけ

るように、よろしくお願いしたいと思い

ます。

　ごみ減量対策事業についてですけれど

も、安定した価格の動向を見ながらとい

うことでありますけれども、この点です

ね、利益が出てなくて、本当に苦しいと

きでありましたら、やっぱりその点は協

力金を出しても仕方がないのかなとは思

うんですけれども、金額が上がって、大

きな黒字が出るという状態のときに出す

のはいかがなものかなとは思うんです。

　相場ですから変動があって、その価格

をもし、出す、出さないとか、金額が高

い、低いとか合うか合わないかという部

分と、そのタイミングが合うか合わない

かという部分というのはあると思います

けれども、ぜひともですね、その点は考

えていただいて、誰も苦しいときに、事

業所が苦しいときに出すなとはいうてま

せんので、利益が出て、潤っておるとき

に、出すことはないだろうという考えで

ありますから、その点は、今後検討をし

ていただきたいと思います。

　市民農園設置事業ですけれども、小学

生にさまざまな農業体験をされておると

いうご答弁ですけれども、最初から最後

までされているわけじゃないですよね。

ある特定の日に、例えば畝をつくったり

とか、そういうところしかしてないわけ

ですから。３６５日、ずっと土に携わる

ような部分というのを、やっぱり考えて

いくべきだと思うんです。これから、何

かそういう方策が打ち出せるのか、考え

られるのかですね、ぜひとも内部で検討

していただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

　商品券発行事業ですけれども、この部

分に関しては、私は評価をしているんで

す。したがいまして、今後もぜひとも続

けていただきたいと思うんです。消費の

流れといいますか、今までは摂津市の中

でというよりも、摂津市から外に出てい

くという流れになってた部分を、少しで

も摂津市の中で消費をしていただくとい

う形の部分だと思うんです。よく購入を

されておられる方というのは、比較的、

年配の方とか、お仕事をやめられた方と

かですね、そういう方が購入されて、利

用されているということを目にするんで

す。ぜひともですね、この点も、若い人

が購入されて、摂津市内の中で利用され

るという、何かそういう考えとかをぜひ

とも考えていただきたいと思いますので、

要望としますので、よろしくお願いしま

す。

○森内一蔵委員長　２点にわたって、小

野副市長。

○小野副市長　自治会の問題と、老人ク

ラブの問題を挙げられて言われました。

　これは、今日までいろいろ議論をされ

てきたところなんですけれども、基本的

に言えば、私の自治会のところでも、自

治会の役員が、この前回ってきました。

役員になってもらえないと。事業をして

も参加してもらえない。自治会の各会員

の意見、提言をいただきたいと全自治会

を回られました。

　私はその中で、ちょっと言っておった

んですけれども、一つ言えるのはですね、

２０１０年にＮＨＫスペシャルで無縁社

会というのが出ましたが、いわゆる家族

のきずなの希薄さ、地域におけるきずな

の希薄さ、団塊世代が仕事をやめた後の

社会とのつながり、企業とのつながりが

なくなった希薄を言われました。

　それで、私は、この役員にも言っておっ
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たんですけれども、やっぱり一つは、平

成２３年３月１１日に発生した東日本大

震災の中で、誰が昼間帯、誰がどなたを

助けにいくか。どこにその年寄りがおら

れて、障害のもっている方をどう把握す

るか。それもプライバシー保護の下で名

簿も出さないということで本当にいいん

だろうかと。昼間帯、ほとんどお年寄り

しかいない中で、いざということが起こっ

たときに、実態がもう全然わからない。

したがって、私は一つそういうところの

地域の中ではもう家族で、地域のつなが

りはいいんだと、メリットがないんだと

いうことを私もよく聞きます。だから、

そういう具体的な話をしておったんです

が、昼間帯をどうしますかということを

言っておったんですね。全然わからない

と、プライバシー保護の問題で。これも

一つのキーワードではないかと言ってお

りました。

　いずれにいたしましても、この社会の

現状が、現在６５歳以上の高齢世帯が１，

９００万世帯と言われております。それ

で、２０３０年には、単身の高齢世帯が

日本の世帯の約４割に上るだろうと言わ

れております。これも一つのキーワード

でありまして、我がことになったときに

どうするかと、地域とのきずながなかっ

たら。こういうことが私は大事だと思っ

ています。

　人というのはつながりとか、つながり

の中で自分の存在、役割を感じることで、

初めて人らしく生きていけるんだと。大

切なことは、自分を必要としてくれる人

がいること。そして、自分を必要として

くれる場所があること。私はこれがキー

ワードと、個人的には思っておりまして、

自分も年をとってきたときに、必ず地域

との関係とか地域の関係なくしては、人

は一人で生きていけないという実態があ

るわけですから、その孤立死、無縁社会

というものの中に、みんなが、一人一人

が、自分が行く道ですから、私はそうい

うことを行政の中で自治連合会の中で、

自分自身のこととして感じて、必ず年を

とるんだということを、そこのところに

やっぱり焦点を当てないと、なかなか東

南海・中南海大地震が起きたとき、誰が

助け合いをしますか。みんな年寄りになっ

ていく、孤立していく社会の中で地域と

のつながりなくしては、どうにもならな

いということ、私はそういう具体的な中

身を訴えかけていく、それを一人一人が

考えていただくということしか、現状と

しては、家族の中でも希薄と言われてお

り、そこに地域が希薄と言われており、

団塊世代が企業とのつながりがなくなっ

てきたということの現実を考えたときに、

私はちょっと大きな話しをするかわかり

ませんが、そういうことを真剣に行政が

考えて、発信していく、それでいいんで

しょうかと。

　一人一人の皆さんに、自分の問題であ

り、みんなの問題ですよということを、

今の自分が若いから自治会なんて入らん

でもいいんだと、煩わしいんだと、一切

したくないという風潮は、私の自治会で

も、もう歴然と出てまいりましたが、自

治会がもうやっていけない、役員になっ

てもらえないということが、つい最近回っ

てまいりましたんで、私はちょっと役員

にもそういうことを申し上げておったん

ですが、そういうことを訴えかけていく

ということが、一番今大事なことではな

いだろうか思います。

　とりあえず、東南海・中南海の地域の

ことについては、そういう方向に流れて

おりますし、摂津市も、市長と話してお

りましたら、来年度は、平成２５年度の

財政の運営の中で言っておったんですが、
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もう一度「きずなとつながり」を施策で

打たなくてはならないんではないかと。

平成２５年度市長の方針としては、今、

改めてきずな、つながる、つながりとい

うことを前面に出した中で、こういう中

身を一度議論をして、自治連合会にもお

伝えをしていくと。自分のことなんです

ということの中身も訴えていくというこ

とが、遠回りでありますけれども、一番

近回りかもしれない。

　もう一つは、災害が起こったときの昼

間帯がどういう状況になって、誰がどな

たを引っ張るのか、どなたを安否確認す

るのか、これさえもできておらないとい

う現状の中で、こういうことから市が働

きかけていく、発信していくということ

が、一つ大きな形になりはしないか、遠

回りでありますけれども、そういうこと

を私自身が今この中身でこうだというこ

とは言えませんけれども、そういうこと

を行政が真剣に人口減少社会、きずなの

薄さ、家族の希薄さ、地域の希薄さと、

全部連動しているわけですから、そうい

うことの中で、一つ大きく市としての問

題提起をしていくというのも、一つの自

治会の形にはなりはしないかと。

　あくまでも自治会の支援を行っていく

のは市でありますけれども、個別の加入

の強制加入ということは、なかなかなり

得ない。この前、森西委員が言われた、

総務常任委員会でもあったんですが、やっ

ぱり公務員は全体の奉仕者であるという

考え方に立って、この公務員の自治会勧

誘問題は解けると私は思いますので、あ

くまでも一部の奉仕者ではない、全体の

奉仕者だということに立って、もう一度、

あのときの議論を覚えておりますので、

この点につきましても、市長との話の中

でまとめないかんなということを言って

おりましたので、細かいことは言いませ

んが、具体的に自分のものとして考える

という一つの何かのアクションを起こさ

ないと、この問題はなかなか解けないの

が現状ではないかということを思ってい

るというところでございます。

　答弁になってないかもしれませんが、

そういう大きな方向の中での流れをもう

少し市としても明確に出していく、問題

提起をしていくことも大事な点ではない

かと考えております。

○森内一蔵委員長　老人クラブについて、

ちょっとお願いします。

○小野副市長　老人クラブの問題につき

ましてはね、先ほど言いましたように、

私どもで言っておりますのは、一番この

ごろ問題になっているのは、昔は家族の

きずながあり、地域のつながりがあり、

今一番問題になっているのは、社会で言

われているのは、企業との縁が仕事をや

めた途端に一切切れてしまうということ

が大きな問題だとなっております。

　これもですね、やっぱりその一つは老

人クラブの問題、同じだと思うんです。

特に、男性。考えてみましても、地域に

帰ったら、仕事をしているわけですから、

地域のつながり全くない。女性はある。

これもいつも言われておることですから、

特に老人クラブの問題、女性の問題じゃ

ない、男性のお年寄りの問題は物ものす

ごく深刻だろうなと。これも大きなキー

ワードになると思うんですね。自治会活

動の中に参加を、もしも若いときにされ

ておったら入れるけれども、自治会も入っ

ておらないし、企業ともつながってない、

終わったら企業も面倒を見てくれない、

こういうことになります。よく言われて

いるのは、聞いておるでしょうか、市役

所を五、六年前にやめられた方が、ここ

へ来てもう居場所がない、変わってしまっ

て、どこにもいくところがない。これも
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一つ、私どものＯＢからよく聞きます。

　したがって、そこに自治会の問題とか

地域のつながりの中に、老人会があると

見なければ、単に老人会だけの問題と見

たときは、そこに入っていけないわけで

すから、そういう取り組みが、基本的に

はやはり自治会における助け合いの中か

ら入ってきて、その老人会に、特に深刻

な、我々がＯＢから聞きます「副市長、

もう居てる場所がないんや、どこ座って

良いのか、もう座る場所もない」と、余

りにも世代が変わってしまっている、こ

れも縮図と思いますから、そういう観点

を持たなきゃならんではないかと思って

いるわけでございまして、明確な答えは

持ちあわせておりませんが、そういう形

を考える中に、一つのヒントがないかと。

　無縁社会ということの大きな捉まえ方

の中で、これもＮＨＫのつながりのない

社会ということで出しました、本も出ま

した、ＮＨＫの取材班の造語と言われて

いますが、私もつい最近この本を読みま

した。深刻な、ものすごい深刻だなと思っ

ておりますから、自治会問題を捉まえる

のも、私はああいう本を自治会の役員も

一遍読んでいただいたら、何かしなけれ

ばならないというのが出てくるんじゃな

いかなという気もいたしますし、そうい

うことを一度まとめて、部長もおります

ので、問題提起をしていくというのも、

遠回りでありますが、何回も言いますが、

そういうことを考えなければならない時

期に今来ているということは間違いない

ことでございまして、私も真剣に受けと

めて、一度、部長とも相談をした上で、

一歩でも二歩でも進められる何かがあれ

ば、ということしか申し上げられません

けれども、それぐらいでお許しいただき

たいなと思っております。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　副市長からご答弁いただ

きましたけれども、自治会長はですね、

さまざま、自治会長によって温度差があっ

て、抽せんでくじを引かれて、嫌々され

ている方もおられたり、ずっと長い間さ

れていたり、自治会長によっていろいろ

温度差があると思います。

　ただ、皆さん、一生懸命頑張っておら

れて、自治会の加入促進に自治会長も動

かれておるのが現状なんですね。その中

で、なかなか入っていただけないという

形になっておりまして、入られない方の

意識をどうやって変えるのかという、そ

こが一番大事だと思いますので、各自治

会長は、その部分を変えよう、変えよう

と思いながら、動きはしているんですけ

れども、自治会に入られていない方の意

識がなかなか変化がないもので、今の状

況になっておると思いますので、その点

は、行政が先ほども言っておりますけれ

ども、任意加入ですから、ただ、自治会

には入る方向に、市として何らかの方向

づけを、自治会に入っておられない市民

の方の考えが、自治会に入るという方向

に意識を変えていただくような、何か投

げかけなりを、ぜひともつくっていただ

きたいと思いますので、それはこれから

考えていかれるということでありますの

で、ぜひともよろしくお願いを申し上げ

まして、質問を終わりたいと思います。

○森内一蔵委員長　次に、本保委員。

○本保加津枝委員　各委員から先日に引

き続き多くの意見が出されておりますの

で、数点お尋ねをいたしたいと思います

し、また、そのほかにつきましては、要

望をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　コミュニティソーシャルワーク事業に

つきましては、平成２４年９月に、市で

安否情報ネットワーク会議において、孤
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立死防止のための安否確認マニュアルを

作成をされておりますけれども、この安

否確認のマニュアル作成において、さま

ざまな観点から、地域でのつながりを強

化し、孤立死を防止していくという中身

のものとなっておりますけれども、やっ

ぱり中心となるところが、各課連携をさ

れておりますけれども、なかなか縦割り

の行政の仕組みの中で、ご苦労されてい

ることかとは思いますけれども、私ども

も委員会で視察に行かせていただきまし

たが、その中で、やはり社会福祉協議会

の重要性というのが非常に１点大きかっ

たことと、また、自治会との連携が非常

に重要であるという方向性がはっきりと、

質疑をさせていただく中で、これはほぼ

委員全員が感じとった現状であったと思

います。

　また、部長ともその後お話をさせてい

ただいた中でも、現状の摂津市の自治会

加入率というのが、非常に低いというも

のではないとは認識をしておりますけれ

ども、こういった事業をしっかりと前に

進めていき、現実性のあるもの、いざと

いうときに本当に役立つものであったと

いう認識を皆さんに共有していただくた

めには、まだまだ施策面で充実をするた

めのてこ入れをしていかなければいけな

いと、こういった点がたくさんあるので

はないかという、共通認識として持ち帰っ

たわけであります。

　その一端といたしまして、水道のメー

ターの検針時などに安否確認をするとい

うことが記されていたと思うんですけれ

ども、そのほかに水道のメーターの検針

については、２か月に１回であると思い

ますので、期間が２か月間という長いス

パンの中での安否確認のネットワーク体

制が、本質的にどうなのかなということ

に疑問を持っております。

　そこで、この水道のほかにですね、民

間企業に対しましても、電気あるいはガ

スという毎月々で、そのほかに改めて地

域の連携というのはもうベースにあるわ

けですけれども、こういったさまざまな、

そのほかにもいろんな形で、例えば今、

皆さんが高齢化してよく利用されている

宅配業者であるとか、民間の運搬会社で

あるとか、配送関係の企業に連携をとっ

ていくとか、また、マンションも多いで

すので、孤立死の対象としては、高齢者

には限らないと。４０歳代、５０歳代で

身寄りと連携がとれていなくて、孤立死

をされたというニュースも報道されてい

るのをご存じだと思いますけれども、そ

ういった方も含めて、しっかりと確認が

とれるような、この場合は、賃貸住宅の

店舗を管理しておられる賃貸住宅管理事

業者等々ですね、不動産関係の方のご協

力も必要だと思いますけれども、こういっ

た民間企業に対しての連携・協力をどの

ように求めていこうとされているのか、

お考えがあればお聞かせをいただきたい

と思っております。

　関連しておりますけれども、こういっ

た現状で、コミュニティソーシャルワー

ク事業において策定された内容について、

これは平成２３年度決算ですので、それ

を経ての策定になっていると思いますの

で、その経過報告、現状でわかる範囲で

結構ですので、お聞かせをいただきたい

と思います。

　鳥飼なす保存委託料のことについてで

ございます。鳥飼なす保存奨励事業にお

いて、先ほども各委員からもご質問があっ

たりもしておりますけれども、鳥飼なす

を品評会等で目にしたり購入できたり、

食したりすることがあったとは思うんで

すけれども、もっと市の特産品として名

物化していって、これをしっかりと前に
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打ち出していくということができないの

かなと考えております。費用的にも６２

万２，０００円と、農業振興会の方とか

ですね、またいろんな方のご協力を得て、

現状、保存を続けていただいているとい

うことは認識をしておりますけれども、

もっと広く市民の皆さんに知ってもらう

努力というものをするべきではないかと

考えますので、この点について、どのよ

うにお考えかお聞かせをいただきたいと

思っております。

　斎場の関係は、先ほどからも森西委員

から、また、皆さんからいろんなご質問

がありましたけれども、葬儀会館管理運

営事業委託料に関しまして、現状ですね、

費用対効果というものは、どのようになっ

ているのか。経営的に施設管理公社に委

託をしておりますけれど、厳しい状況の

中で、行政としてはいろんな形での料金

の改定とか、また市営葬儀を規格葬儀に

するとか等々の努力を前向きにしていた

だいているのは理解はできますけれども、

さらに現状、費用対効果に照らしあわせ

て、どうなのかということをお尋ねした

いと思いますので、まず、運営状況につ

いて、お聞かせをいただきたいと思って

おります。

　ひとり暮らし高齢者安全対策事業なん

ですけれども、この緊急通報装置ペンダ

ントについて、電話機を当時設置をして

いただいて、平成２３年度は２２２件と、

３月末に２２０件ということで、開始が

３６件、年度内廃止が３８件ということ

で、事務報告書に記載されておりました

けれども、平成２３年度末で２２０件と

いう、この現状についてお尋ねをしたい

と思うんですけれども、申し込みをされ

て、電話機が当時アナログ、現状デジタ

ル化に移行して、ほとんどのところが済

んでいるような状態なんですけれども、

この現状に比して、以前は通常の電話機、

通常のデジタル化以前のアナログの状況

で設置が可能だったんです。それでその

場合、電波障害対策として、ケーブルテ

レビを導入されている方のところは、つ

けることができないということが以前あ

りました。

　それは、もうつけられないから仕方が

ないということで終わっておりまして、

以前もお尋ねしたことがありますが、機

種がなかなか難しいと、開発が難しいも

のなのだという答えであったと思います。

現状、デジタル化進んできていて、この

設置について、デジタル化が障害になっ

てつけることができなかったとか、電話

機の設置の状況で、緊急通報装置、せっ

かく申し込んでいただいても、設置する

ことができなかったという現状があった

のかなかったのか、この点ですね、平成

２３年度内、問題はなかったのかという

ことについてお尋ねをしたいと思います。

　プレミアムつきセッピィ商品券と地域

就労支援事業の就労支援業務委託料の中

身についてお尋ねをしたいと思います。

　費用対効果が、どのような形になって

いるのか、こういった就労支援事業の業

務を委託されて、どのような結果であっ

たのかということについて、お尋ねをし

たいと思います。

　この商品券の発行につきましても、平

成２３年度の現状について、どのようで

あったのかお聞かせをいただきたいと思

います。

　環境業務課ですけれども、給食残渣の

ご質問が先般、嶋野委員からもありまし

た。お答えは、学校への出前講座等の努

力はしておられて、給食残渣を減らせる

ように努力をされて、ご指導されている

ということでありましたけれども、この

場で給食残渣を減らすということで、出
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前講座等指導されているだけでなく、食

育指導との連携は行われているのかどう

かお尋ねをしたいと思います。

　生活保護費についてお尋ねをしたいと

思いますが、生活支援課の、ケースワー

カーの業務と体制の強化についてお尋ね

をしたいと思うんです。私からは、何度

もこういったことについて提案、提言を

させていただいておるわけですけれども、

やはり体制の強化ということについて、

まずもってどのようにお考えであるのか、

先般もお答えがありましたように、いろ

んな形で少しずつ緩和されていると思う

んですけれども、現状についてと効果は

どのように上がっているのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　また、不正受給者に対する調査体制に

ついて、どのようにお考えであるのかお

聞かせをいただきたいと思います。あと、

医療費の使い方ですね、受給者が医療費

をどのような形で使っているのか、お聞

かせをいただきたいと思います。申請を

して、あるいは土・日・祝日で間に合わ

なかったときは、事後報告ですぐに報告

をして、医療券をもらうという形になっ

ているという現状は承知をしております

けれども、受給者本人の医療費の使い方、

これについて担当課としてはどのように

認識をされているのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

　あわせて、レセプトの点検委託料が発

生しておりますけれども、レセプトチェッ

ク等については、どのように担当課とし

ては対応されているのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　これは要望にしておきたいと思うんで

すけれど、防犯灯事業の設置工事でござ

います。平成２３年度の整備状況につい

ては、先ほどからご説明がありましたの

で、重ねてお尋ねすることはいたしませ

んけれども、事務報告書に灯数等ありま

した。また、４０％の削減ができるとい

うことでしたけれども、ＬＥＤ化対策に

ついて、平成２５年からというものの、

もうそうしていきますよということは、

徐々に流れております。皆さんもＬＥＤ

化になるんだなということは、ほぼ承知

をしていっていただいておるような状況

ですけれども、やはり移行後、どう対応

していくのかということが、来年度のこ

ととはいえ、もう間もなくですので、明

確になっていない点、また、２５年度か

らどのように周知をし、あるいは取り組

みをしていくのかということは、徐々に

広げていっている形で、一気に何かまた

広報を使ったりとか、そういった形で、

自治会長に実際的な取り組み方をご説明

されるんだと思いますけれども、要望と

して、もう２５年度からのＬＥＤ化に対

する取り組みはこうですよと、きちんと

明確にして、状況を誰もが把握できるよ

うにしていただきたいなと思います。

　現状では、防犯灯が切れているという

ことに気づいても、どこに言いにいって

いいかわからないから、そのまま放置さ

れているのが、結果的にはありますね。

球が切れたままという状況でですね。私

どもに回ったときに聞いてこられること

がありますので、自治会長ですよという

お話をさせていただきます。そうします

と、自治会長は、ちょっと自治会活動に

関心の薄い方は、だれっていう感じで、

こちらでお調べして、この方ですよとい

うこともありますので、やっぱりそういっ

たことについて、今回、また行政できちっ

と対応していくのであれば、中身につい

て、市民の皆さんがきちんと理解をする

ことができるように周知を図っていただ

きたいと、このように思っておりますの

で、これは要望としておきますので、よ
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ろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　船寺課長。

○船寺市民課長　メモリアルホール、葬

儀会館の収支の関係はどうであるかとい

うご質問でございますが、平成２３年度

決算におきまして、歳入の使用料につき

ましては２，５７１万３，３００円、歳

出につきましては、葬儀会館管理運営事

業費全体で４，２６７万２，８７１円か

かっておりますので、単純に差し引きし

ますと、１，６９５万９，５７１円の運

営費の超過になります。

　担当課といたしましては、今回の規格

葬儀の改定とメモリアルホールの使用料

の改正によりまして、メモリアルホール

での使用料については、多少上がってく

るものと予想しておりますが、まだ確定

はしておりませんので、その辺はちょっ

とわかりません。

　もう一点、借りている駐車場につきま

しては、借り主にお願いして値下げして

いただきましたので、その点については

少し経費の節減ができたかと考えており

ます。ただ、施設につきましては、建築

後１３年、１４年と経過し、老朽化して

いる部分もありますので、修繕費につい

ては、今後かかってくると考えておりま

す。今後、担当課といたしましては、そ

の施設の修繕等も考えながら、メモリア

ルホールの運営については考えていきた

いと考えております。

○森内一蔵委員長　林局長。

○林農業委員会事務局長　鳥飼なすが摂

津市の特産品として、多くの市民の方に

知っていただくということの第一としま

して、イベント等での販売をしておりま

す。それ以外につきましては、小学校の

給食で、秋に新学期が始まったころに出

していただいております。これは何年も

続いておりますので、もうかなり大きく

なった子どもたちは、摂津市の特産品は

鳥飼なすだということを十分認識してい

ると思います。

　それ以外にも市内の福祉施設等にもお

渡ししておりますので、そういう形では、

実際に食べていただいて、鳥飼なすがど

ういうものかというのを知っていただい

ていると思いますので、そういう形で今

後も続けてまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　野村参事。

○野村生活環境部参事　それでは、ごみ

の減量等に係る出前講座など、学校でやっ

ている分について、食育との連携が行わ

れているのかどうかというお問いにお答

えさせていただきます。

　環境業務課といたしましては、あくま

でもごみの減量によって環境に優しいま

ちづくりというのを目指しておりますの

で、ごみの減量の方法として、ごみの分

別であったり、給食残渣もそうなんです

けれど、できるだけ残渣が出ないという

のが本来の形ですけれども、やむを得ず

出た残渣については、減量を図る目的で

堆肥化を行っているというところを、出

前講座で学校でも指導させてもらって、

要はもったいないという意識を持って、

呼びかけていっているところでございま

す。

　食育との連携というところでございま

すが、我々も出前講座でごみの減量のお

話をさせてもらっている中で、学校現場

に、今後、食育の方針等をお聞きしまし

て、協力できるところは、できる限り協

力させていただきたいとは考えておりま

す。正直今のところ、連携しているのか

というと、食育に関しては、ちょっとま

だできていないかなと思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、２点
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のご質問にご答弁申し上げます。

　まず、就労支援事業の委託内容や取り

組みについてご答弁申し上げます。

　平成２３年度の委託料の内容につきま

しては、就労に結びつきやすい資格取得

を目指すフォークリフトの運転技能講習、

ガイドヘルパー養成、ＩＴパスポート試

験対策講座の実施と、新たに６月から実

施しました、相談者の状況に応じた個別

指導や助言を行う就労相談の委託経費と

なっております。

　その他の新たな取り組みとしまして、

職員の兼務とはなりますが、就労支援コー

ディネーターを１名養成しまして、３名

体制の窓口強化を図っております。さら

に、窓口横に就労情報検索用パソコンを

設置しまして、ハローワーク等の求人情

報や、就労支援機関へのサイトへの閲覧

が自由にできるように情報コーナーを設

けまして、積極的な情報提供に努めてお

ります。

　２点目、セッピィ商品券の平成２３年

度の実施状況についてご答弁申し上げま

す。

　商品券の発行事業は緊急経済対策とし

て実施しまして、平成２３年度は第３弾

となりました。第三弾はプレミアムを２

０％から１０％に見直し、また、零細店

対策としまして、商店会の抽選会を継続

いたしました。１万冊は即日完売するこ

とができ、また、商品券事業終了後、取

扱店の協力により寄附をいただきました

１円の寄附金を、復興支援でつながりの

ある岩手県釜石市に１０万９，６６２円

を送金いたしました。

　また、利用実績としましては、第一弾、

第二弾に比較しまして、大型店での利用

が８ポイントほどふえた状況でございま

す。

○森内一蔵委員長　前野課長。

○前野保健福祉課長　孤立死防止のため

の安否確認マニュアルについての考え方、

また現状についてお答えいたします。

　委員のご質問にありましたように、生

活に困窮した方や、障害者、高齢者が、

地域から孤立した状態で亡くなるという

痛ましい事件がふえている中で、全庁一

丸となって防止に取り組もうと、平成２

４年４月に保健福祉部だけでなく、市長

公室、総務部、生活環境部、教育総務部、

次世代育成部、水道部などで庁内会議を

開催して、検討を重ね、平成２４年９月

に孤立死防止のための安否確認マニュア

ルを作成いたしました。

　保健福祉課が安否確認連絡窓口となっ

て、安否確認事務を行いますが、庁内の

各実施部局につきましては、安否確認マ

ニュアルに基づいて安否確認を実施して

いただくシステムでございます。本年度

におきましては、庁内の連携や見逃さな

いように職員が感度を高めるという意識

の強化を図っていくということで進めて

おります。

　今後は、委員ご指摘のように、地域の

つながりを図れるような事業も考えてい

きながら、地域の事業者などの協力をお

願いしていけるように、研究・検討を進

めていきたいと考えております。

　現状ですが、９月に策定をいたしまし

て、これまでに各課から２件の連絡が来

ております。そのケースは、なかなか担

当課の事業での連絡がとれないというこ

とでございましたが、対象者の方が高齢

者の方でございましたので、高齢介護課、

地域包括支援センターと協力して、現状

の確認に行きました。その方は、いろん

な電話がかかってくるので、電話線を抜

いているという状況の方でございました。

このように連携をして動くという形で動

いております。
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○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護に係る３

点のご質問にお答えいたします。

　まず、実施体制の整備につきましては、

嶋野委員のご質問にもご答弁させてもら

いましたが、ケースワーカーの増員につ

きまして、引き続き、人事サイドと協議

してまいります。また、厚生労働省のセー

フティネット補助金を活用して、本市の

状況に合った自立支援員の配置も検討し

てまいります。

　また、課内の体制といたしまして、ケー

スワーカーが担当している被保護者はそ

れぞれ違いますが、行っている業務の内

容は同じでありますので、職場内で業務

上の問題点や、各ワーカーが行き詰った

状況がありましたら、ケースワーカー同

士、また専門職と上司等に気軽に相談で

きるような環境づくりに努め、生活保護

の業務が適正に実施できるように努めて

おります。

　次に、不正受給の対応でございますが、

今日の厳しい社会情勢の中、社会的な影

響が非常に大きいと考えておりますので、

厳正な対応を進めております。

　具体的な状況では、平成２３年度中に

把握した件数が２３件で、金額にして３

５２万２，５９５円になります。その内

容は、就労収入の未申告が１４件、各種

年金や保有資産の無申告が８件などがあ

ります。発見の契機につきましては、市

民税課のデータから所得確認を行うこと

がほとんどの状況になっております。こ

れらにつきましては、全額、生活保護法

第７８条の徴収金にて返還を求めており

ます。また、あわせて対象者に対し、届

出義務違反の指導文書を発行し、今後、

再発防止の意識づけを行っております。

　また、昨年はございませんが、極端に

悪質な案件につきましては、警察等の連

携も検討しなければならないと考えてお

ります。

　次に、医療費の件でございますが、被

保護者の方に申請していただいて、医療

券を発行して受診していただくという形

でございますが、長期的に受診されてい

る方につきましては、私どもから医療機

関に意見書を送って、病状等の確認を行っ

ております。

　それとあわせて、レセプト等を確認い

たしまして、頻回受診、それと重複受診

がないか等について確認を行い、状況に

応じてケースワーカーが家庭訪問等に行っ

たときに、聞き取り調査等をして、指導

等を行っております。

　昨年度のレセプト点検の結果でござい

ますが、点検につきましては業者委託し

ておりますが、７３９件、金額にして６

２２万６６２円の過誤調整を行いました。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　ご質問のありま

した緊急通報装置の設置状況について、

ご答弁申し上げます。

　ご質問のありました緊急通報装置につ

きましては、現在もアナログ電話回線を

ご利用の方のみ設置可能という状況でご

ざいます。デジタル回線の場合、停電等

の際の対応ができないと聞いておりまし

て、先ほど緊急通報装置の電池の入れか

えと、点検のお話をさせていただきまし

たが、停電時でも対応ができることから、

アナログの電話回線ということが必要と

なってまいります。

　緊急通報装置の利用者数は、今年度、

年度内開始が３６件のうち、電話をお持

ちでないという方につきましては、事務

報告書にあります福祉電話の利用者数、

年度内開始３名おられますが、このよう

な形で別の制度であります福祉電話の申

し込みということをお受けしながら、緊
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急通報装置を福祉電話とあわせて設置さ

せていただいたという方がいらっしゃい

ます。実際には、ご指摘をいただきまし

たように、デジタル回線ということで、

緊急通報装置の設置をお断りせざるを得

なかったという方も二、三件あったと聞

いております。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　コミュニティソーシャ

ルワーク事業ですけれども、お答えをい

ただきました。本当に各課連携というこ

とで、庁内でこれをしっかりと前へ進め

ていこうと全庁で頑張っていただいてい

るということは、大変評価すべきことだ

と思いますし、これが何とかきちんとし

た形で、実働的なもの、実質的な効果の

上がるものとしていきたいという思いは、

この民生常任委員会の委員の皆さん同じ

思いだと思いますけれども、その前に、

やはり今、ご答弁にもありましたように、

民間事業に対する協力を求めていく体制、

どのように連携を図っていったら良いの

かということを、やはりしっかりと協議

をしていただくことが、現状ではより多

くの外部の力も導入をして、より厚みの

ある施策にしていく、マニュアルにして

いくかということの１点において、重要

なことだと思いますので、力を入れてお

取り組みをいただきたいなと思います。

　先ほども申し上げましたように、社会

福祉協議会との連携というものも、この

安否確認マニュアル自体が、孤立死防止

のためでありますけれども、無意識に高

齢者に特化した形で、それを中心に連携

を図ったり、また広がりを持とうとされ

ているのではないかなと感じるところも

あります。だから、高齢者に特化するこ

となく、先ほども申し上げましたように、

孤立死をする方というその対象を、もう

少し幅を広げて考えていただければ、こ

ういった民間との連携協力ということに

も、糸口がつかめていくんではないかな

とも思いますし、あと社会福祉協議会の

職員についても、採用の際には、ぜひ社

会福祉士の資格と、キャリアもあって、

対応がきちんと十分にできるような方を

さらにふやしていくと。現状でも社会福

祉協議会の皆さん、一生懸命頑張ってい

ただいていますし、十分な対応をしてい

ただいていると認識をしておりますけれ

ども、さらに充実した体制に持っていく

ためにも、社会福祉士の資格をきちんと

持っておられる方の、採用人数の枠をふ

やしていくということが大事ではないか

なと思います。

　また、会長を初めとする自治会の皆さ

んと連携を密にできるように考えていか

なければならないと。もう未加入の問題

というだけではなくて、現状で世帯数が

多いのに、自治会という名目はあっても、

実態として地域活動が行われていない自

治会があります。こういった自治会に対

する対策をどのようにとっていかれるの

かということが、一つの大きな問題でも

あるのではないかなと考えております。

　こういったことに対する対応について

は、努力をしていただいていると思いま

すけれども、こういったことが全部が同

じようなバランスで、厚みを増して前に

進んでいかないと、ものすごく大きな安

否確認マニュアルの実施、孤立防止のた

めのそういったマニュアルの実施という

ことについては、なかなか前へ進めるこ

とができないような重いテーマですので、

皆さんの総力を挙げて協力していただく

ことで、しっかりと実質的な効果を発揮

するようなマニュアルになっていくんで

はないかなと考えておりますので、こう

いった自治会に対する未加入者だけでは

なくて、強制することができないと先ほ
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ど副市長からもご答弁がありましたけれ

ども、こういった強制ではなくて、自治

会に入ったらいいことがあるというね、

魅力のある自治会をつくっていく、こう

いった自治会に加入していこう、大変な

こともあるけれども、地域のお手伝いも

あるけれども、お休みの日に出ていかな

いといけないからということもあるかも

しれないけれども、入ってたらこういう

いいこともあるんだねという、魅力のあ

る自治会の核づくりといいますか、そう

いった魅力ある自治会の生みの親として、

行政の皆さんがこれを推進していってい

ただきたいなと思います。

　こういった加入の魅力を生み出してい

く施策を講じていくのは、行政の皆さん

の努力であると考えますし、この地域ソー

シャルワーク事業などを初めとして、今

後の高齢化、少子化していくという現状

を踏まえれば、今後の施策の展開におい

ても、きずなの希薄さをしっかりと埋め

ていくような社会づくりをしたいんだと

いう行政の思いというものも、こういっ

たことが施策の中にしっかりとそれを踏

まえた上で、何か盛り込んでいくような

努力をされていく中で、現実化していく

んではないかなと思います。

　各施策にも影響が非常に大きいことが

否めないこういった社会現象でもありま

すので、単に各課連携して庁内で改良し

ていくという形にとどまることなく、孤

立化防止のための安否確認マニュアルの

実施というのは、とても重要な意味があ

る、摂津市の今後の展開にも大きな意味

があるととらえて、そういったことを深

く認識をしていただいて、喫緊の課題と

して取り組みをぜひ行っていただきたい

なと考えますので、よろしくお願いいた

します。要望といたします。

　鳥飼なすの保存ですけれども、これに

つきましては、いろいろ事業費も高額と

は言えませんので、努力をしていただい

ているなというのは大変よくわかってお

りますし、認知もしておりますけれども、

給食にせっかく出していただいているん

でしたら、もっと広く市民に知ってもら

うようには、どうすれば良いのかという

ことをお尋ねしたんですけれども、いろ

んな方法があると思いますが、育てるの

が大変難しいということがあったとして

も、市民の方がぜひその難しさに挑戦し

て、つくって食べるという、こういった

ことを何か、何らかの形でのイベントで

披露していくというだけではなくて、行

政からそういった投げかけができないの

かなと思います。

　あと、学校のご協力もいただいている

ということですので、ぜひ教育委員会と

連携をしてもらって、例えば学校で、夏

休みにいろんなアサガオをつくったりと

か、子どもの宿題として提案をされて、

観察日記になんかつけておられますけれ

ども、朝顔にとどまることなく、鳥飼な

すもやってみようではないかという提案

もしてみていただいたらいかがかなと思

います。一人が大変だったら、学校で夏

休みの間に、皆が交代で一緒に育ててい

くとか、できるんでしたら、各家庭、希

望者に鳥飼なすを育てていただくとか、

試験的に始めていただいて、うまくいけ

ばそれをきちっとみんなでつくって、つ

くり終えて食べるところまで、アサガオ

は花を咲かせて種をとってという作業ま

でされていると思いますけれども、さら

にこれを育て上げて、食物ができる過程

をやっぱり子ども、児童・生徒に見てい

ただくということがすごく将来的には大

きな意味を持つんではないかなと思って

おります。あわせて、この料理コンテス

トですとか、イベントで見せるだけでは
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なくて、さまざまなつくり方で、こんな

おいしい料理に変身しますよということ

も、今、地域、村おこしとかまちおこし

とか、いろんなことで地域の活性化の一

環として、こういうイベントに特産物を

出しているというのを、よく目にされて

いると思いますけれども、こういったこ

とを本市でも、せっかく鳥飼なすという

大阪府下でも紹介される中で、名前が挙

がってくるような、有名な幻ってつくと

ころがちょっと、それを幻だけにしない

で、現場で摂津市内で栽培したり食べた

り、それを使った料理コンテストをした

りとかイベントの開催があるという、ま

た今、セッピィのぬいぐるみが本市もで

きておりますけれども、ゆるキャラブー

ムですので、鳥飼なす君が、例えば出た

としてもですね、どうして摂津市がなす

びなのっていう、市民の方が疑問を持た

れずに、あ、鳥飼なすだと認知をしてい

ただけるような形になるまで、頑張って

いただけたらなと思います。

　そういった取り組みをちょっと前へ進

めるためにも、さらに資金もしっかり予

算措置で、もう少し幅も上げていただく

という形で、実際的な形での周知という

ことを実施していただきますように要望

したいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

　葬儀会館管理運営事業ですけれども、

現状、費用対効果はマイナスということ

で、お返事をいただいておりますけれど

も、市民の皆さんの声としましては、細

分化して使いたいがどうか、ということ

で以前、課長にもお尋ねをさせていただ

いたことがあると思うんですけれども、

もっと細かく使えないんですかという市

民のご質問には、お聞きしたようには、

お返事をさせていただいたんですけれど

も、どうしても理解ができない、納得が

できないという方もいらっしゃいます。

　こういった細分化して使うことについ

ては、斎場との調整が必要なのか、火葬

場の炉との調整が必要なのかどうかとい

うことをお尋ねしたいと思いますし、市

民の皆さんからも今後高齢化が進む中で、

少人数での葬儀がふえていくんじゃない

かと、この点を踏まえて少人数や家族葬

などに対応できるスペースですね、今、

料金とか葬儀内容とかをやっぱり考えて

変更していただいておりますけれども、

スペースを考えるべきじゃないかと思う

んですが、考えていく方向にメモリアル

ホールもいくべきじゃないかと思うがど

うか、というご意見が多々あります。こ

れについてですね、お考えをちょっとお

聞かせをいただきたいと思います。

　ひとり暮らしの安全対策についてです

けれども、今、ご答弁をいただきました

ように、デジタルでの停電時の対応が不

可ということで、私が扱ったケースでは、

ご相談を受けたケースでは、福祉電話で

対応できますよというケースではなかっ

たので、結局つけることができなかった

と。この福祉電話対応をしたということ

については、全員高齢者の皆さんが福祉

電話対応ができるのかなとも思いますし、

今後、デジタル化していく中で、アナロ

グでないとだめなんですということにな

りましたら、この緊急ペンダントの通報

装置自体の見直しが必要になってくるの

ではないかなと。

　以前、お聞きしたときには、技術的に

今検討されていますと、デジタル化して

もいけるような機種に変更を、今研究さ

れているところですという話がありまし

た。この政策を続けていくことは、非常

に意味がありまして、緊急通報装置、申

し込みをして、ペンダントを取得したこ

とによって、もう安心感が全然違うと。
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いざというときにそれを押して、駆けつ

けてもらったという方もいらっしゃるの

で、もう非常にこれはよかったですとい

うお声も聞いております。今後ですね、

これについての対策、どのように考えて

いかれるのか、もう一度お聞かせをいた

だきたいなと思いますので、よろしくお

願いいたします。

　プレミアムつきセッピィ商品券につい

てでありますけれども、この地域就労支

援事業の業務委託料の中身につきまして

は、事務報告書に書いてあるとおりだと

いうことは認識をいたしております。フォー

クリフトとか、ガイドヘルパーですとか、

今回ＩＴパスポート試験の対策講座とか

いう項目が入っておりまして、その下に

は摂津市障害者就職フェア等々あります。

　現実問題として、ハローワークと連携

してやっていただいたり、地域と近隣市

と連携をしてやっていただいております

けれども、なかなか就職率がお聞きして

いるところでは、はかばかしくないとい

う現状でございますので、こういった地

域就労の支援事業、商業活性化対策等々

挙がっておりますけれども、とにかくそ

ういったことを、やはり一つ一つの事業

で、これはこれと分けていくのではなく

て、しっかりと事業内容についても連携

をしていって、応用できないのかなと考

えております。

　団塊の世代の方が多く今リタイアをさ

れて、家庭にいらっしゃいますし、地域

社会の中でもかなりスーパーであるとか、

町なかであるとか、お元気な男性の方が

ふえていると思いますので、こういった

高齢者というにはまだまだ若い、働き盛

りとも言える今の６０歳代の方向けの雇

用促進政策を、何とか打ち出すことがで

きないのかなと考えます。

　来年４月から、６５歳定年延長制度が

実施をされますので、こういったことと

の兼ね合いもありますので、なかなか微

妙な状況にはなってくると思うんですけ

れども、こういった高齢者までいかない、

６０歳代から７０歳代でも今お元気な方、

本当に多くなりましたので、こういった

長寿化した現状を踏まえて、このような

方に対する雇用促進の施策をどのように

考えておられるのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。

　プレミアムつきセッピィ券の販売、本

当にこの発売につきましては、第四弾と

いうことで、もう商店の方、せめて３回

はやってほしいという、もう本当に強い

強い熱い思いがありまして、森山市長が

その声にしっかりとお応えをいただいて、

今回もまた第四弾ということで、平成２

３年度も出していただくことができまし

た。本当に地域で商業あるいは小さな事

業所を営んでおられる皆さんは、本当に

心強いと、自分たちのことをしっかりと

受けとめてもらえるんだという思いで、

このセッピィ商品券につきましては、喜

びを持っていつも語っていただき、また

弱者対策としても、大きな力を発揮して

いる制度ですので、この件につきまして

は、さらに来年度もしっかり第五弾につ

いての発行を要望をさせていただきたい

と思います。２５年度も第五弾、できま

すれば、市長の英断でご決断をいつもい

ただいているわけですけれども、市民の

皆さんの期待と小さな喜びを、また２５

年度も心に灯していただければなと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　質問の途中ではあり

ますけれども、暫時休憩します

（午後０時　２分　休憩）

（午後０時５９分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、休憩前に

引き続き、質問を続けます。
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　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、引き続き

質問させていただきます。

　給食残渣の件につきまして、教育委員

会と連携を図られる段階で、また取り組

みを考えていきたいとご答弁をいただい

ておりますけれども、環境部門のお立場

からすれば、やはり基本はごみ減量とい

う考え方が出発点で、こういう給食残渣

がふえないようにという指導を、食べ残

しをしないできちんと食べようねという

指導を、きっとそういう観点が多分そう

いう目線でご指導されていると思うんで

すね。ですから、子どもたちは食べなかっ

て、それがごみになるということは認識

していても、給食自体を食べる理由がど

ういうことなのかということを、もう少

しきちっと認識をすれば、食べる量がふ

えるという方向で考えていくべきではな

いかなと思うんですね。

　教育委員会で環境の部門の方と一緒に

出前講座等のときに連携をして、子ども

に栄養価値であるとか、食べ物がこんな

ふうにできてきて、こんなふうに調理を

されるという、食育関連についての説明

を受けることによって、出された給食を、

給食が出てくるから食べるのではなくて、

給食を栄養バランスきちっと考えてつくっ

ていただいているものを、自分が食べる

んだという、残さずに食べようという方

向に、メンタル面でもやはり導いていく

ことが大事ではないかなと。連携をとっ

ていただいて、子どもたち自身が給食、

だから食べても食べなくてもいいという

立場から、そういう観点から、もう一歩

食べ物を大切にするということが、もっ

たいないの本質の意味をしっかりと心で

受けとめて、給食を食べるということに

変わっていくように、本質的な面で指導

していくことも大切ではないかなと思い

ます。

　環境部門としてのお立場からは、ごみ

をたくさん出さない、減らしたいという

思いで指導されていると思いますけれど

も、さらにそれをもう少し展開していっ

て、教育委員会と連携して、食育につい

ても話をしていくことで、本質的な給食

の食べ残しというものの量を減らしてい

くという方向に持っていけるんではない

かなと考えます。

　せっかく指導の機会が、もっと有効に

子どもたちの心に届いていくように、ぜ

ひしていただきたいなと思います。現状

の子どもは、余り太っている方がいらっ

しゃらないと思うんですね、小学生。と

いうのは、もう今、もったいないという

ことよりも、ダイエットという気持ちが

もう既に小学生から強くなっているとい

う時代になりましたので、その点も踏ま

えて、教育委員会と連携を図って、今後

も給食の残渣の減量に取り組んでいただ

きたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

　生活支援課、ケースワーカーの業務と

体制の強化についてでありますけれども、

やはり生活支援課の業務の内容というの

は、非常に本市の業務内容の中でも環境

業務課もさまざまな市民との直接の業務

で触れ合う中で、対応をしていかないと

いけない難しさもあるんですけれども、

とりわけこの生活保護のケースワーカー

としての職務についておられる職員につ

いては、難しい問題を直接ケースワーカー

だからということで、当然ケースワーカー

の方に相談しなさいねということを我々

も依頼を受けたときはいうんですけれど

も、やっぱり持っていかれる場合が多い

と思うんです。

　こういった体制をどう強化していくの

かということは、大きな課題であると思
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いますけれども、非常にやっぱり比率を

見ましても、かなりふえ続けていってお

りますので、何とか抑制するというより

も、適正な受給者の状況にしていくとい

うことが非常に求められるところである

と思いますので、現場の体制としては、

社会福祉士の増員をぜひ提案をしたいと

思うんです。

　一定の社会経験、人生経験もあるよう

な社会福祉士の資格を持ったメンバーを

入れることで、体制の強化に現場でつな

がっていくのではないかなと考えており

ます。

　若い職員の方の場合、精神的にもかな

りの負担を強いられる、業務的にも時間

も長期、問題も多種多様にわたっており、

やっぱり一定の年齢的な経験を経た人、

社会経験、あるいはいろんな人生経験の

ある方で、なおかつ社会福祉士の資格を

持っている人で、研修等においても、社

会福祉士の研修を受けていくような体制

づくりということも必要ではないかと思

います。外から求めるだけでは非常に厳

しいので、職員の中でも、ぜひともそう

いう社会福祉士の仕事をしたいという人

が出てくるような体制づくりが必要では

ないかと思います。

　先ほど、社会福祉協議会の話もいたし

ましたけれども、やはり今こういった少

子高齢化の現状の中で、社会の経済状況

も非常に不安定で、低迷化が続いている

中で、求められるのは、やはり社会福祉

士の業務に携わる範囲で対応しなければ

ならないことがふえてきているので、そ

ういった職員研修においても、社会福祉

士の研修を実施するなど、また、内外あ

わせて募集をしていって、しっかりと体

制を、本当に生活支援課はもうかっちり

と固まっていると、こういった体制であ

れば、本当に適正な受給の確保ができる

と、不正受給に対しても、調査体制もしっ

かりと取り組んでいきたいけれども、な

かなかそこまで人員的な状況を鑑みて手

が回らないというのが現実の問題やと思

いますので、増員による強化というのは、

やっぱり不可欠ではないかなと考えてお

ります。

　もう一点は、市民からの通報に対する

窓口の設置と、それに適応できる人員の

確保というものをぜひお願いをしたいな

と思っております。これは、生活支援課

でぜひそうしますというお答えは単独で

はしづらい内容だと思いますけれども、

こういった設置について、副市長から、

今般のこの生活保護の受給状況の増加に

ついてのお考えというものも、一定お聞

かせをいただいておりますけれども、こ

ういった市民からの通報窓口の設置や、

社会福祉士の研修などの、社会福祉士を

受け入れる枠をしっかりと大きくしてい

くということについてのお考え等につい

て、後ほどお聞かせをいただければなと

思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。

　要望しております真意は、市民の皆さ

んからの通報というものの中には、誤報

であったりとか、思い込みであったりと

かということもあります。受給されてい

ないのに、受給していると思い込んでお

られるときもあります。そういった誤解

が、結局、生活支援課のケースワーカー

の業務が怠慢であるということにもつな

がってきますので、そういったことを避

けるためにも、健全な形でこの受給に対

する審査や、その後のケースについて面

倒を見ていくというような、適切な対応

を職員が果たすことができるように、こ

ういった通報窓口の設置をしてはどうか

と、きちっとその精査をしていくという

ことも一つ大切なことではないかなと思

－27－



いますので、これは市民のためでもあり、

受給者のためでもあり、生活支援課の職

員のためでもあるということで、こういっ

た対応をきちっと適切に処置できるよう

な窓口の設置を考えてはどうかと思いま

すが、この点についてご答弁をお願いし

たいと思います。

　医療費の使い方等につきましては、先

ほど申しました、市民からの通報窓口を

設置してはどうかということと関連して

くるんですけれども、例えば、本市でそ

のような事例が実際的にあるかどうかと

いうことは別にしまして、あくまでもう

わさですので、事実かどうかわかりませ

ん。ただ、いかにもそのように伝聞され

ているということは、非常にマイナスな

点がありますので、申し上げておきたい

と思うんですけれども、生活保護を受け

ていて、受給者であるから、医療費の使

い方については、申請をして、医療証を

もらえれば、病院に行って幾らでもお薬

やら、あるいは湿布剤であるとか、薬局

で買えばそれなりの値段のするものでも、

たくさん手に入ると。それをよかったら

あげるよということで、人にあげている

人がいるとかですね、たくさんお薬をも

らって、自身が非常に重篤な状態で就業

できないんだということを言っている人

もいると。実際にはすこぶる元気そうに

見えるとかですね、そういったその人が

すこぶる元気そうに見えても、実態がど

うなのかわからないという、外見からだ

けの判断で、そういったうわさが巷に横

行するということについても、これはきっ

ちりと精査をして、真偽を確認をした上

でやるべきではないかなとも思います。

　医療費の生活保護の嘱託医の報酬等レ

セプト点検委託料に関して、この質問は

させていただきましたけれど、現実には、

現場で受給者がそのようなことがあるの

かないのかということについて、やはり

その真偽をきちっと精査するためにも、

この市民からの直接の通報窓口の設置と、

それをこちらが調べていくための人員の

確保が必要であると思いますし、あくま

でも市民の皆さんが、私たちの、国民の

皆さんの税金で生活保護受給者が生活を

しているのにというご批判が沸き起こら

ないような生活支援課の支援体制にして

いくべきではないかなと思いますので、

ぜひこの点についてのお考えをお聞かせ

をいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　船寺課長。

○船寺市民課長　メモリアルホールの運

用についてお答え申し上げます。

　家族葬といった小さな葬儀専用のホー

ルを設置してほしいという、市民からの

ご要望は過去にもいただいたことがあり、

担当課において研究を行ってまいりまし

たが、小さなホールを増設するというこ

とについては、問題点として火葬炉の枠

の確保の問題がございます。現在、５枠

あるうち、市のホールで３枠を確保して

しまうと、自宅や民間の葬儀会館からの

受け入れが困難になってまいります。ま

た、既存のメモリアルホールに間仕切り

を設置するという方法や、親族控室を利

用する案も検討してまいりました。しか

し、いずれも改造や運営に係るコストや、

設備の配置問題、あるいは通夜、葬儀の

進行にも支障を来すおそれがあるため、

これも困難な状況にございます。

　担当課といたしましては、何らかの改

善策を導き出すよう、引き続き研究を重

ねてまいりたいと思っておりますが、当

面はメモリアルホールで小さなお葬儀も

できるということをアピールして、また、

その利用の方法についてご説明していき

たいと考えております。
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○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、元気

な高齢者の就労支援対策についてという

ことで、まず、地域就労支援事業は、障

害者やひとり親家庭の母親、中高年齢者

に若年者を加えまして、働く意欲と希望

を持ちながら、さまざまな就労阻害要因

を抱え、就労が実現できない方を支援す

る事業となっております。

　担当課としましては、働く意欲のもつ

高齢者が非常に増加しているということ

で、講座等のメニューを検討する折には、

高齢者に配慮したようなメニューをご用

意していきたいと考えております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　先ほど、緊急通

報装置と同時に福祉電話を設置したとい

うお話をさせていただきましたが、この

方は、常時介護が必要であるといった、

福祉電話の対象に該当される方でしたの

で、対応をさせていただいたものです。

　緊急通報装置はアナログではなく、デ

ジタルにも対応できるように研究がされ

ているようですが、まだまだ動作が不安

定で、いざというときの対応については、

保証ができないと聞いておりますので、

現時点では、機種の開発の動向を見なが

ら、今後対応を考えてまいりたいと思っ

ております。

○森内一蔵委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　市民からの通報へ

の対応でございますが、現状は電話をとっ

た職員が内容を聞いて、もし問題がある

状況の場合は、担当のワーカーにその内

容を報告して対応しております。ただ、

我々の業務は守秘義務がございますので、

その通報された方に対して、対象の方が

どういう状況とか、また、極端な話、保

護を受けているかどうかについても、お

答えすることをしておりませんので、守

秘義務について十分理解していただいた

中で、必要な状況については、調査し改

善をするような形で説明させてもらって

おります。

　現状、市民の方からの通報等について

は、今、課内で簿冊をつくって、そこで

一元管理する体制をとっております。

　それと、医療費の件でございますが、

委員ご指摘のとおり、生活保護の受給者

につきましては、医療費負担がかからな

い状況になっておりますので、この点に

つきましては、先ほどご説明しましたレ

セプト点検等によって、おかしい分につ

きましては、家庭訪問等を行ったときに

状況を確認した中で、適正な受診等に結

びつけるよう指導等を行っている状況で

ございます。

　市民からの通報の専用窓口の設置でご

ざいますが、現状で、生活支援課だけで

その窓口をつくる必要性は、年間でどの

ぐらいの通報があるか、今ちょっと手元

にないのでわかりませんが、通報があっ

た分については、もちろんそのままほっ

ておくということではなく、調査し、対

応させてもらっているのが実情でござい

ます。

○森内一蔵委員長　人員のことですね、

ケースワーカーの増員体制辺りは、副市

長でないと答えられないと思うんですけ

れど、答弁よろしいですか。

　小野副市長。

○小野副市長　先ほど課長も言ってます

けれども、市民通報窓口の設置なり、社

会福祉士資格を持った職員の採用や研修

ということでご指摘でございます。

　聞くところによりますと、不正受給の

摘発チームまでつくって、警察のＯＢな

どを活用してやっている市もあるように

聞いておりますけれど、そこまでの形と

してやるかなと。その市、その市の考え
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方があって、よほど悩んでおられるんで

しょうけれども、そういう公権力の最終

的な形みたいになりますので。

　私は、担当課からいつも聞いています、

言われています、まず職員体制ですね、

１ケースワーカー８０世帯ということで、

この前も言っておったんですけれども、

訪問なり実調ができる体制といいますか、

いうことをですね、過去の議会でも委員

会でも指摘されておりますから、まず、

そういうケースワーカーの体制づくりを

どうするかというのが、第一義的にまず

市としては考えるべきだと思っています

し、過日の部長答弁にも、人事当局とと

いうことを私も聞いておりますので、こ

れは一度具体的に議論をして、来年４月

からどうするかということについては、

検討していかなきゃならないと思ってま

す。

　いずれにいたしましても、これも私、

この９月でしたか、国民年金が安過ぎる

のか、最低賃金が安過ぎるのか、これ大

阪市の実態で言ってましたけれども、あ

る方は１２万６，７００円もらえるんだ

と家賃が４万５，０００円で、夕食、た

ばこで月３万６，０００円使っていると、

１日、１，２００円ですけれども、もち

ろん顔は隠してましたけれど、手元に４

万円残ると。抜けられへんということを

言ってました。働いてもそんなにくれな

いんだと実際は。

　これもまた一つ、もう市ではない、制

度そのものを、その辺の最低賃金の問題

をどう考えるのか。生活保護費をどう見

るのか、高過ぎるのかというのもあるで

しょうが、まず最低賃金の問題も大きな

問題だと言ってました。まして、国民年

金でも、それだけもらえないですから、

大阪市のケースを見てますと、就業意欲

を持たせるため、ものすごく取り組んで

いるんですね。ところが、２０歳代から

５０歳代の就業意欲というのは、今のよ

うな実態ですから、なかなかいかないと。

大阪市で生活保護を受けている６０％が

高齢者、障害を持つ人で、それ以外の人

は、働ける可能性はあるんだということ

を言っているんですね、現状は。だから、

そういうところになってきますと、国そ

のものが基本的にどう考えるのかという

ことがありますし、国民年金、最低賃金

制度がどうなのかというのが大きな意味

を持っています。

　私どもが言いました、私の考えでは、

まず生活支援課で実態調きちっと行える

体制を組まなあかんということで常に聞

いておりますので、ここでもう手いっぱ

いなんですと、ここで。そこで、若干振

り込みもさせていただいたんですけれど

も、やはりお伺いをして、その家庭の実

態を聞かせていただくなり、働く意欲の

問題なり、そういうことのまず地道な活

動の下、やはりそういう不正受給の形の

通報もあるんですけれども、まずは、職

員がフェース対フェースでいけるような

体制ということが一番大事だなと、改め

て思っておりますので、これは職員定数

の中でどうできるかということについて、

考えていきたいなと思っています。

　それから、この資格問題はよくこんな

ことがあるんです。このごろ消防職員採

用しますとね、一般事務職より消防職員

が意欲が高いんですね、何か、子どもの

ときに火事を見たとか、消防士を見たと

か。このごろ多くは救急救命士を持って

くるんですね。既に、救急救命士の資格

を取って、受験している受験生、ものす

ごい多いです。それだけ消防は人気ある

んですけれども、私はよくいうんですけ

れども、土木技術職は事務職にできると、

建築士も事務職にできる、事務職はでき
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ないですね。だから、私はこういう資格

の持っておられる方を、いうことはこれ

受験の中の一つの、これはできないこと

ではないと。ただ、そういうことを多く

持ってもらっておって、いろんな場所で

活躍できるそういうものというのは、市

も望みますし、これはできないことでは

ない。これは一度、行く行く考えてみた

い、検討もしてみたいということです。

　この前の民間経験ある人の採用試験で

も、教養試験をやめました。北摂共同採

用みたいな、点数イコール、能力じゃな

いということが、このごろものすごく言

われておりまして、そういうことを、五

問択一の教養試験をやめて、総合能力検

査というものをやってみたんですけれど

も、なかなかおもしろい結果が出てきそ

うな気もあります。

　したがって、そういうことも含めて、

意欲のある職員を求めるとなれば、そう

いうことも、今、本保委員が言われたよ

うに、一つの視点だなと思っていますの

で、そのやり方を今後の採用のあり方の

問題の中で、議論もしながら、そういう

方向にいけたら一番いいんだと、私もそ

う思いますので、これはちょっといろい

ろ検討させていただきたいなと思ってお

ります。

○森内一蔵委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　葬儀会館の運営につ

きましては、やはり先ほどもご答弁もい

ただきましたように、状況的にはかなり

厳しいけれども、非常に努力を惜しまず

に頑張っているということがご答弁から

も伺えますけれども、コストが結局細分

化しても同じというところが、考えなけ

ればならない一つの視点かなと感じてお

りまして、これにつきましても、斎場の

炉の問題もありますけれども、結果的に

はやはり指定管理者制度を含めまして、

また見直しのときに、この施設管理公社

であるがゆえに、このような形をとった

ときにも、なかなか手が回らない部分、

限られた人数で運営をしておられるので

ね、厳しいかなという状況も現実的には

あるのかなということも理解できるんで

すけれども、今の社会現象の中で、メモ

リアルホールの使用頻度、あるいは運営

について、この費用がいろんな努力をし

てもらっても、赤字が積算していってし

まっているという現状を踏まえて、やは

り冷静に今後はこのメモリアルホールの

土地、建物を含めて、いわゆる民間委託、

また民営化も視野に入れて、考えていっ

ていただいたらどうかなと考えておりま

す。

　これは、施設管理公社が現状されてお

りますので、こういった期間も含めて、

その先においては、民営化方向にかじを

とってみられるのも、一つのこういった

大きな負担となっているメモリアルホー

ルの運営管理について、解決策が見出せ

るかもしれないというようにも考えてお

りますので、その点について今後ぜひで

すね、また検討課題としてとどめておい

ていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

　ひとり暮らしの高齢者の安全対策緊急

通報装置、平成２４年度も予算に挙がっ

ておりますので、現状でいける間はいい

んですけれども、やがて対応できなくな

るときが来るかと思います。そういった

ときには、今、ご答弁ありましたように、

福祉電話については、やはり事情がある

人以外は設置ができませんので、切りか

えを受けてからではなくて、状況をしっ

かりとキャッチしておいていただいて、

緊急ペンダントにかわる何か緊急の通報

装置が現状においてあるのかないのかと

いうことも含めて、しっかりとアンテナ
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を張っていただいて、より安価で効率的

で、通報性の高い装置があれば、しっか

りと取り入れていただけるように、頑張っ

ていただきたいと思いますので、要望と

いたします。よろしくお願いいたします。

　地域就労支援事業なんですけれども、

元気な方にお仕事ということで、今後検

討していきますとおっしゃっていただき

ましたけれども、現場でハローワーク等

の連携だけではなかなか高齢者向けの仕

事は現実にはないんですね。ご家庭にお

いては、長年ご主人が外で働いておられ

て、夫が外で働き、また妻も働いておら

れて、これから夫の定年後、妻は何とか

今までできなかったことを、子育ても子

離れもして、やりたいというときにです

ね、夫は仕事以外は何もできなかったと

いう現状で、ご家庭に閉じこもっておら

れるようなケースがあれば、非常に残念

だなと思うわけですね。

　社交性については、女性が気軽にどこ

へでも飛び込んでいくけれども、男性は、

目的がなければ、なかなかどこかに急に

入ってですね、知り合いのようにしゃべっ

たりもできないという、現実にそういう

統計があったりなんかもしてますけれど

も、お仕事を退職されて、家庭に、いき

なり地域っていうのも、なかなか男性諸

氏、厳しいかもわかりませんので、そう

いった点も踏まえてですね、ボランティ

アもそうですけれども、有償ボランティ

ア関連ですとか、また、高齢者でなくて

も、中間の元気な６０歳から７０歳ぐら

いの方、お体が元気だったら、そういっ

た方が、よし、週３日でもいいから行っ

てみようかな、という状況で選べるよう

なお仕事の提示をされるとか、もう少し

市として取り組んで、何か一定の方向が

見出せるように、今後ぜひ頑張っていた

だきたいと思っております。

　今、仕事に行きたいんだけれど、とい

う要望の声が非常に高まっておりますの

で、これは市内のさまざまな形での施策

と照らしあわせてみて、参加していただ

けるような仕事があれば、それもまた行

政でしっかりと提示をしていく、という

形で取り組みを進めていただけるように

お願いいたします。要望とします。

　副市長から今ご答弁いただいたように、

社会福祉士の資格を持った人の増員とい

うものを視野に入れて、ご検討をお願い

したいと思います。

　体制の強化ということは、やはりこれ

から避けては通れない、この生活支援課

の体制強化というものは、喫緊の課題に

なってくることだと思いますので、こう

いったところで、扶助費の占める比率も

かなりウエートは重いですので、ここを

受けなければならない人が、適正に受け

ることができる体制の中で、きちっと精

査をしていけるようにお願いをしたいと

思うんですね。

　医療費についても、そういったたとえ

風聞であってでも、あり余るほど薬をも

らっているとか、それを人にあげている

とかって、そういうことがうわさに出な

いように、やはりきちんと対応をしてい

ただきたいと思うんですね。

　これは、ケースワーカーにだけ求め続

けても、絶対解決できない問題だと思っ

ております。現場は、一人当たり１００

名を超える担当をしておられるわけです

から、そこにさらなる要求というのは、

もう一人の人間の持てる時間というもの

は制限がありますから、ここをやっぱり

解決していくためにも、市民からの通報

窓口の設置と、それをただ聞く、この聞

いている、結構この電話をとって聞くと

いう時間が費やされますので、それもど

こかが力を入れるところが減っていくと
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いうことになります。

　こういったことを避けるためにも、適

正な対応ができるように、窓口の設置と、

専門の人、職員であってもなくても構い

ませんので、専門の守秘義務をきちんと

徹底された人員が対応して、ケースワー

カーと連携していくという形にしていか

ないと、市民の方から聞いて、今、きち

んと記録とっていただいているのは、か

なり前のことでも記録とっていただいて

いますので、現場はきちっとやっていた

だいているというのは、私も認識をして

おります。それ以上に、市民からの要望

なり苦情なり、さまざまな形のものをき

ちっと受けとめて、聞きとめて、対応で

きて、そこで一定の処置ができる、こう

いった窓口をぜひ設置していただきたい

なと思います。

　職員が対応することによって、別の時

間がこれで消えてしまうということにつ

いて、どう考えるのかという考え方の問

題ですけれども、それでは、決して体制

の強化とか、きちんとした体制と満足で

きる形ではないと私は考えております。

　先ほど副市長からも、最低賃金の件、

また年金の件、こういったことで保護費

よりもこちらが安いのはおかしいじゃな

いかという思いを持っておられる方が、

正直たくさんいらっしゃいます。こういっ

た声を受けてですね、そういった制度を

正していくのが国の仕事ですから、もっ

と頑張っていただかないといけないと思

いますけれども、社会福祉の現状という

ものをやっぱり踏まえた上で、市として

できる限りのとれる体制ということをき

ちんととっていく必要がある、そのため

にも、ただ苦情電話を受けるだけではな

くて、こういったことも含めて、全部徹

底的に調査できるような窓口の設置と人

員の配置、先ほど副市長がおっしゃいま

した、いわゆるＧメンをつくったところ

が、大都市でありましたね。そこまで本

市ではする必要はないとお考えでしたら、

なおさらですね、こういった窓口の設置

の検討、また人員の確保というものを進

めていただけるようにお願いをし要望と

します。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　ないようですので、以上で質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時３４分　休憩）

（午後１時３６分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、再開しま

す。

　認定第６号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

　質疑のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　パートタイマー等退

職金共済特別会計につきましては、いろ

いろとこの予算、決算の中でお話をされ

てこられまして、ほとんどがこれは素晴

らしい制度なんだから、拡充をしていこ

うじゃないかということも要望されなが

ら、また、当局とされても、加入促進を

していきますということでずっときたん

じゃないかなと思っております。

　私も、これいい制度かどうなのかって

聞かれると、いい制度だと思うんですけ

れども、実態として、なかなか加入者、

加入事業所数ですよね、ふえてこないと

いう状況があるわけです。やっぱりいろ

んな視点から、もう一回検証せなあかん

のかなと思っておりまして、つまり事業

主にとって、どのように映っているのか

ということが大事な視点じゃないのかな

と。それとともにですね、やはり雇用状

況を考えたときに、パートタイマーの加
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入者数、あるいは事業者数というのがふ

えていくということが、果たしてどうな

のかなという、いろんな視点から見てい

かなあかんと思っているんですよ。

　平成２３年度もその加入促進に当たら

れて、実際にいろいろな事業所を訪問さ

れた中で、お話しされていると思います

けれども、なぜふえてこないのか、どう

いった傾向があったのか、お聞かせいた

だきたいなと思っております。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　それでは、パー

トタイマーの加入者の促進を含めて、パー

トタイマーの現状も報告させていただき

たいと思います。

　まず、パートタイマー制度が昭和６０

年からスタートしまして、当初は加入者

が最高時には６００人近くおられました。

現状は、平成２３年度末をもちまして、

今２２５名の加入者となっております。

　私どもとしまして、ここ５年間ほどの

年度末の加入者は、平均しまして、約２

２７名程度で、少し非常に厳しい状況が

続いております。そのため、議会等でご

報告させていただいてますように、各事

業所に出向くときには、パートタイマー

等の共済のパンフレット持参の上で、啓

発に努めているわけですけれども、昨今

景気状態が非常に厳しい状況で。ありま

して、また、本市の市内事業所は中小企

業が多く、ものづくりでいいますと、作

業が工賃に反映しないという厳しい状況

もありまして、パートタイマーの加入者

一人当たり２，０００円の共済金をご負

担していただくに当たりまして、事業経

営の中から支出するのがなかなか厳しい

という状況もお聞きする中で、制度とし

ては、一つの退職者のパートタイマーと

いいますのは、雇用状態が非常に不安定

な職種ですので、何とか福利厚生の観点

から、またセーフティーネットの観点か

ら、担当課としては推進していきたいと

思っているんですけれども、事業所のご

負担が厳しいということで、加入までの

促進には至らない場合が多いというのが

現状でございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　一般論として、今の

経済状況ね、非常に悪い状況でございま

すし、先行き不透明な状況でありますの

で、そのような答弁よくわかるんです。

私も確たる証拠がない中でお話をしてお

りますけれども、そうしたら、摂津市の

中に、幾つの事業所がありますかと。そ

の中で、いわゆる中小零細企業がどれだ

けありますかと。その全てが本当に厳し

いのかと。私、そうではないと思うんで

すよ。しっかりと技術を持っていて、こ

れからどんどんと成長していこうという

事業所もあるわけで、そういったところ

が本当に厳しいからという理由で、この

共済に入られないのかなということで、

ちょっとわからないんですよね。

　どういうことかといいますと、昭和６

０年に始まったと。そのときの雇用状況

と今と比べて全然違うわけですよね。当

時は恐らくですけれども、正社員の方が

多くて、パートは少ないという状況があっ

たんじゃないかなと。今はもう逆転して

しまっていて、パートタイマーがどんど

んふえてきているという状況がある中で、

パートタイマーの数を、この制度にのっ

てくる数がふえていくということが、果

たして喜ばしいことなのかなと。それよ

りも、パートタイマーであった方が、一

人でも二人でも正職になっていくと、そ

ういったことをやはり私は産業振興とし

ては目指していくべきではないのかなと。

また、その視点を持ちながら、こういっ

たことにつきましても見ていくというこ
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とが大事なんじゃないのかなと思うわけ

なんですよ。

　これだけを見るんじゃなくて、やはり

産業振興という観点、そしてまた、市内

の雇用状況の改善という観点から、これ

をどう捉えていくのかというね、そういっ

た視点でぜひもう一度、全体的な視点を

持って、これを検証していただきたいな

と思っております。

　この会計そのものにつきましては、特

に異論はございませんけれども、先ほど

申し上げました、そういった視点を持ち

ながら、いかに産業振興、雇用の確保・

安定ということについて、ぜひこれから

業務に当たっていただきたいなと、これ

要望として申し上げておきたいと思って

おります。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　私からも質問させていただ

きたいんですけれども、その前にちょっ

と、先ほどの答弁の中でですね、昨年末

の共済加入者が２２５人と答えられてま

すけれども、事務報告書では２３５人と

載ってあります。その点、確認お願いし

たいと思います。

　先ほど嶋野委員の質問の中でも、加入

がなかなか伸びないということ、むしろ

２２５人だったら、年度当初よりも減っ

てるじゃないかということになるわけな

んですけれども、加入している事業所の

数は４４事業所から４０事業所に減って

いるという中で、事務報告書を見る限り

では、２２７人から２３５人にこの間、

加入状況としては、人数はふえているん

だということになってます。その辺の中

での、細かいことになるかもしれません

けれども、担当課としての状況の把握と

分析をお聞きしておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　まず、加入者の

件ですけれども、パートタイマー等の事

務報告書に載せさせていただいている資

料につきましては、年４回のパートタイ

マーの募集時期がありまして、２月が募

集の最終になっておりまして、その２月

の加入の募集の段階での報告を従前から

続けさせていただいておりまして、年度

末になりますと、１か月経過する形にな

ります。また、事業所のパートタイマー

の更新等の時期にありまして、退職され

る方の異動等がございます。ですから、

私が２２５人と申し上げたのは、３月３

１日現在での実数で、事務報告書に載せ

させていただいているのは、年４回の募

集時点の月の現在の加入者ということで

ご報告させていただいておる状況でござ

います。

○森内一蔵委員長　事業所の件は。

　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　事業所は４４事

業所から４０事業所ということで、事業

所につきましても、減少しているという

状況は十分理解しております。

　今後もパートタイマーの制度の周知及

び加入の促進等、進めていくわけですけ

れども、なかなか、行動に対して数値が

上がっていくという状況ではありません。

また、日々は新規の加入の啓発をしてい

るわけですけれども、平成２３年度も２

社の加入は何度か訪問しながら説得しな

がらご加入いただいたんですけれども、

ある一方で、非常に景気が厳しいので、

パートタイマー等の共済金の支払いがし

んどいと、経営の負担の軽減のために、

これはちょっと置いておきたいという申

し込み、また事業所を閉鎖するから、摂

津市の分については、ご加入だけはでき

なくなりましたという状況がありまして、

結果的に前年度と比べて減少している状

況です。
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○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　今のご答弁でも、先ほどの

ご答弁でもそうでしたけれども、事業所

が負担するのが大変でということで抜け

られる、また事業所そのものが閉鎖をす

るというようなことで、やめられるとい

うこともあるということでね、本当に大

変だなということを改めて感じるわけで

あります。

　以前だったら、正社員が当たり前、ま

たパートのための福利厚生の部分で、やっ

ぱりそこでも事業所が役割を果たしてい

こうということで、摂津市はこの制度も

設けて支援をしているということである

わけですけれども、そこのところが現状

ですね、中小の会社でもパートの方、ア

ルバイトの方の直接雇用もなかなか厳し

いということで、派遣やそのようなとこ

ろに置きかえられるというケースが多い

わけですね。

　このような状況の中で、働く人たちの

雇用情勢、派遣の問題ですね、ある意味

福利厚生の部分でも、直接そこで働いて

いる派遣の方の、派遣先の会社ですね、

そこのところが何ら職員の福利厚生がな

かなかやられないということになってい

るのかなということもあります。そうし

たところも含めて、担当課として、今の

そういった雇用情勢、職場の現状、そう

いうところのご認識を伺っておきたいと

思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　弘委員のご質問

にお答えさせていただきます。

　まず、中小企業がパートを雇用される

という状況につきましては、非常に景気

が厳しい中、仕事がふえたから、一時的

な雇用を前提として採用します。また、

賃金、コスト等が厳しい中で、低価格で

商品を納入しなければならないという現

状で、そういう厳しい単価の中で、コス

ト的には非常に低く済む方をたくさん利

用するという形の状況があります。同様

に、派遣におきましても、一時的なスポッ

トでの仕事につきましては、人を集める

のが厳しいから、単価は高いけれどもそ

ういう方を利用して、特別に仕事がふえ

た分は、一時的な対応をするという現状

を多く聞いております。

　私どもとしましては、先ほどから就労

支援等の質問がありますように、ある面

ではまた就労の支援ということで、当然

これは派遣会社を退職された方、またそ

うでない方も一同に、求職活動をされて

いる方についてはバックアップをしてい

るわけですけれども、企業にとってもパー

トを集めるには、例えば時給、最低賃金、

今８００円ですけれども、８００円を８

５０円にして、人を集められる形で、時

給の金額で対応するとなると、逆に福利

厚生は、なかなか中小企業によってはし

んどいとか、いろんな事情が絡めあわさ

り、パートタイマーの加入の状況も厳し

く、また、派遣とパートの関係も、まだ

まだ十分に改善されない状態が続いてい

るという状況がありまして、担当課とし

ましても、非常に苦慮しているところが

あるんですけれども、こういうご意見を

いただく中で、できるだけパートタイマー

共済の加入もそうですけれども、就労支

援も含めて、何とか市内中小企業が元気

になっていただけるように、また働くと

ころがふえて、市内事業所が活性化する

ように、総合的な取り組みも進めていけ

ればという形で考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　ありがとうございます。

　パートタイマー共済の件で議論する際

に、いつも思うんですけれども、やっぱ

り今、市内の業者の運営状況とかも、だ

－36－



んだんやっぱり変わってきてますし、ま

た、若い人たちから就労の相談事を受け

ること結構あるんですよ。そういったと

きに、ハローワークとつないだり、また

いろいろと摂津市ではこういう就労の取

り組みしてますよ、ということも紹介し

たりとかやっているわけなんですけれど

も、なかなか安定雇用、正規の採用につ

ながらないということで、派遣に、もう

ずるずると、安定した職になってないの

に、もうずっと派遣をやっているような、

そういう若い人って結構いるわけなんで

す。

　労働者派遣法が解禁されてから年月が

たっているわけなんですけれども、適法

だからということで、市内の業者でも、

正規雇用をなかなかせずに、派遣で自転

車操業でやっているような、そういうと

ころもふえているということも見ました

ら、果たしてそれがあるべき形なのかな

ということでは、疑問を抱くということ

があります。

　大きなところでは、制度そのもの、法

制度がね、改正されないと、国で何とか

対処してもらわないと、もう手がつけら

れないこともあるのかと思いますけれど

も、やはり担当課としても、そういった

状況をしっかり見ていただいて、また、

このパートタイマー共済制度そのものに

ついては、また別の話になりますからね、

ここの部分についても、しっかりと周知

と、市内業者の育成や支援ということも

含めて頑張っていただきますよう、要望

としておきます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　森西委員。

○森西正委員　今まで他の委員からも質

問がありましたけれども、市に関係する

パートの加入状況ですね、どういう形に

なっているのかお聞きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　鈴木参事。

○鈴木生活環境部参事　まず、パートタ

イマーの市関係機関への加入状況につき

まして申し上げます。

　現在、平成２４年３月末日で２２５人

ということで申し上げました。そのうち

官公庁といいましょうか、市関係等々の

加入関係につきましては、これは８事業

所、６４人ということで、２８．４％の

構成比率となっております。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　この数字というのはです

ね、全体からいいますと、全ての事業所

が加入をされている状況なのかですね、

加入されていない事業所というのは、市

の関係の中でたくさんあるのかですね、

その点はいかがですかね。

○森内一蔵委員長　末永係長。

○末永産業振興課商工労政係長　それで

は、ご答弁させていただきます。

　市に関しましては、現在のところ８事

業所のうち、直接市にかかわる４事業所

に加入をいただいております。市の非常

勤職員等もこちらの加入者として一部含

まれておる状況でございます。市内の公

共団体の全てが加入しているというわけ

ではございません。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　市内の事業所に加入促進

を促すという部分で頑張っておられるの

はわかりますけれども、まず市の関係の

近くからやっぱり加入を促して、入って

いただいた中で、やっぱりその点が、市

としてはパートタイマーの退職金の共済

事業に関して、市は頑張っているんだと、

パートタイマーに対して手厚いそういう

対応をされているんだということが、や

はり市内の事業所にも見えたり、若しく

は市民に見えたりということになろうか

と思うんです。ですから、関係するとこ
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ろは全て入っていただくと。入るという

形で、ぜひ考えていただいて、さらにほ

かの市内の企業にもＰＲを、どんどんし

ていくという形をとっていただきたいと

思いますので、その点は内部で協議をし

ていただいて、よろしくお願いしたいと

思いますので、要望とさせていただきま

す。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　ないようですので、以上で質疑を終わ

ります。

　暫時休憩します。

（午後１時５７分　休憩）

（午後２時　　　　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、再開をい

たします。

　認定第３号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　福永保健福祉部長。

○福永保健福祉部長　認定第３号、平成

２３年度摂津市国民健康保険特別会計決

算認定の件につきまして、補足説明をさ

せていただきます。

　医療費の増加が続く中、制度的に行政

基盤が脆弱な国保財政は、長引く不況の

影響もあり、大変厳しい状況に直面いた

しております。このような状況の下、平

成２３年度は前年度に引き続き、医療費

の適正化、資格の適正化、収納率の向上

を３本の柱として、国保財政健全化のた

め取り組んでまいりました。

　決算の内容といたしましては、歳出で

は医療費が前年度比２．９％増となった

ものの、歳入では収納率が１．３％向上

したことなどから、保険料収入が１．５

％増加し、収支は単年度では１億１，３

８９万２円の黒字となり、累積では３億

５，９９２万５，６７８円の赤字となり

ました。

　国保加入者総数は２万６，４５３人で、

前年度に比べ、年間平均で０．２％、５

１人減となりました。加入者の内訳を見

てみますと、一般被保険者については２

万４，８６７人で、前年度に比べ０．３

％、８４人減、退職被保険者については、

１，５８６人で、２．１％、３３人増と

なっております。

　それでは、まず歳入でございますが、

決算書１８ページ、款１、国民健康保険

料、項１、国民健康保険料、目１、一般

被保険者国民健康保険料は、前年度に比

べ１．７％、３，３４４万１，４２１円

の増となっております。一般被保険者に

係る一人当たり現年度保険料調定額は、

医療分が６万５，６４８円で、前年度に

比べ０．４％、２５２円の減、また、後

期高齢者支援金分が１万５，４６４円で、

前年度に比べ０．３％、５１円の減、介

護納付金分が２万５０円で、前年度に比

べ１．２％、２３１円の増となっており、

一般被保険者全体では８万７，５２２円

となり、前年度に比べ０．２％、１３６

円の減となっています。収納率は一般被

保険者分全体で、現年度分が８６．８％、

滞納繰越分が１０．７％となり、それぞ

れ前年度と比べ１．３％、１．５％の増

となりました。

　この結果、調定額は前年度に比べて減

少したものの、一般被保険者保険料は増

となったものでございます。

　目２、退職被保険者等国民健康保険料

は、前年度に比べ０．１％、１７万６，

９２４円の減となっております。収納率

は現年度分が９７．３％、滞納繰越分が

１５．７％で、それぞれ前年度と比べ０．

８％の増、２．０％の減となりました。

　なお、不納欠損処分につきましては、

延べ７，０１５件でございます。

　款２、使用料及び手数料、項１、手数

料、目１、督促手数料は、前年度と比べ
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２．２％、４，９５０円の減となってお

ります。

　款３、国庫支出金、項１、国庫負担金、

目１、療養給付費等負担金は、前年度に

比べ１．７％、３，１１１万５，９５８

円の増となっております。療養給付費負

担金の算定に当たって、医療費から差し

引くことになっている前期高齢者交付金

の増加により、医療費等の伸びに比べ増

加率が低くなっているものでございます。

　目２、高額医療費共同事業負担金は、

前年度に比べ１８．３％、８０４万８，

２２１円の増で、高額医療費共同事業拠

出額の４分の１の交付を受けております。

　目３、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ５５．０％、３３１万５，００

０円の増で、特定健康診査及び特定保健

指導に要する費用について、基準額の３

分の１の交付を受けております。

　２０ページ、項２、国庫補助金、目１、

財政調整交付金は、前年度に比べ１２．

３％、６，３７６万１，０００円の減と

なっております。これは特別調整交付金

のうち、その他特別事情分の交付がなかっ

たことなどによるものでございます。

　目２、出産育児一時金補助金は、前年

度に比べ４６．０％、１５９万円の減と

なっております。これは平成２１年１０

月からの出産育児一時金の引き上げ額に

対する国庫補助率が２分の１から４分の

１に変更になったことによるものでござ

います。

　目３、災害臨時特例補助金は、東日本

大震災により被災された被保険者に係る

保険料減免措置の財源補填分でございま

す。

　目４、高齢者医療制度円滑運営事業費

補助金は、高齢受給者証の郵送費用等に

係る補助金でございます。

　款４、療養給付費交付金、項１、療養

給付費交付金、目１、療養給付費交付金

は、前年度に比べ４２．１％、１億４，

４９５万４，０００円の増となっており

ます。これは、前期高齢者及び後期高齢

者に係る財政調整額の増によるものでご

ざいます。

　款５、前期高齢者交付金、項１、前期

高齢者交付金、目１、前期高齢者交付金

は、前年度に比べ７．０％、１億６，０

３２万２，８９４円の増となっておりま

す。これは、前期高齢者の医療費増加に

伴う概算交付額の増加及び過年度精算交

付金の増加によるものでございます。

　款６、府支出金、項１、府負担金、目

１、高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ１８．３％、８０４万８，２２

１円の増で、高額医療費共同事業拠出額

の４分の１の交付を受けております。

　目２、特定健康診査等負担金は、前年

度に比べ５５．０％、３３１万５，００

０円の増で、特定健康診査及び特定保健

指導に要する費用について、基準額の３

分の１の交付を受けております。

　項２、府補助金、目１、事業助成補助

金は、前年度に比べ２．７％、２９万７

１５円の増となっており、精神結核医療

給付に係る補助金でございます。

　目２、財政調整交付金は、前年度に比

べ８．２％、２，９８４万５，０００円

の増となっております。これは、主に特

別調整交付金の増によるものでございま

す。

　２２ページ、款７、共同事業交付金、

項１、共同事業交付金、目１、高額医療

費共同事業交付金は、前年度に比べ１．

５％、３２７万４，４６９円の増となっ

ております。これは、１件８０万円以上

の高額医療費１，１０８件を対象に交付

を受けたものでございます。

　目２、保険財政共同安定化事業交付金
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は、医療費３０万円以上に係る府下市町

村国保による共同事業で、前年に比べ０．

２％、１６７万２，６９２円の減となっ

ております。これは、１件３０万円以上

の医療費４，５２５件を対象に交付され

たものでございます。

　款８、繰入金、項１、一般会計繰入金、

目１、一般会計繰入金は、前年度に比べ

２．５％、１，３６８万２，４００円の

増となっております。これは国保財政安

定化支援事業繰入金が前年度に比べ２０．

７％、１，８３９万４０７円の増となっ

たことなどによるものでございます。

　目２、保険基盤安定繰入金は、前年度

に比べ２．４％、８９７万１，３５０円

の増となっております。

　款９、諸収入、項１、雑入、目１、一

般被保険者第三者納付金及び目２、退職

被保険者等第三者納付金は、交通事故等

による第三者納付金でございます。

　目３、一般被保険者返納金及び目４、

退職被保険者等返納金は、社会保険加入

による国保資格喪失後の受診などに係る

返納金でございます。

　目５、雑入は、前期高齢者の一部負担

金が２割から１割に軽減されたことに伴

う指定公費分や、老人保健医療費拠出金

の精算還付金などが収入されております。

　続きまして、歳出でございますが、２

４ページ、款１、総務費、項１、総務管

理費、目１、一般管理費は、前年度に比

べ３．０％、２７６万８，５６０円の減

となっております。

　目２、連合会負担金は、前年度に比べ

５５．５％、２７７万１，４８８円の減

となっております。これは、国保連合会

のシステム最適化のためのレセプトの電

子化事業の完了に伴い、減額となったも

のでございます。

　目３、市町村部会負担金は、近畿都市

国民健康保険者協議会の負担金でござい

ます。

　項２、徴収費、目１、賦課徴収費は、

前年度に比べ１３．２％、２０３万４２

９円の増となっております。これは、昨

年１０月に大阪府下で初めて導入いたし

ました、ペイジー口座振替受付サービス

の導入経費などによるものでございます。

　２６ページ、項３、運営協議会費、目

１、運営協議会費は、国民健康保険運営

協議会の運営経費でございます。

　款２、保険給付費、項１、療養諸費、

目１、一般被保険者療養給付費は、前年

度に比べ２．３％、１億２，１５２万２，

３２２円の増となっております。一人当

たりの保険者負担額は２２万１，２９０

円で、前年度に比べ２．６％増となって

おります。

　目２、退職被保険者等療養給付費は、

前年度に比べ１０．３％、３，９０２万

４，０６８円の増となっております。一

人当たりの保険者負担額は２６万３，３

７９円で、前年度に比べ８．０％増となっ

ております。

　目３、一般被保険者療養費は、前年度

に比べ２．６％、４５３万９，１１６円

の減となっております。

　目４、退職被保険者等療養費は、前年

度に比べ１１．５％、１０８万９，４７

９円の増となっております。

　目５、審査支払手数料は、前年度に比

べ８．０％、１５１万８，４８９円の減

となっております。これは件数は増加し

ているものの、大阪府国保連合会におい

て、手数料単価の引き下げがあったこと

によるものでございます。

　項２、高額療養費、目１、一般被保険

者高額療養費は、前年度に比べ５．５％、

３，３９４万８，９０４円の増となって

おります。１件当たりの支給額は５万６，
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５９１円で、支給件数は１万１，５２３

件と前年度に比べ３．６％の増となって

おります。

　目２、退職被保険者等高額療養費は、

前年度に比べ１２．４％、６７２万６，

２５１円の増となっております。

１件当たりの支給額は１０万６，９８４

円で、支給件数は５７０件と、前年度に

比べ８．６％の増となっております。

　目３、一般被保険者高額介護合算療養

費及び目４、退職被保険者等高額介護合

算療養費は、１年間の医療保険と介護保

険の自己負担の合計が、自己負担限度額

を超えた場合に交付するものでございま

す。

　２８ページ、項３、移送費、目１、一

般被保険者移送費及び目２、退職被保険

者等移送費は、執行いたしておりません。

　項４、出産育児諸費、目１、出産育児

一時金は、支給件数１６０件で、前年度

に比べて６．８％、４９１万８，１７９

円の減となっております。

　目２、支払手数料は、出産育児一時金

の直接払いに係る手数料でございます。

　項５、葬祭諸費、目１、葬祭費は、支

給件数１２２件となっております。

　項６、精神・結核医療給付費、目１、

精神・結核医療給付金は、前年度に比べ

１０．４％、１０５万３，６６０円の増

となっております。１件当たりの支給額

は１，４２５円で、支給件数は７，８７

３件でございます。

　款３、後期高齢者支援金等、項１、後

期高齢者支援金等、目１、後期高齢者支

援金は、前年度に比べ６．３％、６，９

６０万９，９２９円の増となっておりま

す。これは、後期高齢者医療制度への拠

出金で、被保険者数に応じて社会保険診

療報酬支払基金に拠出するものでござい

ます。

　目２、後期高齢者関係事務費拠出金は、

後期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　款４、前期高齢者納付金等、項１、前

期高齢者納付金等、目１、前期高齢者納

付金は、前年度に比べ９０．２％、１５

９万５６円の増となっております。これ

は、保険者ごとの前期高齢者の偏在によ

る負担の不均衡を調整するため、被保険

者数に応じて社会保険診療報酬支払基金

に拠出するものでございます。

　目２、前期高齢者関係事務費拠出金は、

前期高齢者医療制度に係る事務費でござ

います。

　３０ページ、款５、老人保健拠出金、

項１、老人保健拠出金、目１、老人保健

医療費拠出金は、精算還付となったため、

執行いたしておりません。

　目２、老人保健事務費拠出金は、老人

保健に係る事務費でございます。

　款６、介護納付金、項１、介護納付金、

目１、介護納付金は、前年度に比べ５．

６％、２，４６０万５，３５８円の増と

なっております。

　第２号被保険者一人当たりの拠出額は、

５万４，１９１円で、前年度と比べ４．

０％、２，０８４円の増となっておりま

す。

　款７、共同事業拠出金、項１、共同事

業拠出金、目１、高額医療費共同事業医

療費拠出金は、８０万円以上の高額な医

療費の再保険事業として拠出したもので、

前年度に比べ１８．４％、３，１７６万

７，９３４円の増となっております。

　目２、保険財政共同安定化事業拠出金

は、３０万円以上の医療費の再保険事業

として拠出したもので、前年度に比べ９．

６％、７，２２２万１，５９７円の増と

なっております。

　目３、高額医療費共同事業事務費拠出
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金及び目４、保険財政共同安定化事業事

務費拠出金は執行いたしておりません。

　目５、その他共同事業事務費拠出金は、

退職医療制度への切りかえ勧奨に係る事

務費でございます。

　款８、保健施設費、項１、保健施設費、

目１、特定健康診査等事業費は、特定健

康診査等の実施に係る経費で、前年度に

比べ１３．８％、５３６万４３６円の増

となっております。

　３２ページ、目２、保健衛生普及費は

前年度に比べ１１．０％、１４９万９，

１２８円の増となっております。

　款９、諸支出金、項１、償還金及び還

付加算金、目１、一般被保険者保険料還

付金は、１４０世帯分、目２、退職被保

険者等保険料還付金は、６世帯分の過年

度分保険料を還付いたしております。

　目３、償還金は、平成２２年度事業の

確定に伴う療養給付費交付金精算返還金

などでございます。

　款１０、予備費につきましては、執行

いたしておりません。

　款１１、繰上充用金、項１、繰上充用

金、目１、繰上充用金は、平成２２年度

の不足額を補填したものでございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

　暫時休憩します。

（午後２時１８分　休憩）

（午後２時１９分　再開）

○森内一蔵委員長　再開をいたします。

　質疑に入ります。質疑のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　国民健康保険特別会計にか

かわって、私から幾つかご質問したいと

思います。

　特定健康診査委託料にかかわってであ

ります。３，７０１万７，９５９円支出

されておりますけれども、前年度と比べ

ても、４７０万円ほどふえているわけな

んですが、この中身について、集団健診、

個別健診、それらの件数とかも、事務報

告書には載っておりましたけれども、そ

うした状況を、ここ一、二年の変化等も

含めて教えていただけたらと思います。

　賦課徴収事業にかかわってであります。

ペイジー口座振替が新しく始まったとい

うことで、その分についての予算の執行

もされているわけなんですけれども、こ

の費用対効果といいますか、状況につい

てですね、教えていただきたいと思いま

す。

　これは、平成２３年度の事業実績の中

を見ていて気になったことなんですけれ

ども、保険料の軽減状況ということで、

毎年この実績は報告されているわけなん

ですけれども、７割、５割、２割の軽減

世帯があります。全加入世帯との割合か

らしても５６％ということで、ことしま

た多くなっているなと思うわけなんです

けれども、そうしたところの状況の把握、

それからまた申請等で減免・軽減を受け

られている、そういう状況なども含めて

どうかなということでお聞きしたいと思

います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、弘委員

のご質問にお答えをさせていただきます。

　特定健診と委託料についてでございま

すけれども、特定健診の委託料につきま

しては、平成２０年度は１２月で期間を

終了しておったんですけれども、平成２

１年度からは期間を、２月まで、それ以

降は３月まで延ばした関係で、数字が変

わってきますので、国の特定健診等負担

金の算定基礎となった数字で、説明をさ

せていただきたいと思います。

　平成２３年度につきましては、４，５
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８９人の方が受診されておりまして、集

団健診が２，４８６人、個別健診が２，

１０３人の方が受診されております。２

２年度では、集団健診が２，７２２人、

個別健診が１，９２３人の方が受診され

ておりまして、４，６４５人の方が受診

されております。この間、いろいろと受

診勧奨をさせていただいておったんです

けれども、結果的に２３年度につきまし

ては、受診率が微減となったということ

でございます。

　中身を見てみますと、非課税の方の数

が変わったり、集団健診の中身もいろい

ろ変わっております。約５年間で被保険

者の世帯全員が入れかわるぐらい異動が

激しいのが、摂津市の特徴でございます。

その中で、なおかつ特定健診は４０歳か

ら７４歳までの方ですので、その方が後

期に移られたりしますと、また変わって

しまいます。私どもの分析では、団塊の

世代で退職をされた方が、国保に移って

こられる一方で、国保で今まで受けてお

られた方が、７５歳になられて後期に移

られるということがありまして、この間、

受診勧奨の事業を、平成２１年度は職員

がやり、２２年度は委託してやり、２３

年度は継続事業としてやりということで

させていただいているんですけれども、

そういった中で、残念ながら被保険者の

方が入れかわって、若干、受診率が下がっ

てしまったという状況でございます。

　それから、ペイジー口座振替受付サー

ビスと申しますのは、マルチペイメント

ネットワークを利用いたしまして、キャッ

シュカードがありましたら、即座に市の

窓口で口座振替の受け付けができるよう

にするものでございます。平成２３年の

１０月から、ペイジー口座振替受付サー

ビスを導入させていただいたんですが、

この契約に当たりましては、金融機関と

高額の契約金が必要でございますが、国

の特別調整交付金が交付されることにな

りましたので、それを利用させていただ

きました。３００万円という枠がござい

ますので、その枠を利用させていただい

て、１０行と契約させていただきました。

しかも、国保で契約をすれば、全ての料

金が取り扱い可能となりますので、摂津

市で口座振替をしております全ての料金

について、各課に呼びかけを行いまして、

全課加入をしていただいております。

　具体的には、税、介護保険、後期高齢

者医療保険、水道、それから教育委員会

の子育て支援課、そういったところに全

部声をかけさせていただいて、すべての

料金について、契約金は全部国保で払っ

てますので、ただでペイジー口座振替受

付サービスを導入できたという状況でご

ざいます。

　かかった経費としましては、初期費用

として、金融機関の利用契約金として３

００万円、それと庁用器具費２２万１，

０２５円でございます。それから、マル

チペイメントネットワーク推進協議会の

負担金１０万円のほかに、データ通信料

等がかかっております。私どもの窓口で

受け付けをしております口座振替につき

ましては、ほとんどペイジーで受け付け

をさせていただくという形になっており

ますので、非常に効果的であったと考え

ております。開始後１年間で７７０件の

ご利用をいただいております。

　特に、収納率の向上ということに関し

ましては、滞納者をつくらないというこ

とが一番大事なことだと思います。そう

いう意味で、口座振替をしていただける

というのは最も有効な滞納防止策ではな

いかと考えておりますので、この効果に

つきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、経費は、国の特別調整交付金でほ
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とんど賄うことができており、なおかつ

市の全料金につきましてペイジーを利用

することができておりますので、非常に

効果的であったのではないかと考えてお

ります。

　それから、保険料の軽減状況でござい

ますが、保険料の軽減状況につきまして

は、７割、５割、２割の軽減につきまし

ては、平成２３年度が８，２２２世帯に

対しまして４億２３８万１，４８０円の

軽減がかかっております。減免の対象の

世帯が５２３件で２，６１７万４，８１

７円でございます。

　それで、法定軽減と減免を合わせた減

免の状況を見ますと、平成２３年度末で

は全世帯の５９．１％となっているとこ

ろでございます。やはり平成２０年のリー

マンショックに端を発する経済不況の影

響等もあると考えております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　再度お伺いしたいと思うん

ですけれども、まず最初の特定健診の部

分なんですが、これまで受診勧奨も力を

入れてやってこられているなということ

では私も見ておりました。それで、市民

の皆さんがやっぱり健康に過ごされる、

成人病とか病気にかからないように、事

前に予防していくというそういうことか

らしても、やっぱり健診事業というのは

大事だなと思っているわけなんですけれ

ども、なかなかそこの件数がふえていな

いということであります。

　平成２２年と２３年の比較で数字おっ

しゃられましたけれども、私、平成２０

年からの分をさかのぼって事務報告書で

調べました。そうしましたら、平成２０

年から２１年にかけては集団健診の件数

はおよそ３５０件ほどふえております。

ただ、個別健診では、この年でも２００

件ほど減っているということになってま

した。また、平成２１年から２２年に比

較しても、集団健診はほぼ変わらず、個

別健診では４０件ほど減っているような

そういうことで数字が出ています。

　先ほど堤次長から、年度の切りかわり

のところで数字がちょっと違うようなこ

とも報告で言っておられましたけれども、

全体的にこの４年間を比べてみたときに

も、受診勧奨は続けてやってきているけ

れども、なかなか健診率としてはふえて

いないということなのかなと思います。

その辺りがどうしてそうなのかというこ

と、国保の加入世帯の状況ががらっと変

わってしまうということもおっしゃられ

ましたけれども、それだけなのかという

ことですね。集団健診、個別健診の件で

言いましたら、集団健診はふえているわ

けです、ここのところは。これは以前、

がん検診とセットでとか、また眼底検査

も新しく加えるとかそんなこと、また保

健センターが摂津市駅のところに新しく

できて、健診を受けやすくなったという

ことは確かに聞きます。一方で個別健診

は毎年毎年減ってるという、そういう現

状なのかなということであれば、この医

療機関での健診が受けにくくなっている

ということも、一方では考えておく必要

があるのかなと思うんですけれども、そ

このところの状況について、つかんでお

られましたらお答えいただきたいと思い

ます。

　ペイジー口座振替にかかわってであり

ます。

　これは、ご答弁いただきました状況で、

私もほぼ理解はできているんですが、国

からの調整交付金もあって、それを活用

してやられたと。摂津市では、とりわけ

加入者の人にご負担をかけてということ

にはなってないよということなのかと思

いますけれども、国保会計の部分で一般
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会計の部分を全部補ってということを、

ちょっと私、そういう形で思っておりま

したので、そうであれば問題だなと思っ

ておりましたので、そうではないという

ことで、この点については了解いたしま

した。

　保険料の軽減状況についてです。

　先ほど条例減免の方５２３件を含める

と、この平成２３年度は、５９．１％が

何らかの保険料の軽減を受けているとい

うことであります。

　昨年も、状況を伺ったときに、昨年の

時点でもう５割以上が保険料の軽減を受

けないとという、やはり大変家計の苦し

い世帯が国保に集中しているということ

を、状況としてお伺いしました。それが

ことし、やはり一層大きくなっているな

ということを、改めて認識しておく必要

があると思いました。

　それと、もう一つ気になったのは、そ

の中で介護納付金分の軽減ということが

表の中でありました。今回７割、５割、

２割の軽減世帯が全加入世帯が１万４，

６７２ですけれども、そのうち８，２２

２世帯、全加入世帯の５６％がこの軽減

をされているということになるんですけ

れども、介護納付金分だけで言いますと、

３，８１２世帯になります。

　介護納付金分は、４０歳以上で介護保

険の第２号の被保険者になられる方から、

かかってくるのかなと思うわけなんです

けれども、そのことで言いましたら、介

護納付金で軽減を受けてない世帯がいわ

ゆる７割、５割、２割のほかの一般保険

分、それから後期医療の負担分など８，

２２２世帯受けてるわけですけれども、

４，４１０世帯が、ある意味若年者層の

世帯になってくるのかなということもね、

若年者層プラス６５歳以上になりますか、

そういう世帯が３割ということになるの

かなということも見てまして、ちょっと

この世帯数が多いなということ、いわゆ

る４０歳以下の現役世代ですね、本来だっ

たら国保の中でも一定収入もあって、こ

の国保会計を支えていくような世帯も、

この軽減世帯の中に多く含まれるような

ことに今なっているのかなという状況が、

この表を見る中で感じたんですけれども、

その辺り担当課でつかんでおるようでし

たらお願いしたいと思います。

　最初の質問で漏れてたんですけれども、

決算書の２２ページで一般被保険者返納

金の項目があります。不正利得による返

納金ということで、備考のところで記さ

れているんですけれども、それが１，２

１１万９，２２９円挙がっております。

昨年や一昨年などと比べてみましたら、

ここの金額がぐっと多くなっているとい

うことでありますので、ここのところの

説明を加えてお願いしたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、弘委員

の２回目のご質問にお答えしたいと思い

ます。

　まず、特定健診の話でございますけれ

ども、平成２３年度特定健診等負担金ベー

スでは、集団健診が減って個別健診がふ

えているということでございます。

　この件に関しましては、平成２２年度

に特定健診を受けておられない方に調査

をさせていただきまして、いろいろとご

意見をお聞きをした中で、やはりセット

健診を受けたいという希望が非常に多う

ございました。それで２３年度から、が

ん検診クーポンと一緒に送らせていただ

いたという経過がございます。がん検診

と一緒にセット健診を受けられるのは、

保健センターの集団健診だけでございま

すので、保健センターの容量が飽和して

きているのかなと考えております。
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　同時に、各医院に特定健診のポスター

をお配りをいたしまして、当医院で実施

しております、というポスターを掲示し

ていただくとともに、今までは問診票は、

ご本人のところに受診票をお送りすると

きに同封しているだけだったんですが、

市内の医療機関に問診票を置かせていた

だいて、いつ来られても対応できるよう

な体制を整えさせていただき、ホームペー

ジにも市内で実施されておられます全医

療機関を載せさせていただきまして、少

しでもご利用いただけるように努めたと

ころでございます。

　特に、土曜日は医療機関ですと特定健

診をされておられますので、いろいろと

周知させていただいた結果と考えており

ます。セット健診の希望も高いというこ

とがございますので、保健センターでの

土曜健診ができないものかと、今検討を

させていただいているところでございま

す。

　それから、先ほどの軽減の件数なんで

すが、介護分の世帯数が少ないことにつ

きましては、介護の被保険者につきまし

ては、一般の医療支援の対象となってお

られる方よりも非常に少ないことがあり

まして、率としては介護分の軽減率が決

して低いというわけではございません。

医療分と介護分につきましては母数が異

なってまいりますので、必ずしも介護分

の方が漏れているというわけではないと

理解をしておりますので、よろしくお願

いをいたします。

　それから、返納金につきましては、社

会保険に加入をされて誤って使われたと

かいう方につきましては、返納をしてい

ただくというのが本来の姿でございます。

平成２３年度に多額の返納金が出てきた

理由といたしましては、勤務中のけがに

よりまして、労災適用となって国保負担

分を返納された方が１名いらっしゃいま

して、１件で１，９５４万４，５３９円

となっております。これを除きますと、

１６万４，６９０円となっておりまして、

例年より少ないぐらいの金額でございま

す。

　先ほど申しました社会保険に加入され

てという方も、最近では、できるだけ病

院にレセプト返戻をさせていただいて、

過誤修正ということで調整をしていただ

いていますので、医療機関の自主点検に

よる返還の申し出が実際にはほとんどと

いう状況になっております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　３回目の質問になりますけ

れども、健診事業、特定健診の部分です

ね、今お答えいただきましたけれども、

セット健診がやはり希望としては多くて、

それがやはり医療機関ですね、個別では

なかなか受けられないということで、保

健センターに集中するんだという話であ

ります。

　私も健診のことでお話を聞いたら、個

別健診がなかなかやりにくいということ

で、その点については、今言われた保健

センターでの土曜日開所も含めて検討し

たいということですね。以前から山崎委

員からも、土・日でもやはり開けておか

ないと、なかなか今、国保の加入世帯み

んなに健診を受けてもらう、そういう条

件がつくれているとは思えません。

　もう一度お伺いしておきますけれども、

この今の状況で受診率が何％になってい

るのか。以前から、受診率６５％にまで

政府は目標値をということで言ってたわ

けなんですけれども、それに対して本市

としては、なかなかその数字がどうなん

だということもあるわけなんですけれど

も、本市としてどのようにこの受診率向

上のために手を打っていくことができる
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のか、その辺についてお答えいただきた

いなと思っております。

　保険料軽減状況のことについてなんで

すけれども、ちょっと質問の仕方が悪かっ

たので、お答えもしにくかったかなと思

うんですが、加入世帯のうち保険料軽減

世帯がどんどんふえていく状況というの

は、そういう上がり幅と比べて介護保険

納付金分の上がり幅というのは緩やかだ

なと思うわけなんです。

　そういう中で、若年者層、いわゆる介

護納付金を納めてない世帯のところでも、

随分と軽減しないといけない世帯がある

んだという、この表からはそう読み取れ

るわけなんです。

　そういった意味で、もう一回、２０歳

代、３０歳代の国保に加入している世帯、

その状況がどうなのかというのもしっか

りと見ていってほしいなと思います。

　それから、さっきの健診事業と重なり

ますけれども、特定健診のところにアプ

ローチをかけていくのは４０歳からとい

うことになってくるわけで、そういった

意味では、２０歳代、３０歳代の方に国

保でアプローチをかけていくということ

が、もう一つやっぱり薄いんじゃないか

なとも思います。

　若年健診のことは今回はちょっと取り

上げませんでしたけれども、そういった

ところで、今国保の加入世帯がもう６年

もたてば、がらっと入れかわるという状

況をおっしゃいましたけれども、それは

働き盛りの人にしてみたら、就職もした

ら社会保険に移る、またそこを　退職を

したら国保に戻る、そういうことを結構

繰り返している方というのはいらっしゃ

るとも認識していますし、その辺りのと

ころで滞納が生まれたり、なかなか健診

もきちんと受けられていなかったりとか、

若い世代のときに健康を害されると、後々

になって成人病のリスクも高くなって、

強いて言えば医療にかかわる負担も大き

くなっていくんじゃないかと思うわけな

んです。

　健診事業をしっかりと取り組めている

自治体、市民の健康状況の把握というこ

と、これは、本当は保健福祉課とかがしっ

かり見ておかないといけないんだろうな

と思うわけなんですけれども、そうした

ところの取り組みなんかが、新聞なんか

でも紹介されている部分もあるんじゃな

いかなと思います。

　そういった点からも、今の健診事業と、

この保険料軽減状況から見える今の国保

加入者の実態などについても、今後検討

を深めていっていただけたらと、これは

要望としておきます。

　不正利得による返納金で１，２１１万

９，２２９円、ご説明の中身で理解でき

るんですけれども、そうであるならば、

備考の不正利得によるという記述はどう

なのかと思うんですが、その辺り見解を

お伺いしておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　まず、特定健診の

受診率の向上についてでございますが、

土曜日の開催につきましては、医師の確

保というのが大前提でございます。これ

は保健センターに、何とか土曜日に出て

きていただける医師の確保ということを

お願いするしかないと考えておりまして、

今働きかけをしておるところでございま

す。何とか受けていただけるように今お

願いをしているところでございます。

　それから、受診率の話でございますけ

れども、先ほど申し忘れておりましたけ

れども、平成２３年度の受診率が２７．

１％ということで、前年度の２８．８％

に比べますと、１．７％減少していると

ころでございます。
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　第１期の特定健診の実施期間におきま

して、平成２４年度に６５％という実施

率が目標でございました。６５％に達し

ない場合に、国から後期高齢者支援金に

対して１０％のペナルティーをかけると

いうことになっておったんですが、昨年

から議論をされておったところですけれ

ども、そのペナルティーは中止になった

と聞いております。

　ただ、特定保健指導を実施していない

市町村がどうもあるようでして、そこに

ついては、特定健診のうちの特定保健指

導の実施額相当額の分だけは増額をする

という形で聞いておりますが、私どもは

特定保健指導を実施しておりますので、

ペナルティーはありません。ただ、逆に

ペナルティーではなくて、１０％軽減す

るというインセンティブは、６５％に達

したところについては実施をすると聞い

ております。全国でも数団体あるように

は聞いております。ただ、市レベルでは

ないと聞いております。

　それから、今後の受診率向上のアプロー

チでございますけれども、平成２４年度

も引き続き国の特別調整交付金が交付さ

れる予定でございますので、既に６月に

補正予算を出させていただきましたけれ

ども、プロポーザル方式で事業者を公募

しまして、受診勧奨事業を２４年度もやっ

ていきたいと考えております。

　受診勧奨の内容につきましては、電話

勧奨を主な手段として、全被保険者を対

象に受診勧奨の電話をしていきたいと考

えております。

　それから、加入世帯のうちの軽減世帯

がふえているにもかかわらず、介護納付

金の上がり幅が緩やかであるというお問

いではございますけれども、介護納付金

につきましては、年々上がっております。

介護納付金につきましては、本年度の２

３年度の概算一人当たり負担額は５万４，

１９１円になっておりまして、２２年度

は５万２，１０７円、２０年度は４万９，

６３３円ですので、５，０００円近く上

がっている状況です。摂津市の場合は、

２０年度から保険料率を凍結させていた

だいていますので、ここでかなりの額の

赤字が出ているということでございます。

国保財政が非常に厳しくなっているので、

その辺は今後考えていかなければならな

いことであると考えております。

○森内一蔵委員長　あと、不正利得の件、

お願いします。

　堤次長。

○堤保健福祉部次長　不正利得の名称で

すけれども、返納金には、先ほど申し上

げましたように三つの種類がございまし

て、先ほどの労災が適用されて返してい

ただく方は、不正ではないと思います。

しかし、国保を脱退したにもかかわらず、

国保を使われた方については、これは不

正利得なのかなと思います。あるいは請

求を間違えて不正に請求されて、その分

を自主点検で発見して返されるというも

の、これも不正利得なのかなと思います。

たまたまこの方がイレギュラーで、１，

０００万円という高額であったというこ

とがご指摘にあるとは思うんですけれど

も、このような方は、私も四年間国保課

長をやっておりまして初めて見ましたの

で、通常は不正利得による返納金がほと

んどであるということでご理解いただき

たいと思います。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　最後に申し上げておきたい

なと思うんですけれども、今の保険料軽

減状況の実態というのは、また詳しく分

析してみてください。確かに平成２２年

から２３年の介護納付金分の上がり幅と

いうのはそこそこ大きいんですけれども、
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平成２３年度国保の事業実績の報告に載っ

ている１９年、２０年から２３年の間に

ふえている世帯数で見ていたんですけれ

ども、世帯数で見たときには、やはり全

体の上がり幅、それから年代別にどうい

う形になっているのかなということも、

またしっかり見ていっていただきたいな

と思います。

　健診事業についてなんですけれども、

この部分で言いましたら、この間やはり

高い保険料が払えてないという人もふえ

ている中で、何とか値下げをという要望

を何度かさせてもらっていると思うんで

すが、国保では何とか頑張って医療費の

適正化、資格の適正化、収納率の向上、

３本柱で累積赤字解消のために頑張ると

いうことでのご答弁、いつも返ってくる

わけであります。

　確かにこの間、摂津市は保険料の値上

げはせずに、大阪府内でも保険料の額と

しては低いほうに位置しているのかなと

いうことも、この間報告されているとお

りだと認識もするんですけれども、それ

でもやっぱり大きい負担が家計には響い

ているということは、皆さんも認識して

いるとおりだと思うわけです。

　そうした中で、どうしたら下げていけ

るのかなと、この医療費の負担をという

ことで考えたときに、やっぱりどんどん

ふえていく療養給付、医療費の伸びです

ね、そこを抑えていくというのが健診事

業の一つは意味なんだろうと思っており

ます。

　後期高齢者医療制度ができたときに、

この特定健診というのが始まってという

ことで、その経過については、私も疑問

をずっと持っていたわけなんですけれど

も、ただ、そんな中でも健診事業が拡充

しているといいますか、取り組みを大き

く前進させているところというのは、やっ

ぱり行く行く医療費で出ていく金額が減っ

ていくようなことにつながるんだろうと

いうことは、それは理解もできるところ

だし、本市としても、そうならなければ

ならないんだろうなと思うわけでありま

す。

　市民の皆さんがいつまでも健康で長生

きできる、極力その高額な医療を負担し

なくても済むようにということを、国保

年金課でも追求していくことが大事と思

うわけであります。

　今回、健診事業の問題で、今後のとこ

ろについても受診勧奨については引き続

きやっていきますよということを答弁い

ただきました。また同時に、保健センター

での土曜日健診についても検討していき

たいということもおっしゃっています。

そこら辺りはすごく大事だなと思うわけ

で、医療機関との連携、医師会なんかと

の連携というのがやられないことには、

健診事業の充実というのは図れない。こ

れは、先進市なんかを見たときにもそう

だと思っておりますし、マスコミなんか

を見ていましたら、ＰＲ事業みたいなこ

とで、いろいろと何か取り組まれている

ところもあるようですね。そのようなこ

とも、本市なんかでも参考にできるとこ

ろがあれば取り入れていただけたらなと

も思いますし、ここの受診率を、６５％

に何が何でも引き上げるためとかそうい

うことではなくて、市民の健康をしっか

りと市でサポートしていく、そのために

ということで取り組んでいただきたいな

と、この点についても要望としておきた

いなと思います。

○森内一蔵委員長　暫時休憩します。

（午後３時　　　　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは、再開をい

たします。
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　答弁の修正があります。

　堤次長。

○堤保健福祉部次長　先ほど受診勧奨の

対象者を全被保険者と申し上げましたが、

全未受診者でございます。おわびして訂

正させていただきます。

　また、２７．１％という数値につきま

しては、現在の速報値でございますので、

よろしくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　ほかに質問のある方。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　レセプト点検委託料

なんですけれども、決算概要を見ており

ますと、大変残額が多いという状況になっ

ておるんですけれども、この状況につき

まして一度ご説明をいただければと思っ

ております。

　保険料の収納率の向上について、いろ

いろな工夫をしていただいていると思い

ますけれども、平成２３年度は、コール

センターなんかもされていたんじゃない

かなと思いますけれども、その効果とい

うことにつきましても一度お聞かせをい

ただければなと思います。

　ジェネリックの普及ということで、差

額通知等もご案内いただいているわけな

んですけれども、そのいわゆる効果とい

うことにつきましてもお聞きをしたいと

思っています。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、嶋野委

員のご質問にお答えをさせていただきま

す。

　まず、レセプトの点検委託料の残額で

ございますが、レセプトの点検委託料に

つきましては、複数年契約の単価契約を

させていただいております。平成２２年

度からの３年契約となっております。件

数は増加をしているものの、複数年契約

による単価の減がありまして、不用額が

生じておるものでございます。

　それから、コールセンターの効果とい

うことでございますが、コールセンター

につきましては、国保につきましては、

未納者への架電による納付勧奨だけでは

なく、資格の適正化や、口座振替で落ち

なかった方へのご連絡、あるいは分割誓

約の期間の満了に伴う案内等々いろいろ

な事業をしていただいております。

　私ども、コールセンターをいろんな面

で活用させていただいているところでご

ざいます。その結果としまして、例えば

分割誓約をされておられる方の納付率が

上がっている等々の成果がありまして、

平成２３年度の１年間の効果としまして

は、約２，５００万円の効果が出ており

ます。

　それから、ジェネリックについてでご

ざいますが、平成２２年度から後発医薬

品普及促進事業としてさせていただいて

おります。生活習慣病などで毎月高額の

医薬品代を支払っていらっしゃる方を抽

出いたしまして、ジェネリック医薬品に

置きかえた場合の差額を通知することで、

医療費の適正化を図るものでございます。

２３年度は約１，８００人の方に差額の

通知をお送りしまして、年間推定額で約

４５０万円の効果を測定しております。

２２年度と合わせますと、約１，３１０

万円の効果となっております。

　また、後発医薬品の普及率は、私ども

で、ジェネリック希望カードというもの

を被保険者証に入れてお送りしておりま

す。薬局でこれを出していただいて、ジェ

ネリックをと言っていただいたりしてお

ります。また、薬剤師会のご協力等もい

ただいておりまして、この２年間で、ジェ

ネリックを使われている方が、以前では

種類では３５．３％でしたものが３９．

９％となりまして４．６％増、数量とし
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ましては、２０．８％から２４．７％と

なり３．９％の増となっております。保

険給付費の１８％を薬剤費が占めており

ますので、こういったことを勘案します

と、効果額はさらに大きくなるものと見

込んでおります。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　レセプトの点検なん

ですけれども、複数年にすることによっ

てこんなにも下がるんだなと。要は半額

以下になってますよね、となったときに、

そしたらほかの事業におきましても、い

ろいろなことを委託されているわけで、

そこを複数年にしていくと、いろいろな

効果が出てくるんじゃないのかなという

ように思っております。次年度以降、平

成２５年度以降の話として、例えばこう

いった業務を複数年契約にしていくと、

また効果が出るんじゃないかなというこ

とにつきましても、今のところ、平成２

３年度の決算を受けて、何か検討されて

おられるところがあるならば、お聞かせ

をいただきたいなと思っております。

　コールセンターのことにつきましても

お話をお聞かせいただきました。２３年

度で約２，５００万円の効果があったと

いうことで、これも大きな効果なんだな

と認識をしたところでございますけれど

も、この事業をこれからも続けていかれ

るのか、今後の方向性につきましても、

お聞きをしたいなと思っております。

　ジェネリックですね、後発医薬品の普

及につきましても、これも非常に広がり

があるんだなと認識をいたしました。こ

れにつきましても、今後の方向性につい

てお聞かせいただきたいと思っておりま

す。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　複数年契約につき

ましては、私は、５年前、財政課長をい

たしておりまして、財政課で庁内の委託

事業を複数年一括契約というのをさせて

いただいておりました。それで、例えば

庁舎管理ですとかそういった業務が非常

に安価にできるということから、私が２

１年度に国保年金課に配属されましたと

きに、これはぜひ取り入れようというこ

とで、２２年度から複数年契約をさせて

いただいたところでございます。

　その結果、例えば入院のレセプトは、

２１年度は単価６５円であったものが２

２年度は３０円になっております。入院

外レセプトも６．５円であったものが４．

８円ということで、大幅に減額ができた

ということで、予算については、徐々に

は下げさせていただいているんですけれ

ども、もともとそういう単価の減があっ

て、不用額が出てきておるということで

ございますので、ご理解いただきたいと

思います。

　それと、国保年金課だけではなくて、

生活支援課、障害福祉課も一括契約をさ

せていただいておりますので、そちらに

も波及効果があるものでございます。

　それから、コールセンターの効果でご

ざいますが、コールセンターにつきまし

ては、平成２２年度、２３年度は、ふる

さと雇用再生特別交付金を活用して実施

させていただいておりました。今回、非

常に効果のあったところから、２４年度

からは一般財源で納税課とあわせて実施

していただくことで、今事業を継続させ

ていただいております。

　それから、ジェネリックについてでご

ざいますが、ジェネリックにつきまして

は、今までプロポーザル方式で、富士ゼ

ロックスという会社に委託をしておった

んですが、２４年度からは国保連合会で

できるようになりましたので、そちらの

ほうがより安価にできるということで、
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国保連合会で今後継続してまいりたいと

考えております。

　なお、平成２２年度及び２３年度につ

きましては、国の調整交付金をいただい

ております。全額ではございませんが、

ほとんどが調整交付金で賄えております。

２４年度以降は国保連合会で安価にでき

るようになりましたので、そちらに切り

かえてやらせていただいている状況でご

ざいます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　少し細かい質問では

あったかもしれませんけれども、ご丁寧

にご説明いただきまして、よくわかりま

した。ありがとうございます。

　国保の特徴というものは、国民皆保険

制度のかなめであると言いながら、非常

に保険を運営していくのに厳しいという

か、難しい状況にあるということにつき

ましては、私も理解しておりますし、制

度そのものが、果たしてこれで良いのか

なということにつきましては、実際に運

営されている皆様方も、非常に強く感じ

ておられるのではないかなというように

思うところでございます。

　そういった状況の中で、いろいろと工

夫をしていただいておりまして、例えば

単年度で見たときに、ことしは黒字だっ

たとか、ことしは赤字が出てしまったと

かいうことで、非常に難しい中でしてい

ただいているということにつきましても、

改めてこの場をかりて敬意を申し上げた

いと思っているんですけれども、しかし、

これからこの制度がどうなっていくかは

わかりませんけれども、続いていくといっ

た前提で考えたときに、私はいろんな視

点で、今後のあり方ということにつきま

しても検証していかなならんのではない

かなと思っているんですね。

　一つは、いわゆる被保険者の中での納

得ができるのかという視点だと思うんで

すよ。そういったことを考えたときに、

やっぱり収納率といったことは大変重要

な視点でありまして、そういう点で申し

上げますと、コールセンターの事業につ

きましても、一般財源を使ってこれから

やっていくというお話もいただきました

し、そういったことについて申し上げて

いくと、やはりそういった努力が見られ

るのかなと、確認をすることができまし

た。

　また、もう一つの視点として、大事な

のは今、乗り切る、乗り切れないという

話よりも、さらに先へ進んだときに果た

してどうなっているのかな、その姿につ

いてよく考えておかなあかんの違うかな

と思っているわけなんです。ということ

は、いわゆる累積赤字をどうしていくの

かという問題に尽きるのかなと思うんで

すよね。

　そういったことを考えたときに、必ず

高齢化率は上がっていくという状況の下

で、さらに将来を見据えたときには、もっ

と厳しい状況が考えられるわけですよね。

そのときに今の私たちが果たしてどういっ

た努力ができたのかと、そこによって、

やはり後年度に納得していただけるとい

う人もいるのかなと思うわけなんですね。

　そういう点で申し上げますと、これか

らどうやってこの累積赤字の問題を解決

していくのかということが、非常に大き

な命題になるのかなと思っておるんです

けれども、平成２３年度の決算を受けて、

きょうは副市長がおられますので、この

問題について今後どのような視点で臨ん

でいかれるのか、ぜひ最後にお聞かせい

ただきたいと思っております。よろしく

お願いいたします。

○森内一蔵委員長　小野副市長。

○小野副市長　国保の問題は毎年問題に
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なっております。それで、副市長として

大きく捉まえておるのは、４．５次計画

とも言っていますが、一つは建設事業費

の公債費の管理を間違ったら大変だとい

うことと、それからもう一つは、いわゆ

る繰出金のあり方なんですね。これは大

きな要因になります。繰出金をどう考え

るかということが、この国保問題にも大

きくかかわってくるんですね。

　それで、今のところ妙案はありません。

これはどこも、副市長会でも、この国保

問題は頭を悩ませているところでしてね。

その中で今取り組んでおるのは、ジェネ

リックであったり健康というキーワード

を今、少しやらないと、生きがい対策も

やらないと、この高齢社会の中でどんど

んと膨らんでくるということは間違いな

いと。団塊世代もいよいよそういう６５

歳に入ってきたとなりますと、明るい材

料がないんですね、基本的には。

　市としては、これからの財政運営であ

るべきものは、一番頭を悩ますと思うの

は繰出金、この繰り出しをどういうよう

にするのかと。これはもうはっきりして

おりまして、繰出金をとめれば、保険料

率を上げざるを得ないというのは間違い

ありません。そうしますと、繰出金をもっ

と繰り出しをせよという声も聞こえてま

いります。だから、この問題というのは

財政問題と密接にかかわってくる。この

繰出金で、いつまで摂津市が持ちこたえ

られるかと、この１点にかかってくると

言っても私はいいと思うんです。

　今我々が見ているのは、そういう公債

費の管理、建設事業費、人件費、繰出金

の中身が大きいと。したがって、できる

だけこれからも、人件費の問題は人件費

の問題でをやっていかないと、耐えられ

ない時代が来るということは間違いござ

いませんから、今直ちにこれをするとい

うことではございません。今言いました、

いただけるところはいただく。ジェネリッ

クの問題、まずはどうやって地域でお年

寄りが健康で暮らしていただけるかとい

うこと、この長寿の問題は諏訪市の事例

にもあったと思いますが、そういうこと

を考えながらトータルで考えていくとし

か今は申し上げられません。

　国保料金の値上げの検討を、来年度は

もう値上げさせてもらいたいと、財政方

は言っています。もう何年も、副市長、

これをとめてきたから、これの反発がす

ごく来るので考えてほしい、ということ

を言ってますけれど、ただこの今の状況

で、国保料を上げることができるかどう

か、北摂副市長会でも、これが一番大き

な眼目になっております。みんな頑張っ

ておるというのは、これはもう間違いあ

りません。

　したがって、この問題は、やっぱりそ

ういうことの財政運営の中で何ができる

かということを、ぎりぎりまで私はこの

辺のところを持ちこたえなかったら、ちょっ

と今の状況では厳しいんだろうなと。こ

れは議会全体の総意であると思いますが、

ただ、今まで聞いた中で、二重払いしと

るんだという議論も聞かせていただきま

した。繰出金を本来はほかの財源を回せ

るものが、社会保険に入っている人たち

から見れば、二重払いだという声も聞こ

えてきておりますが、私は今の状況の中

では、まず市民の今の暮らし、健康のた

めには、市長もそうでございますが、ぎ

りぎりまでこれは持ちこたえていく、形

がどうできるかということに今眼目を置

いて、平成２５年度予算も組まなければ

ならないだろうと。値上げをするとかそ

ういうときの状況ではまだないなと。何

とか内部努力をして、いただくものはい

ただいて、ジェネリックを使うなりコー
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ルセンターを使うなり、いろんな手法を

使って徴収率を上げていくということも、

特々と言われる、特別調整交付金その他

特別事情分などの総合力でいかなければ

ならないと思っております。当面２５年

度へ向けて担当部の意見を聞きながら、

また北摂の状況を見ながら考えていくと

いうことが今のところの主眼でございま

すけれども、画期的な国保問題について

のこの中身もございませんので、悩んで

おると。しかし、悩む中で何とか持ちこ

たえていかなければならないという、今

のところ決意を持っておるというところ

でございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　最後に副市長がおっ

しゃったように、悩んでおるけれども耐

えていかないかんというところが全てな

のかなと私も思っております。

　きょう何点か細かいことということで

ご指摘させていただきました。ジェネリッ

クのことであったりとかいろいろなこと

というのは、直接の効果額というのは大

変少ないものだろうと思うんですよ。し

かし、できるだけの努力をやったんです

かと、できるだけの努力をやった上で、

その上で果たしてどうしますか、という

ことの話になっていくんだろうと思うん

ですよね。最後、どうしますかというと

ころは、先ほど副市長がおっしゃいまし

たし、そう選択肢があるわけではありま

せん、限られています。どちらかを選ば

んと、これは最後もたんということは明

らかな話であって、そこまでの努力とし

て何ができるのか。

　また、仮に一般会計を繰り出すという

話になってくると、これは国保の被保険

者といったものが全ての市民ではありま

せんので、そこら辺がやはり公平性とい

う視点もいるわけですよね。となってく

ると、やはり先ほどから申し上げており

ますように、いかなる努力ができたのか

といったことにかかってくるのかなと。

そのことによって、１００％とは言いま

せんけれども、やはり納得度は上がって

いくのかなと思っておりますので、ぜひ

そういった視点を持ちながら、当面の努

力プラス将来について、この制度が続く

だろうという前提のもとでありますけれ

ども、そういったことにつきましても、

来るべきときにはしっかりとご判断とい

いますか、英断を下すべきなんだろうな

と思っておりますので、どうかよろしく

お願いを申し上げます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　私からも幾つか聞かせ

ていただきたいと思います。

　保険料の話、繰り出しの話が出ました

けれども、滞納処分について伺いたいと

思います。

　平成２３年度の国保滞納の処分の内訳、

件数、金額、差押えの件数なんかについ

て特に伺いたいと思います。滞納整理部

会などが開かれるようになってからふえ

ていると思うんですけれども、整理が進

む中で、その内容、状況はどうなってい

るのか、聞きたいと思います。悪質と思

われるものがふえているのかどうか、金

額的にどうか。

　また、支払いは、遅れながらも、納付

していただいているという方もいらっしゃ

います。年内完納ができていなくて差押

えなどの処分に踏み切るということがあ

るのかどうか、どういう状況かというの

をお聞かせいただきたいと思います。

　資格証の発行についてもお聞きしたい

と思います。毎年聞かせていただいてい

ますけれども、件数、状況、変化をお聞

かせいただきたいと思います。特に、ずっ
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と改善をされてきていました未成年者へ

の発行についてどうか、お聞かせくださ

い。

　弘委員も言われましたけれども、健診

事業について一つ聞かせてください。

　健診事業、国保の分でいうと、健康診

断そのものが微減という話が出ていまし

た。しかし、国民健康保険特別会計決算

書３０ページの特定健診委託料で、府の

補助金もふえていますし、３２ページの

保健センター推進委託料、若年者健診委

託料についても増加しているんですけれ

ども、健診が減っているのにこの辺が増

加するというのがちょっとどういうこと

か、お聞かせいただきたいと思います。

　特別会計決算書３２ページの諸支出金

ですね、償還金が昨年比で大きく減った

この中身をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　それでは、山崎委

員のご質問にお答えいたします。

　まず、滞納処分の件数、金額、内訳で

ございますが、平成２３年度につきまし

ては、差押え件数が９８件で、差押えの

金額が２，４０４万５，０００円でござ

います。内訳につきましては、預金が４

８件、保険が４３件、その他が６件となっ

ております。

　悪質なものがふえているのかどうか、

あるいは処分の状況ということでござい

ますが、私ども、こういった滞納処分を

していろいろな方を見ておりますと、余

り個別の件について詳しく述べるわけに

は守秘義務がありますのでいきませんけ

れども、やはり金銭の管理がうまくでき

ないという方が非常に多いということで

ございます。中には、給料や年金を差押

えして、そこから払ってもらったらちゃ

んと生活するからと言われる方もいらっ

しゃいます。預金を差押えられると困る

ので、不動産を差押えしてほしいという

方もいらっしゃいます。私どもは、今は

動産のうち預金、保険その他ということ

でしかやっておらないんですけれども、

やはりそれぞれの個々の事情というのが

いろいろあるんだなということを非常に

感じております。

　私どもは、滞納金額が５０万円以上で

ある、あるいは滞納解消の見込みのある

分納誓約を締結しない、あるいは文書や

電話による納付勧奨に誠実に応じない、

納付相談に対する姿勢に著しく誠意を欠

いている、過去複数回欠損処理を行って

いるという５項目について三つ以上該当

される方について、滞納処分をさせてい

ただいています。先日も多重債務の方が

見えられていて、多重債務相談にご案内

をさせてもらったんですけれども、生活

再建ということを考えますと、傷が深く

なる前に相談をさせていただくのが一番

ではないかというのを感じているところ

でございます。滞納額が大きくなってか

らではなくて、早いめに財産調査をして、

どういう状況なのか、私どもが早いめに

つかんで、その方にあった滞納処分をす

るべきではないかなと考えております。

今、この３年間の総括の作業をしており

ます。来年度に向けては、そういう生活

再建ということを考えながらやっていき

たいと思っているところでございます。

　それから、資格証でございますけれど

も、子どもの資格証の件でございますが、

本市では平成２０年１０月に保険証を個

人単位でカード化させていただいて、義

務教育の児童に対する資格証の交付をい

ち早くやめさせていただいたところでご

ざいます。２１年３月には義務教育の児

童・生徒には資格証を交付しないことに

なりましたが、それ以前に私どもではそ
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ういう形でさせていただいていたところ

でございます。

　また、平成２２年７月には１８歳未満

にまで拡大をされたんですけれども、本

市ではまた接触強化をしまして、２１年

１０月時点では、１８歳未満の子どもの

いる世帯の資格証世帯というのはなくなっ

たわけなんです。しかし残念ながら、２

２年度の新規の資格証世帯に１名の１８

歳未満の子どもがいらっしゃって、その

後、資格証世帯自体は２２年度末の４２

件から、２３年度末は２７件と減っては

おるんですけれども、資格証世帯の子ど

もの数は逆に現在１０人ということでふ

えております。私どもも資格証解消のた

めに接触努力をしているんですけれども、

現在のところ、そういった状況でござい

ます。

　それから、特定健診が微減という状況

の中で、府の補助金の増加をしている理

由ということでございますけれども、特

定健診の、国・府の負担金がそれぞれ前

年度に比べて５５％、３３１万５，００

０円の増となっております。

　この理由でございますが、特定健診等

の負担金と申しますのは、その年度の特

定健診と特定保健指導に要した費用のう

ち、国の補助単価に応じた補助基本額の

３分の１が交付されるというものなんで

すが、平成２２年度につきましては、生

活機能評価というものを特定健診と同時

実施をいたしておりました。生活機能評

価分につきましては、２２年度は、地域

福祉課の予算だったと思いますけれども、

この部分には国保特会ではございません

ので、これは除いて計算をすることになっ

ておりまして、平成２２年度補助単価に

比べて２３年度の補助単価が、生活機能

評価の廃止により大幅に上昇したことに

よって、国・府の負担金が５５％増となっ

たものでございます。

　委託料のことでございますけれども、

これも先ほど弘委員のときにも申し上げ

たんですけれども、平成２０年度は１２

月までということで健診をやっておりま

した。そうしますと、年度内に全ての健

診が終わります。ところが、２１年度は

２月まで延ばさせていただきました。そ

うしますと、２１年度では１，２０４件、

７６２万６，０００円ほどが翌年度払い

になってしまいまして、特定健診の受診

率と、その年度に実際に受けた数が全く

合わないということになってしまってお

ります。そのような事情で、例えば２３

年度ですと、前年度から繰り越されてこ

られた方が１，０８６人いらっしゃって、

翌年度に繰り越した方が９３９人という

ことでございます。実際の支払い期間と

受診の期間がずれているということと、

先ほど申し上げました生活機能評価の部

分が委託料を支払う際には、地域福祉課

に請求が行きますので、変わってくると

いうことでございます。

　それから、償還金の中身でございます

が、償還金の中身につきましては、前年

度が２億４，７９１万７，９５７円で、

２３年度につきましては、６，４２１万

９，１１８円となっております。

　内訳としましては、療養給付費等負担

金精算返還金と申しまして、これは国が、

かかった医療費の、平成２３年度では３

４％を負担するという制度でございます

が、この部分につきましては、２０年度

の後期高齢者医療制度導入のときに、各

市町村が資金運用で非常に苦しんだとい

うことがありまして、２２年度から多目

に交付されるようになっています。多目

に交付をいただくんですけれども、翌年

度になると返すということになっており

まして、この分が毎年出てくるような形
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になっております。２４年度についても、

１月ごろに通知が来ますので、３月に補

正を上げさせていただくことになろうか

と思いますが、かなりの額の返還が見込

まれておるところでございます。

　それ以外に、療養給付費交付金精算返

還金、これは支払基金から退職者と被保

険者の方の分をいただく分でございます。

去年は１億４，６００万円ほどございま

したのが、平成２３年度は９６６万６，

９３９円ということで、ここが大きく減っ

ているところでございます。

　それ以外に、出産育児一時金補助金返

還金が４万円、国の調整交付金の精算金

というのが５２万４，０００円、高齢者

医療制度円滑運営事業補助金返還金とい

うものが９，７４５円となりまして、合

計で６，４２１万９，１１８円となって

おります。

　大きく減りました原因につきましては、

療養給付費交付金の精算返還金が大きく

減ったということでございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　償還金のことについて

も、平成２２年度、後期高齢者医療制度

のときに苦しんでたくさんもらってたと、

よくわかりました。それから、これまで

一般会計から出ていた生活機能評価分も

委託料に動いたというのもわかりました。

　滞納処分については、状況をつかんで

その人にあった形と答弁いただきました。

確かに、いただくものはいただかないと

いけないというのはあるんですけれども、

それこそ福祉が生活を壊すということに

なっては本末転倒やと思いますので、財

産調査もされるわけですから、その状況

をつかんで慎重に行っていただきたいと

思います。

　資格証については、残念ながら若年層、

１８歳以下の１０名ということをお聞き

しました。親の都合というか、ご家庭の

状況によって、若い方というか子どもが

病気になったときに、医療にかかれない

という状況をやっぱり生み出さないため

に、子どもの資格証の発行要件について

は、ぜひまた検討を加えていただきたい

と思います。

　この間、５年間、保険料の据え置き、

それから単年度に黒字運営という形にも

なっていますので、大きく評価をしてお

ります。

　しかし、国の制度改悪で国庫負担がずっ

と減らされてきて、保険料が高過ぎると

いうことなんです。これからも、だから

国の制度改善、国保に関する要求を突き

つけてもらうようにお願いします。

　また、先ほども健診事業なんかでも言

われてましたけれども、例えば広域化の

話があるんですけれども、広域化になる

と、それこそならされてしまって、一生

懸命やっているところが負担がふえると

いう広域化方針などには絶対もう反対を

していただけるようにということでお願

いをしておきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　１８歳未満の方に

は資格証は交付しておらず、短期証をお

渡ししておりますので、医療にかかれな

いということはございませんので、よろ

しくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　ほかに。

　森西委員。

○森西正委員　先ほども賦課徴収事業の

ペイジーの件でご答弁がありましたけれ

ども、このペイジーにされることによっ

て、賦課徴収事業の中の保険料徴収員報

酬というのが、これ残額がかなりと出て

おる状況になっておるんですけれども、

これはその関係があるのか、全く関係が
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ないのか、また賦課徴収の事業で執行率

が６０．５％になっていますけれども、

印刷製本費並びに通信運搬費も、多額の

残額が出ておりまして、その点、関係が

あるのか、お聞きしたいと思います。

　それと、保険給付費が平成２２年度に

比べまして約１億９，２００万円増とい

う形になっておりまして、その中なんで

すけれども、一人当たりの費用は一般の

被保険者で、平成２２年度が２９万４，

６９１円から平成２３年度は３０万１，

７５７円と７，０６６円の増になってい

まして、退職の被保険者等に関しまして

は、一人当たりの費用というのが、平成

２２年が３５万２，００９円から平成２

３年度が３７万５，１２５円ということ

で、２万３，１１６円の増になっていま

す。一人当たりの保険者の負担額という

ことでは、一般の被保険者は平成２２年

度は２１万４，９３５円、平成２３年度

が２２万５２２円と５，５８７円の増に

なっていまして、退職の被保険者等の部

分に関しましては、平成２２年度が２４

万６，２１８円、平成２３年度が２６万

２，３８７円と１万６，１６９円の増と

いうことになっていまして、１年間で一

人当たりの金額が１万円から２万円ぐら

いの増になっておるという状況で、やは

りこの国保会計の歳出の約７割が保険の

給付になっておりまして、その部分をい

かに抑制するかというのが、これはもう

一番の大事な部分だと思うんですけれど

も、この抑制をどのようにしていくのか、

ジェネリックの話もありましたし、予防

という話もありましたけれども、やはり

医師会とか医療機関に対して抑制をやっ

ぱり図っていかなければならないと思う

んですけれども、その点どういう取り組

みをされているのか、お聞きをしたいと

思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　賦課徴収費の不用

額が多額に上っているというご質問でご

ざいますが、まず平成２０年度から後期

高齢者医療制度が始まりまして、被保険

者数が大幅に減少したことなどによりま

して、印刷製本費とか通信運搬費の減に

つながっております。また、年金特別徴

収開始による集金金額や件数の減少によ

りまして、徴収員報酬も減少したところ

でございます。

　これに加えまして、平成２３年度は年

度末をもって集金制度を廃止して、普通

徴収員を廃止することにしたことから、

普通徴収員１名が２２年度末をもって定

年で退職をしたんですが、欠員不補充を

しまして、加えまして、集金を口座振替

に切りかえていくということを徐々にやっ

ておりました関係で、徴収員報酬の不用

額が多額に上ったところでございます。

　普通徴収員廃止後は、特別徴収員につ

きましては、平成２４年度から収納推進

員に改めまして、収納率向上の業務に当

たってもらっております。

　また、印刷製本費等につきましては、

一括発注を心がけたことによりまして、

単価減等も生じているところでございま

す。

　それから、医療費の抑制の努力という

ことでございますが、私が平成２１年度

に国保特会を預かることになったときに、

まず一番最初やりましたのが、後期高齢

者医療制度への移行を撤回された方の移

行勧奨でございます。どういうことをし

たかといいますと、６５歳以上で一定障

害の方は後期に行ってもいいですし、国

保に残ってもいいということになったわ

けなんですけれども、２０年度当時はま

だ後期がいろんなことで揺れておった時

期でございまして、その後９割軽減の制
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度とかいろんな軽減制度ができたという

こともありまして、そういった制度をお

知らせをすることによって、撤回された

方を後期にご案内をいたしました。後期

につきましては、お一人当たり１００万

円ぐらいの医療費がかかっておりますの

で、今確かな記録はないんですけれど、

２０数人の方が移行していただきました

ので、２，０００万円以上の医療費が国

保からは削減されたということでござい

ます。

　現在、ジェネリック医薬品の普及促進

事業をさせていただいたり、特定健診の

受診勧奨をさせていただいたりしており

ますが、これ以外にも医療費通知という

のを送らせていただいております。こう

いったことによって、医療費の抑制につ

ながっていると考えております。

　それとともに、平成２４年度の事業と

しましては、療養給付費の適正化事業と

いうことで、緊急雇用を活用いたしまし

て、柔道整復師の施術でありますとか、

鍼灸マッサージの施術とかの適正化事業

もやっているところでございます。ある

いは、医療費の減額査定通知であります

とか、そういったことも今後考えていき

たいと思っております。そういったこと

を通じまして、全体の医療費の伸びを少

しでも抑えることができないかと考えて

おります。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　賦課徴収事業の件は、よ

くわかりました。

　医療費の抑制に関しまして、担当課で

はさまざまなご努力をされているという

のは、もうよくわかります。今のこの社

会でそれを抑制するということは、なか

なか難しいというのもよくわかります。

しかしながらこの部分を抑制していかな

ければ、国保財政が破綻をしていくとい

うことになっていきますので、まずは一

人一人の意識を変えていくという部分と、

それと医療機関ですね、その部分にやっ

ぱり過剰な医療をさせないということだ

とかそういうことですね、簡単に高い薬

を出さないということをやっぱり進めて

いかなければならないと思います。

　ジェネリック医薬品ということで、そ

の部分というのは一歩進歩したのかなと

は思うんですけれども、市としてこれか

ら早期に医療にかかって早く身体を治す

というか、早期に発見するという反面、

一方で簡単に医療を受けるということが

ありますよね。早く見つけるという部分

と、それで簡単に医療にかかってしまう

という部分と、それと高度医療を受ける

という部分と、それと片方では過剰医療

を受けるということがありますけれども、

市の国保といいますか、福祉ということ

から言いますと、それは今後一人一人は

あると思うんですけれども、どちらに重

点を置いて進まれていくのか、そしてま

た進まれる中で、医療機関等にもそうで

すし、医師会にもやはり協力を得ていか

なければならないと思うんですけれども、

その点はどうお考えなのか、これは部長

にお願いいたします。

○森内一蔵委員長　福永部長。

○福永保健福祉部長　過剰な医療をさせ

ないということも、本当に今あちこちで

事件等が起こっておりますので、非常に

大切な視点ではあると考えております。

ただ、市民の方にとって必要な医療をしっ

かりと受けていただく、特に早期に受け

ていただいて、早期発見、早期治療をし

ていただくことで、医療費全体が安くで

済むようなそういう取り組みを進めてい

きたいと思っております。

　医師会の先生方とも非常に連携を強く

とっていると思っておりますが、今後に
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おきましても、特に今後高齢者がふえる

ことから、医療と介護の連携、そういう

取り組みも進めていこうではないかとい

うお声かけもしていただいておりますの

で、そういうところも課題だと思ってお

りますし、ますます連携をとりながら、

市民の健康づくりというところで努力し

てまいりたいと思っております。

○森内一蔵委員長　森西委員。

○森西正委員　市民の健康づくりですね、

この部分に関しましては、摂津市が日本

のこういう健康づくりといいますか、先

駆けといいますか、手本になるような形

を、これは医療機関と協力しながら、ぜ

ひともつくっていただきたいと思います

ので、これは市民の協力も必要でしょう

し、医療機関の協力も必要でしょうし、

そしてまた行政の協力も必要だと思いま

すので、ぜひともそういうことを摂津市

から、これからの医療、福祉というのを

つくっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時１７分　休憩）

（午後４時１８分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは再開します。

　認定第８号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質問のある方。

　弘委員。

○弘豊委員　後期高齢者医療特別会計に

かかわって二点、私からお伺いしたいと

思います。

　一つ目は、決算書１５８ページにもあ

りますが、普通徴収保険料の滞納繰り越

しがことし、平成２３年度もまたふえて

いるということでありますけれども、そ

の中身と状況について、毎年お伺いさせ

てもらっていますけれども、聞いておき

たいと思います。

　もう一点、これ雑入で記されているん

ですが、備考に後期高齢者医療制度特別

対策補助金ということで、１万５，８６

０円挙がっております。これの中身とい

うか使われ方というか、お聞きしておき

たいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　弘委員のご質問に

お答えをさせていただきます。

　まず、滞納の中身ということなんです

けれども、後期高齢者医療保険の滞納の

中身につきましては１，２３０件で、人

数としては１６１人ということになって

おります。

　収納率につきましては、若干上がって

おるところでございます。平成２２年度

におきましては、普通徴収の収納率が９

７．８２％でしたのが２３年度は９８．

１６％ということで上がっておりまして、

特別徴収は１００％でございますので、

合計で２２年度は９９．１３％となり、

９９％台が後期高齢者医療保険料の収納

率の目標でございますので、どうにか目

標の収納率には達しているのかなと思っ

ております。

　この間、私ども先ほどの収納推進員を

活用いたしまして、例えば国保で口座振

替をされていた方が手続を何もされなかっ

たので、後期になった途端に滞納されて

しまったという事例が発見されましたの

で、そういう方に集中的に収納推進員、

当時は徴収員ですけれども、徴収員に回っ

ていただきまして、国保で口座振替をさ

れておられても、後期では口座振替の手

続になっていませんので、口座振替の手

続をお願いしますということで、随分回

らせていただいたことがございます。そ
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ういったこともありまして、収納率がわ

ずかではございますけれども、上がって

きたのかなとは考えております。

　ただ、後期については非常に高い収納

率ではございますけれども、限度額になっ

ておられるような方で滞納されておられ

る方も、ちらほらと出てきておるところ

でございますので、払えるにもかかわら

ず払っておられない方につきましては、

国保と同様、滞納処分等をさせていただ

いて、きちんとお支払いいただくように

していきたいと考えております。

　次に、高齢者医療制度特別対策補助金

でございますが、普通徴収の方で、４月

から特別徴収になる可能性がある方につ

きまして、口座振替で普通徴収で納める

こともできますよという制度がございま

す。そういったことを周知するために、

通知文章をお送りをしております。それ

に対する補助金として２４４通送りまし

て、それに対する郵便料６５円を掛けま

して１万５，８６０円を後期高齢者医療

制度特別対策補助金としていただいたと

ころでございます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　最初の滞納繰り越しのこと、

保険料徴収の未納、収納率の問題ですね。

こうしたことについては、確かに収納率

そのものが上がっているのは、私も事務

報告書等々、資料も見て承知していると

ころなんですけれども、ただ、やっぱり

前回も聞かせていただいたように気にな

るのは、件数としてはふえているという

ことと、後期高齢者医療ですから、年齢

が７５歳を超えていてという方たちで、

そういった方たちの状況把握がやっぱり

きちんとできているかどうかということ

だと思うんです。

　さっき、中には限度額で保険料の算定

をしているから、一定支払い能力がある

んじゃないかという方が払っていただけ

てないということもおっしゃられました

けれども、最初に数字で１，２３０件、

１６１人ということでおっしゃられてま

すから、少なくともこの全数ですね、全

員についての状況把握というのをやられ

ないといけないんじゃないかなと思って

おります。

　前回聞いたときに、中には長期で入院

もされていて、なかなか連絡がとれずに、

それで未納になってしまっていたという

ケースでありますとか、ひとり暮らしの

高齢者の方では、やっぱり訪問してしっ

かりと会って状況をつかまないと、危険

なケースなんかもあるんじゃないかとも

思っております。

　そういった意味では、これまで一般会

計の議論の中でもありました、安否確認

マニュアル等々の取り組みなんかとあわ

せて、この後期医療の実態把握というこ

とがやられているのか、またやられてい

くのかどうかということをお聞きしてお

きたいと思っております。

　それと、もう一つの後期高齢者医療制

度特別対策補助金、この年度は１万５，

８６０円でした。ちょっとこの中身が何

かなということで調べるのもありまして、

前年や前々年を調べてみたんですけれど

も、平成２２年度はこの補助金の記載が

ありませんでした。その前の２１年度は

９万１，６７０円、２０年度は１４万５，

３４３円ということで、毎年わずかな額

ではありますけれども、こういったこと

で、この補助金の要綱といいますか、そ

ういうものに照らしてどうなのかという

こと、２２年度には計上されておりませ

んでしたので、そのことをちょっとご確

認いただけたらと思います。ご答弁よろ

しくお願いいたします。

○森内一蔵委員長　堤次長。

－61－



○堤保健福祉部次長　滞納対策として安

否確認ということでございますけれども、

私自身が安否確認のマニュアルづくりに

も深くかかわっておりましたので、実際

に国保年金課でも後期の方が、１０月に

連絡がとれないという事態がありまして、

先ほど一般会計の答弁もございましたけ

れども、国保年金課が通報して安否確認

に同行をさせていただいております。状

況としては、電話線を抜かれておられた

ため、携帯の電話番号をお聞きして帰っ

てきたということでございます。ですか

ら、私どもも保健福祉部の中で、こうい

う対策は一生懸命やっておるところでご

ざいます。

　それから、後期高齢者医療制度特別対

策補助金でございますけれども、これは、

こういうことをやるのでという申請が必

要でございまして、収納対策として、こ

ういう事業をやりたいということで申し

出をしまして、いただくという形になっ

ております。それが先方で認められれば、

いただけるという形です。毎年同じもの

をして同じようにいただけるというわけ

ではなくて、その時々で変わってくるも

のでございます。よろしくお願いいたし

ます。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　後期高齢者医療制度は平成

２０年から始まって、この間経過してい

るんですけれども、保険者そのものは広

域連合ということで、本市ではない中で、

健診事業等々は保険者ということでなっ

てたりするので、そのアプローチなんか

も、やはり市独自ではなかなかし切れな

い部分もあったりすると認識しています。

　その中で収納の業務、また通知やお知

らせ等々ということでの窓口での仕事か

とも思いますけれども、やっぱり今おっ

しゃったように、実態をしっかりとつか

んでおくということは本当に大事だと思

いますし、国の制度の関係で分けられて

しまっているでは済まない部分もあるか

と思っていますので、きちんと実態をつ

かんで、一人一人の市民の健康にも責任

を持つ、市として責任を持つということ

もきちんと視野に入れて取り組んでいた

だきたいなと思っております。

　後期高齢者医療制度特別対策補助金の

関係では、必要な事務なり事業なりして

いくのに、こういうものが使えるという

ことで申請をして交付がされるというこ

とでありますから、それぞれ２０年、２

１年やられてきたこともあるんだろうと

思いますけれども、引き続き有効に活用

していただけるようにと要望しておきた

いと思います。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　後期高齢者医療特別会

計についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　この後期高齢者医療は、先ほども今、

弘委員が言いましたように広域連合が主

体ですから、広域連合の決算がどうかと

いうことをぜひ見なければならないと思っ

ておりまして、ホームページとらせても

らいましたけれども、紹介しますと、大

阪府の広域連合、決算見ましたら、約８，

５００億円の規模で、不用額６３億８，

０００万円なんですね。保険料にかかわ

る市町村の支出金が１，４９０億円で、

若年層の支払いにかかわる基金からの繰

り入れが３，５４５億円、保険料は徴収

はほとんど給料も含めて天引きが多いの

で、収納率は９９．９％というのが後期

高齢者医療の連合の決算報告なんですけ

れども、不用額が大きく生じた要因とし

て、パンフレットとか後発医薬品契約の

入札差金とか、それから保険料給付で被
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保険者を多く見積もっておったと。健診

の受診者の見込みが思ったよりも健診受

診者が少なかったということを挙げてお

るんですけれども、７５歳以上の健診に

ついては義務はないとしながら、健診の

少なかったというのは批判されるべきだ

と思いますし、それから給付費を多く見

積もっていたというのは、保険料に盛ら

れていたということになるのではないか

と。

　保険料が引き上げられてきたことに対

して、やはり市町村支出金の減額を求め

る、保険料の引き下げをお願いするとい

うことを、広域連合に働きかけるべきで

はないかなと思うんですけれども、広域

連合に対しての働きかけについてお聞か

せいただきたいと思います。

　先ほども、この実態が徴収業務だけに

なってしまって、なかなかつかみにくい

のではないかということなんですけれど

も、事務報告書に後期高齢者医療の受け

付け件数、療養費の申請で３０６件ある

ということなので、窓口に来られるのは

当然こちらに来られるわけで、医者に行

けないとかね、相談とか苦情の状況なん

かも、もしわかるようでしたらお聞かせ

いただきたいと思います。

　最後に、この後期高齢者医療の本市の

会計でも、実質収支でいうとプラス２，

９８１万円となるんですけれども、これ

をどうされるか、どう処理されていくの

かと、繰り越しはないということなんで

すけれども、お聞かせいただきたいと思

います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　保険料率の低下の

働きかけということでございます。

　広域連合の議会で最終的には議決をい

ただくわけですけれども、私どもはそれ

以前に幹事会あるいは関係市町村会議が

ございまして、参加をさせていただいて

おります。平成２４年度に料率の改正が

ありました。２３年度から２４年度の料

率をどうしようかということで種々論議

をされてきて、そういった市町村会議に

も出させていただいております。今、予

算の資料を持っていないんですけれども、

当初１０数％台であったものが、最終的

に今の料率まで、四度にわたっていろん

なことを活用する中で引き下げられたと

聞いております。

　そういったことと、決算の説明も聞き

に行ってまいりましたけれども、広域連

合としても、入札差金であるとかそういっ

たものをできる限り出させていただいて、

少しでも市町村の負担、あるいは被保険

者の負担を減らす努力をしていただいて

いると認識をいたしております。私ども

も、被保険者にとって料率が低くなるよ

うに広域連合を通じて働きかけてまいり

たいと考えております。

　それから、苦情の状況ということでご

ざいますけれども、先日、私が係長と一

緒に行かせていただいたような事案があ

りまして、１割が３割になったというこ

とで苦情をいただきましたので、そちら

にお伺いをして、こういう事情でという

ことでご説明をさせていただいたことが

ございます。一定額以上の方は、７５歳

以上でも１割にはならずに３割になりま

すので、以前１割だったのが３割になり

ますと、何でやということでお叱りを受

けるような事例がございます。

　あるいは先ほども申しましたように、

国保から後期に変わられた方で、これま

で口座振替できちんと納付をされていた

にもかかわらず、後期で督促状が出てし

まうことがあります。なぜかといいます

と、後期でも口座振替の手続をしていた

だかないと、勝手に引かせていただくわ
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けにいきません。後期の通知をお送りす

るときに、そういった用紙も送らせては

いただいておるんですけれども、どうし

ても後先になってしまいますので、そう

いった方につきましては、今までちゃん

と払ってきたのにということで、お叱り

を受けるようなケースがございましたの

で、私どもも改善をいたしまして、切り

かわる方については、事前に口座振替の

ご案内をさせていただくという努力をし

ているところでございます。

　それから、繰越金の話でございますけ

れども、この件に関しましては、後期高

齢者医療特別会計においては、本来剰余

金というのは発生しないしくみなんです

が、市町村が普通徴収分として毎月収納

しております後期高齢者の医療保険料収

入は、翌月の１０日頃に納付をしており

ます。４月、５月に徴収をさせていただ

いた保険料につきましては、広域の出納

閉鎖に間に合わないということで、翌年

度の納付金としているところでございま

す。そうしますと、四、五月分は収入と

してはあるんですけれども、支払いは翌

年度ということになりまして、その分が

繰越金として残ってくるということでご

ざいます。ですから、これは決して剰余

金として残っているわけではなくて、次

年度の４月分、５月分としてお支払いを

させていただくことになります。

　この繰越金の扱いにつきましては、２

０年度の制度の始まりのときに通知があ

りまして、このようなやり方とさせてい

ただいている市町村が大半でございます。

中には、補正計上をしてされているとこ

ろもあるとは聞いておりますが、例えば

今回２４年度の収入として繰越金を計上

してしまいますと、その分は今年度執行

しませんので、丸々残ってくるというこ

とになります。これもいかがなものかな

ということで、大半の市町村がこういう

形でやらせていただいているところでご

ざいます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　連合議会の議会は議会

で、やる前に当然、市町村と調整も一生

懸命されるわけだと思いますので、やっ

ぱり摂津市民、後期高齢者であってもしっ

かり守っていくという立場で意見交換も

して、保険料も抑えてもらえるように。

６３億円が多いか少ないかといったら、

大阪府下全体でいうと、割合でいうと少

ないのかもしれないんですけれども、不

用額が出ないような運営を連合にも求め

ていただきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　この後期高齢者医療

制度につきましては、市の仕事というの

はただ一点であろうかなと、要は保険料

の収納ということに尽きるのかなという

ように思っております。

　これで決算書を拝見しておりますと、

残念ながら不納欠損が出ておると。１２

４万２，３７０円となっております。こ

れは不納欠損にせざるを得なかった相当

の理由があるんだろうなというように思

いますけれども、その点につきまして、

単純な質問ではございますけれども、お

答えいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　堤次長。

○堤保健福祉部次長　保険料の不納欠損

のことでございますが、保険料を不納欠

損処理にします際には、居所不明、ある

いは生活保護開始、あるいは本人死亡、

徴収不能という四つのケースがございま

す。後期高齢者医療につきましては、本

人が亡くなられて、もう相続される方が

いらっしゃらないようなケースが非常に
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多うございます。あるいは居所不明とい

うのもございます。それと、徴収不能と

いうことで、もう払えないということで、

不能欠損処理をさせていただくというも

のでございます。

　先ほどの国保の場合は資格証という制

度がございますけれども、後期高齢者医

療制度の場合は、もう資格証は出さない

ということになっております。医療は安

心して受けていただけるということになっ

ておりますので、生活が苦しくて納めら

れないという方に関しましては、納付の

交渉はさせていただきますけれども、そ

このところは国保とはちょっと扱い方が

変わらざるを得ないのかなと考えている

ところでございます。

○森内一蔵委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　後期高齢者医療とい

うことでございますので、いろいろな事

情で不納欠損になるということにつきま

しては、私も理解をしているつもりでご

ざいます。ただ、この医療制度が始まっ

て、２０年度から始まったわけでござい

ますよね、この２３年度の段階で、これ

だけの不納欠損が出ているわけでありま

して、これから時がたつにつれてどうなっ

ていくのかなと考えていくと、やはりな

かなか徴収できないということが、ふえ

てくるのではないかなというケースも想

定されるわけで、そうなったときに、重々

皆さん心がけていただいていると思いま

すけれども、安易に不納欠損に逃げない

ということだけはぜひお願いをしておき

たいなということを申し上げまして、私

の質問とさせていただきます。

○森内一蔵委員長　ほかにないですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後４時４４分　休憩）

（午後４時４７分　再開）

○森内一蔵委員長　それでは再開をいた

します。

　認定第７号の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑のある方。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　介護保険特別会計です

けれども、一般会計の決算書の末尾に介

護保険給付費準備基金があります。特別

会計決算書１３８ページ、介護保険給付

費準備基金積立金について伺いたいと思

います。

　平成２３年度が６，２１４万円、２２

年度は４，０７５万円でした。介護は計

算のときはいつも３年分の保険料の計算

ということで計画をしていると言われる

んですけれども、２２年度から２３年度

の給付の増額は６．４％ですけれども、

この積み立てができているというのが保

険料が多かった、取り過ぎたのではない

かと。昨年よりふえるというのは、どう

いうことなのか。６５歳以上の高齢者、

被保険者も増加はしているんでしょうけ

れども、四年前にこういった状態、読み

違えたということになるのか、お聞かせ

いただきたいと思います。

　大阪府の広域連合でも、この準備金、

積立金、積み上がっていると思いますけ

れども、幾らになっているのか、お聞か

せいただきたいと思います。

　次に、介護認定事業について伺います。

　認定は申請から３０日が原則ですけれ

ども、状況はいかがでしょうか。

　件数の多いときは、これまでもずっと

予算委員会なんかでも、認定会議を月２

回行っていますというのを聞いておりま

したけれども、最近はどうなっておりま

すでしょうか。

　一般会計で限度額を超えた日常生活支

－65－



援、介護保険の限度額を超えた日常生活

支援やショートステイの事業について伺っ

ておりますけれども、限度額を超えても

なお支援が必要な方々がおられるという

のをどう見ておられるのか。認定が厳し

いということにはならないのかと、状況

を聞きたいと思います。

　認知症対策について伺います。

　介護保険適用されているんですけれど

も、身体機能が衰えていない、認知症の

症状というのは非常に判定が難しいと思

うんですけれども、支援がどれぐらい必

要かということなんですが、認知症はこ

れからもふえてくるということなんです

けれども、認定の過程、認定の程度区分

で支援量を決められますから、介護のた

めの支援が不足するという事態が認知症

の方については起きないか。

　高齢化がいろいろ叫ばれているわけな

んですが、市として高齢介護課として認

知症対策、もっと具体的に検討すべきだ

と思うんですけれども、研究などについ

てお聞かせいただきたいと思います。

　委託事業についてお聞かせいただきた

いと思います。

　特別会計決算書の１３４ページ、二次

予防事業費、通所型介護予防委託料２０

０万円。昨年は、実態把握の事業で１，

２９３万円組んでおられましたけれども、

今回どういう内容か。そして、同じく１

３６ページの介護予防普及啓発委託料６

０万円。昨年は１３５万円です。この違

い。それから包括支援センター業務の委

託料ですね。平成２２年は１，０００万

円ちょうど、これも丸い数字だったんで

すけれども、今回は５０９万円、この違

い、状況をお聞かせいただきたいと思い

ます。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　それでは、ご答弁

申し上げます。

　まず、積立金、準備金の積立金でござ

いますけれども、平成２２年度末が７，

２００万円、２３年度が８，２００万円

ということで計上しております。こちら、

毎年繰越金が出まして、それから国、府、

支払基金に精算をしまして、その残った

分がこの準備金に積み立てておりますの

で、いわばこれが黒字という位置づけに

なるのかなと思います。

　平成２３年度につきましては、２２年

度の前年度の剰余金の繰越分ですね、こ

ちらが５，１００万円と、あと支払基金

から追加交付がございましたので、その

分で５００万円ということで、最終８，

２００万円ほどの積立金が出ております。

　こちらも今までとそう大きな違いとい

うのはないと思っておるんですけれども、

保険料のほう、高齢者の自然増というと

ころと、あと給付費が、思ったよりも給

付のサービスを受けられる方がサービス

の量、金額が少なかったというところで、

この金額が出ておると認識をしておりま

す。

　あと認定調査ですね、３０日というと

ころで、今現在も週２日、認定審査を行っ

ております。こちらは、平成２２年度の

辺りで、かなり認定審査の数が多くなっ

た時期もあるんですけれども、一定少し

落ちついてきているところもありまして、

今のところ週２回、それ以上ふやして認

定審査をしているという状況ではありま

せん。大体１回の認定審査に３０件ぐら

いで対応を今現在しておるところでござ

います。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　１点目の限度額

を超えたショートステイ等の利用につい

ては、認定が厳しいからということでは

なく、介護保険制度の中で、ショートス
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テイを３０日を超えて利用が必要という

方もいらっしゃる中で、３１日目に当た

る日を介護保険で請求できないというルー

ルがあることや、あるいは限度額内でケ

アプランを作成されていた場合であって

も、家族等介護者の方の緊急的な入院等

によって、やはり限度額を超えてサービ

スが要るという状況もございまので、そ

の対応をするための制度です。

　恒常的に介護の支給限度額が足りない

ということではなく、臨時的なものであ

る場合がございます。

　それと認知症対策についてです。

　身体機能が割と元気である場合、認知

症の症状等で介護の必要度が、より多く

なっている方がいらっしゃるのではない

かということは十分考えられますが、そ

のような方についての介護の必要度につ

いても、介護保険制度が始まりました平

成１２年当初のソフトでは、厳しい介護

度で、実際の介護の必要量と整合性がと

れていないのではないかということで、

調査等を踏まえながら、ソフトも大分改

良され、介護度へ反映されてきておりま

す。

　摂津市における具体的な認知症対策に

つきましては、平成２２年度に実施しま

した、ひとり暮らし高齢者及び認知症の

高齢者の方、介護者の方へのお話の聞き

取り等の中で、いろいろ見えてきたこと

等もございまして、認知症プロジェクト

チームを市役所の中、あるいは介護者家

族の会の方、介護保険の事業所、いろい

ろなメンバーでプロジェクトチームを立

ち上げ、対策について議論をされたり、

ボランティア講座を開催し、市内の二つ

のグループホームへの支援等、必要なサー

ビスについて対応を図っているところで

ございます。

　委託料についてのご質問です。

　通所型介護予防事業の委託料の２００

万円は、ふれあいの里と保健センターの

２か所への事業委託料です。会場は、で

きるだけ市民の方の身近なところという

ことで、以前は保健センターやふれあい

の里という中核的な拠点での実施でした

が、教室に参加された後も、地域で継続

して、教室で習ったことを実践していた

だけるようにということで、平成２３年

度は、市内の第１６集会所や第４７集会

所、あるいは庄屋公園管理棟といったよ

うな地域で教室を開催しております。５

地区において実施したその委託料が２０

０万円となっております。

　もう一点の介護予防普及啓発委託料の

６０万円ですが、こちらは、街かどデイ

ハウスで介護予防教室を実施していただ

いたことに対する委託料です。

　街かどデイハウスは、介護認定を受け

ておられない方で、予防的な講座が必要

な方です。その方に対する教室ですが、

昨年度は口腔ケアや、栄養、認知症など、

テーマごとに開催をしていましたが、高

齢の方ということで、あわせて標準プロ

グラムとして今年度は講座をしていただ

きましたので、昨年度よりも少し回数が

少なくなり、６０万円で委託をさせてい

ただきました。

　それともう一点、包括支援センターの

業務委託料は、今年度は５０９万円で、

主任ケアマネージャー業務を委託をして

おります。平成２３年度は一人の委託と

いうことになりましたので、昨年よりも

低い金額になっております。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　府の基金でござい

ますけれども、財政安定化基金交付金の

ことだと思うんですけれども、基金の残

高が１９３億円ございます。この基金は、

通常でしたら介護保険の財政が赤字になっ
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た場合とか、その場合に貸し付け、交付

を行うための基金でございますけれども、

非常に積み上がっているということで、

今回法令の改正がありまして、一定部分

を返還するということで、国・府・市で、

もともと３分の１、３分の１、３分の１

ということで積み立てをしておりますの

で、その分に対しまして、今回摂津市に

は２，４６４万円の入がございます。

○森内一蔵委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　今回、法令の改正があっ

て２，４６４万円返ってきたということ

で、この間の積み立ても含めて、この春、

介護保険料のまた３年間トータルで、こ

れも保険料軽減というか、全部会計使う

という感覚で計算をしてくれているとい

う話は予算のときにも話したんですけれ

ども、この間、被保険者の増加とか療養

費が思ったほど使われなかったとかいう

読み違いは、結構あるような気がします。

　そういう意味では、改定は行われまし

たけれども、保険料に対してはぎりぎり

まで会計しっかり見ていただいて、保険

料を抑える検討をぜひお願いしたいと思

うんです。大きく黒字で行けば、やっぱ

り保険料の取り過ぎではないかという批

判は免れないと思っておりますので、ぜ

ひ今回のことも見てお願いをしていきた

いと思います。そういう意味では、減免

制度の拡充なんかもお願いしたいと思い

ます。

　介護保険制度の中で、ショートステイ

といいながら１か月おられる方もいると

いう話を聞きましたけれども、そういう

人って施設入所とかそういう措置が、介

護保険なんかでもないのかなと思ったり

するんですけれども、その辺、このサー

ビスの機能のあり方について教えていた

だけないですか。

　認知症対策もこの間、実態調査もして

プロジェクトチームも組んでということ

で、早急に具体的な手だてをつくってい

ただきたいと思いますが、委託事業につ

いては、二人から一人に減ったというこ

とはよくわかりました。しかし、介護保

険制度が医療とともに高齢者福祉の最前

線になりますので、思ったより介護が受

けられないという状態をつくらないよう

に、そういう意味では頑張っていただき

たいと思っております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　確かに特別養護

老人ホームの入所につきましては、待機

の方がいらっしゃる現状もあります。た

だ、今回、第５期のかがやきプランの計

画の中で、地域密着型の特別養護老人ホー

ムの整備について、対応を進めていく予

定でございます。

○森内一蔵委員長　よろしいですか。

　ほかに。

　弘委員。

○弘豊委員　介護保険特別会計にかかわっ

て、２点お伺いしておきたいと思います。

　保険給付のそれぞれの状況ですね、そ

れぞれ伸びがあるわけで、施設のサービ

スもそうですし、在宅サービスでもそう

ですし、地域密着型もそれぞれあります

けれども、そうした状況で、先ほどの石

原課長の答弁では、想定よりも利用が少

なかったということもおっしゃっていま

すけれども、想定量と、それと実際はど

んどんと制度の利用ですね、給付が伸び

ていっているわけですから、そうした状

況の特徴というか、そんなことがわかれ

ば教えていただきたいなと思います。

　介護保険保険料の収納率の状況につい

てです。この点については、毎年気にな

るところであります。滞納の状況であり

ますとか、またそうした方たちの実態把

握ですね、その点についてお聞きしてお
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きたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　保険給付の特徴で

ございますけれども、計画よりも大体今

回の実施でいきますと２％ほど率が落ち

ております。平成２２年度から小規模多

機能とか新しい整備もしまして、そうい

うところには、やはり多くの利用者が出

ておりますので、計画を立てるときにい

ろいろなニーズ調査をしまして、それに

基づいた計画を立てておりますので、そ

ういうところに本当に必要な施設なりサー

ビスのところに重点的にサービスの利用

があるのかなと考えております。

　若干気になりますのが、予防給付のと

ころの金額が落ちておりますので、やは

りそちらを今後どういう形でといいます

か、予防給付の大切さというのも、こち

らは重々認識しておりますので、そちら

をしっかりと取り組んでいきたいと。第

５期せっつ高齢者かがやきプランの計画

でも重点施策の中にもうたっております

ので、もう５期始まっておりますけれど

も、２４年度、２５年度、２６年度で形

をつくっていきたいと考えております。

　あと、収納ですけれども、保険収入に

関しましては、前年度比で２．６％の増

にはなっております。こちらのほうで、

不納欠損が１，２００万円ほど出ており

ます。

　こちらのほうの分析でいきますと、一

番その中で不納欠損の額で多いのが、生

活が苦しいと言われる方が、全体で３６

５件あるんですけれども、そのうちの２

８８件が生活何らかが苦しいということ

での不納欠損になっております。そのほ

かにつきましては、お亡くなりになられ

たり、あとは所在不明ということで内容

での不納欠損が出ております。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　介護保険給付の伸びの状況

についてです。計画よりも少ないという

わけなんですけれども、当初の計画を立

てる段階で、かがやきプランがあるわけ

ですが、今回も第５期のプランが昨年つ

くられました。それをつくる際に、昨年

行われた第５期せっつ高齢者かがやきプ

ラン策定に係るアンケート調査、これは

高齢者の日常圏域に係るニーズ調査とい

うことも同時に取り組まれていて、私自

身、この第５期計画をつくる際に保険料

の算定云々のかかわりで、もっと早くこ

れが見られないのかということで言った

ことがあったんですけれども、できたの

が年度末の３月でということで、保険料

算定の前にはこれを見られなかったんで

すけれども、やっぱり見る中で気になる

ことがやっぱり幾つかあるんです。

　何点か聞かせていただきたいんですけ

れども、一つはこのアンケート調査です

ね、３，０００名の方にアンケートを依

頼して、返ってきている回答がそれぞれ

１，４９７件や、２，００３件、返って

きていると思うんですけれども、アンケー

トで送ったけれども、記入できる方、で

きない方がいてたんじゃないかなと思う

んです。項目も多岐にわたってますし、

全ての項目に答えることができない方、

例えばひとり暮らしの方であるとか、本

人が認知症になられている方とか、そう

いう方とかを含めて、このニーズ調査と

いう点で、かがやきプランの基礎資料に

していく、こういうものだという認識し

てるんですけれども、その辺りで取り組

み方がどうなのかなという点についてお

聞かせいただきたいと思います。

　それぞれのサービス利用にかかわって

のニーズですね。先ほど若干気になると

ころで、予防給付の点で落ちているのか

なということでおっしゃってましたけれ
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ども、実際の介護サービスにかかわる部

分の在宅介護、ホームヘルパーやショー

トステイやそういった面でありますとか、

また施設介護の点でありますとか、そう

いったところでのニーズですね、特徴と

いいますか、現状とそれに対する評価で

すね、その点について聞いておきたいと

思います。

　保険料収納率の問題であります。収納

率自身は上がっているということでお答

えになったと思うんですけれども、この

介護保険料というのは、先ほどの国民健

康保険や後期高齢者医療保険とは異なる

部分が、特別徴収で年金からの天引きと

いうのは基本的に、一定年金ある方とい

うのは皆さんそこから取られると認識し

ております。普通徴収になっている方と

いうのは、年金から引けないそういう方

たちが普通徴収になってて、その方たち

の中から滞納が生じてくるということだ

と感じているわけです。だからこそ、今

言われたみたいに不納欠損になるのは、

生活が苦しい、また、中には死亡されて

いる方となるわけで、そういった意味で、

この介護保険に対する滞納処分でありま

すとか、また一定期間以上滞納が続きま

したらサービスに制限がかかる、ペナル

ティーでありますね、こういった面があ

るわけなんですけれども、実際どの程度

の方たちが滞納処分を受けられているか、

若しくはペナルティーの３割自己負担で

ありますとか、一旦全額支払いというこ

とになっておられるのか、この辺りにつ

いてお聞かせいただきたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　まず、介護サービ

スの中で通所また訪問介護等でございま

すけれども、個別にいきますと、居宅介

護サービス給付費というのは平成２３年

度、計画よりも若干伸びておるところで

ございます。また、通所介護につきまし

ても、１９．６％と計画よりも伸びてい

るところがございます。やはり日ごろか

らケアマネージャーとかといろいろと調

整をした中で、その人にとって最適なサー

ビスということで、できるだけ今の状態

の維持、または元気になられるようにと

いうところでの結果だと思っております

ので、今後もこの部分については見てい

きたいと思っております。

　あと、徴収の件ですけれども、給付制

限につきましては、今現在９件の方がお

られます。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　このような計画

策定の際に実施するアンケートにつきま

しては、回答をできるだけ多くいただく

ということと、広くご意見いただこうと

いうことで、例えば郵送するときには、

ケアマネージャーの方々や、あるいはひ

とり暮らしの高齢者の見守りをしていた

だいているライフサポーター等にも、発

送の時期を周知し、訪問された折にアン

ケートが届いていれば、できるだけ一緒

にお話を聞きながら記入をしていただき、

返送いただくよう協力をいただいている

現状にあります。

　それと、先ほどのペナルティーの件で

すが、実際にサービスが必要だがペナル

ティーがあるという場合には、サービス

が必要という状況にあるわけですので、

その方々にどのような形で、生活をより

しやすくしていただくかということにつ

いては、地域包括支援センターで相談に

乗りながら、対応させていただいている

現状にあります。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　介護保険の話をするとき、

いつもつらい気持ちになるんですけれど

も、現状大変苦しい生活をされている方、
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本当に必要な方が受けられる制度、サー

ビスになっているのかということが、こ

こだけの問題ではなしに、この制度全般

にかかわって存在していると認識してい

ます。

　そういった中ででも、やっぱり頑張っ

て取り組んでいただきたいということで、

意見も申し上げているんですけれども、

そんな中で、新しい介護保険の第５期の

かがやきプランというのができ上がって

おります。

　私もずっと見てたんですけれども、こ

のサービスの点で見ていただけたらと思

うんですけれども、介護療養型医療施設

が施設系のサービスの中であるわけです。

この計画値が平成２１年度、２２年度、

２３年度、これまでの実績なんかも載っ

てますけれども、１４４、１４４、１４

４という計画値の中で、実績が２１年度

で１１８、２２年度で１５１、２３年度

はここには記載されていないんですけれ

ども、もしわかればまた教えていただき

たいんですが、２４年度１０８、２５年

度８４、２６年度４８、これは利用され

る人数の今後の目標値ですね、どんどん

下がっていくわけであります。

　国の持っている介護保険の今後の方針

との関係で、そうなっているのかなと思

うわけなんですけれども、ただニーズと

して見たときには決してそんなことない

と考えておりますし、施設系サービスの

ところでは、先ほども言われました特別

養護老人ホームでありますとか介護老人

保健施設の点では、今後の計画目標値で

いきましたら、今よりもふやしていくそ

ういう計画にはなっておりますが、この

計画を見る中で、介護療養からの転換分

というところにはゼロ、ゼロ、ゼロと書

かれております。

　現在、施設サービスを受けておられる

方、必要とされておられる方が、今後受

けられる状況にここではなっていないん

じゃないかということが酌み取れるんで

すけれども、その点どうかということを

お聞きしておきたいと思います。

　それともう一つ、在宅サービスにかか

わるんですけれども、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護ですか、そうした形の

部分が確かこの目標にあったと思うんで

すけれども、実際、今後の平成２４年度

以降で事業所としてやられるところが出

てくる見通しですね、そうしたものが本

当に持てているのかどうか。２４年度に

は７２、２５年度には１００、２６年度

は１２０と利用人数の目標数値というの

がここには盛り込まれていて、ここの点

についてもやはり気になる部分と、ニー

ズの中にこれが盛り込まれていたのかど

うかという点についてはやはり気になり

ます。

　小規模多機能型のそういう地域密着型

のサービスについても、安威川以南圏域

ではできましたけれども、安威川以北で

もつくるんだということで計画にはあっ

たけれども、なかなかできていないとい

う点もありますし、そうしたことも含め

て事業計画としては持っておかないとい

けないと思うんですけれども、その点と、

今回つくられたこの計画が第５期の保険

料にかかわっているわけですから、そう

した点について、ここで聞いておきたい

と思います。

　収納率の問題、保険料収納のことで、

給付の制限がかかっている方が９件いらっ

しゃるということで今お答えがありまし

た。

　この方たちというのは、保険料の納付

が苦しくて、実際利用を受けられるとき

には、その利用料が払えているのかどう

かですよね。実際、本当に保険料も払え
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ない、利用料も払えないということになっ

ている方が、地域包括支援センターに相

談に来られているということであります

から、そうしたことについては本当に制

度の矛盾をここで感じるところでありま

す。こうした件に対しての対応について、

この場でお聞かせ願えるようでしたら、

お願いしたいと思います。

○森内一蔵委員長　答弁を求めます。

　石原課長。

○石原高齢介護課長　介護療養型医療施

設の計画値で減っておるということです。

　これは、先ほど申されたように、国の

ほうが、このような施設については縮小

傾向にあるというところで、全体的に施

設から在宅でというのが全体の方向となっ

ております。本市もそれに根差して、地

域づくり等を進めていかないといけない

と考えているところでありますので、全

体に施設から在宅というのが全国的な流

れであると考えております。

　あと、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護なんですけれども、実は平成２４年

度に募集をしたんですけれども、実際の

ところ募集がなかったとなっております。

募集のときに、説明会のときには５社か

ら６社来られていましたので、また接触

をしながら、いろいろとこの３か年で今

後進めていきたいと考えております。

　小規模多機能型も安威川以南圏域にで

きておるんですけれども、今後また安威

川以北の圏域でというところであります

けれども、全体でそちらのほう、もし募

集がなければ、市内全域でというところ

でまた検討もしていかないといけないの

かなと考えておるところでございます。

　それと収納なんですけれども、実際先

ほどの９件のうち、給付を受けている方

が３件ございます。そちらの方について

は、今現在、その利用料についてはお支

払いを行っておると聞いております。

○森内一蔵委員長　川口参事。

○川口高齢介護課参事　先ほど相談を受

けているとお話をさせていただきました

が、具体にお答えできる方は一人ですが、

その方については、お金の管理が、認知

症の症状によってできないということで

したので、親族の方と連絡をとりながら、

後見制度の利用について対応させていた

だいているところです。

○森内一蔵委員長　弘委員。

○弘豊委員　今お答えいただきました介

護、かがやきプランの中の計画で、なか

なか実態とは必ずしも合ってはいないと

いう認識も、担当課の中で持っておられ

るんじゃないかなと思います。ニーズ調

査の中身もそうですし、確かこのニーズ

調査、全国一律の項目といいますか、そ

ういう状況なんですね。一定ひな形があっ

て、これに沿って調査をして、それをも

とにこのプランをつくってという、その

ような形で進められていってたのかなと

思うんですけれども、この介護保険制度

が始まって１２年、ちょうど法改正のこ

の時期に差しかかって、本市では、とり

わけ機構改革や、いろいろ権限移譲など

もあって、担当課も苦労してつくられて

きたということが、わかってはいるんで

すけれども、実際の計画をこのとおりに

進めていくというよりかは、本当に当事

者の方たちの実態をつかんだ形での日々

の業務ですね、実施していっていただけ

るようにということをお願いしたいと思っ

ています。

　この給付の制限についても、実際の支

払い能力の問題、その人その人の生活実

態、それをつかんだ形でのサービスとい

うこと、包括支援センターでの相談を受

けてやっていかれるということもすごく

大事ですし、一昨年取り組まれたひとり
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暮らし高齢者の実態調査の報告なんかが

よっぽどリアルにつかめてるというか、

実態がわかると感じたところであります。

　確かにここから読み取れる、今、介護

のサービスを受けておられる方の多くの

方が、満足もされておられるということ

が書かれてますし、また、自由回答のと

ころを見て、ああそうだなと思いました。

　保険料が高くなるようなら給付を制限

すべきみたいなことを書かれてる方も、

サービスを一定我慢するべきとかいうこ

とが載っていて、こういうふうにやっぱ

り思わせてしまってるんだなということ

がこの中でも読み取れて、そうしたこと

で言ったら、本当に一人一人のお年寄り

の方が高齢になって、その中でも頑張っ

て生きていく、そういうための介護とい

うことのところに、すごく障害をもたら

してきてるのかなと今感じてるところで

あります。

　摂津市の今の介護保険の担当課で取り

組まれてる中身については、私も評価も

してますし、包括支援センターも直営で

これまでやってこられて、本当に役割を

果たしてくれてると思っております。そ

ういった意味では、引き続き、本当に必

要な介護が市民の方たちにきちんと提供

される体制づくりということで、取り組

みを強めていっていただきたいことと、

また国に対して、制度について見直す点、

しっかりと要望も上げていくということ

を強めてやっていただきたいということ

を申し上げまして、私からの発言として

おきます。よろしくお願いします。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　最後１点だけ要望と

させていただきます。介護保険制度が始

まった。そのときにいろんな要因、理由

があって、またいろんな期待される效果

があったと思うんですけれども、その中

で、利用者が自由に選択ができるといっ

たことが大変大きなものでなかったのか

なと思います。

　先ほどから山崎委員も弘委員も質問さ

れておられまして、例えば地域密着型の

施設の話とか、あるいは圏域の話もござ

いましたので、これから介護保険利用者

の数は恐らくふえていくだろうと、その

ことは重々皆さんも予想されておられる

でしょうし、また、施設から在宅あるい

は地域と言いながらも、施設のニーズと

いうものは絶対あるわけでありますし、

また在宅となってくると、事業所のニー

ズという点もあるわけでありますので、

本当に介護保険が始まったときの状況で

すよね、なぜ始まったのかということを

しっかりと踏まえていきながら、今後計

画をしていただきますようによろしくお

願いを申し上げます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

　森西委員。

○森西正委員　第５期のかがやきプラン

も見せていただいて、弘委員も質問をさ

れてましたけれども、そのかがやきプラ

ンの中で、平成２６年度までに、介護保

険の施設利用者を要介護４及び５の方を

７０％以上にするということになってい

ます。平成２４年度では５７％ですから、

それを７０％にもっていくということで

すから、今まで入られてた方が、今度は

入られないということになってこようか

と思います。在宅とか、そちらのサービ

スを受けていただくということになろう

かと思うんですけれども、在宅部分、居

宅介護サービス、若しくは地域密着とい

う部分でね、人数、枠を広げられてはお

りますけれども、今まで施設に入られて

たような方がですね、入ることが、サー

ビスを受けることが可能であるのか、あ
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ふれてしまうことはないのか、その点だ

けお聞きしたいと思います。

○森内一蔵委員長　石原課長。

○石原高齢介護課長　施設の利用でござ

いますけれども、やはりそれぞれの施設

の中に定員というのがございますので、

待機とか、若干あふれるところも出てく

るかとは思います。全体では在宅への動

きということがあるんですけれども、で

きるだけ介護認定の低い方、そういう方

については、やはり在宅の方向で、でき

るだけ元気に自宅の中で住宅改修、手す

りをつけたり、そういうことをしながら、

街に出ていく、そういう気持ちを高めて

いくとか、そういう意味も含めて、介護

認定の低い方については、より在宅サー

ビスのご利用をということで今後も取り

組んでまいりたいと考えております。

○森内一蔵委員長　森西正委員。

○森西正委員　かつて、厚労省がゴール

ドプランを作成されて、その計画どおり

になかなかならなかったということがご

ざいます。今回も施設を要介護４、５の

方を７０％ということでされております

けれども、皆さんの各家庭の住宅事情と

かいうさまざまな問題がありますのでね、

かつてのような厚労省が出されたように、

実際になるかどうかというその部分もや

はり危惧するところであります。その点

は市民、実際に介護サービスを使われる

方の声を十分に聞いていただいて、また

市として、国若しくは府に、実態にそぐ

わないものであれば、また国に上げていっ

ていただきたいと思いますので、要望と

させていただきます。よろしくお願いし

ます。

○森内一蔵委員長　ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　ないようですので、

以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後５時３６分　休憩）

（午後５時３８分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　討論なしと認め、採

決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　次に、認定第３号について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　次に、認定第６号について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　全員賛成。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　認定第７号について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　次に、認定第８号について、賛成の方

の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森内一蔵委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午後５時３９分　閉会）
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　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　　森　内　一　蔵

　民生常任委員　　　弘　　　　　豊
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